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第１章 総則 

 

１ 基本方針 

公益財団法人千葉市教育振興財団は、「市民の生涯学習及び交流の場を提供するとともに、生涯学習活

動を総合的に支援し、本市における生涯学習の振興を図るための中核的施設」という本施設の設置目的を

踏まえ、財団の特徴・経験、ノウハウを活かし、指定管理者制度のメリットを最大限に発揮すべく、以下

の３点を重視して本施設を管理運営していきます。 

（１）本施設の管理実績を活かし、課題を克服する運営を行います。 

（２）財団の有するノウハウを活用したサービスの向上をはかります。 

（３）市の施策実現に向けた最大限の協力と管理運営の基準等に沿った適切な運営を行います。 

 

２ 生涯学習センター事業の基本コンセプト 

「千葉市の生涯学習の中核的施設として、千葉市第５次生涯学習推進計画の計画目標（市民が自ら学ん

だ成果を生かし、活力あるコミュニティを形成できる環境づくりを進める ～学びを通して地域が繋がる

まち 千葉市～）の具体化に寄与する」ことをミッションと考え、以下の４点を重視して事業を行ってい

きます。 

（１）生涯学習センターが家庭・学校や職場・地域をつなぐ場を提供することで、新しい出会いや活動が生

まれ、地域の元気・活力の創出に貢献していくことを目指します。 

（２）一人でも多くの市民が生涯学習に関心を持ち、生涯学習を通じて“市民一人ひとりの暮らし”が豊か

になるよう支援します。 

（３）一人ひとりの生涯学習の発展モデルに対応した“つながりのある支援”を目指します。 

（４）千葉市の生涯学習の中核施設として、多様な生涯学習関連団体等と連携・協力し、全市レベルでの生

涯学習の推進を支援します。 

 

３ 重点目標 

これまで実施した事業展開の成果と課題を明確にするとともに、市民の新たな学習ニーズに対応し

た管理運営の充実発展に努めます。 

（１）利用者の目線に立ち、使い勝手の良さの面から常に見直すとともに、大学などの高等教育機関や

ＮＰＯ法人等との連携を深め、施設利用率の向上と利用者の増に努めます。具体的には、前年度実

績の０．５％増を目指します。 

（２）これまで実施した事業の成果と課題を明確にし、市民の新たな学習ニーズに対応した管理運営の

充実に努めます。そのため、受託事業では超高齢社会に焦点を当てた講座を拡充します。 

ボランティアコーディネートの件数について、ボランティア登録者の活動紹介や、地下１階フリ

ースペースのラウンジ等、登録者が活動をアピールすることができる場を提供することで、平成

２８年度には２２０件の目標を達成することを目指します。 

幅広い世代を対象に、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向けてのスポーツ振興

事業、また、超高齢社会に対応したシニア向けライフプランニング講座など、多様な市民ニーズに

対応した事業を展開します。自主事業では、地元大学などの高等教育機関、民間事業者等と連携し

た「生涯学習アカデミーちば」第３期を開講し、多様な「学びの場」の充実を図ります。また、千

葉市中央図書館・生涯学習センター開設１５周年を記念して生涯学習センターのＰＲを実施するこ

とにより、平成２８年度末には、目標延べ受講者数３３，０００人の達成を目指します。 
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（３）地域の方々や利用者、学識経験者との率直な意見交換の場としての「利用者懇談会」を開催し、

施設に対する評価や新たなニーズの把握に努めます。 

（４）職員の外部研修等への積極的な派遣及び通信講座の受講を薦めるなど、各種の資格取得を推進し、

資質の向上に努めます。 

（５）千葉市と連携協力し、「ちば縄文フェスタ」を開催します。 

 

４ 事業概要 

  市民ニーズに基づいた学習活動を総合的に支援していくため、以下の事業を行います。 

（１）生涯学習情報の収集・提供及び生涯学習相談事業 

（２）生涯学習講座・講演会等の開催事業 

（３）指導者等養成事業 

（４）生涯学習に関する調査及び研究事業 

（５）メディア学習事業 

（６）生涯学習活動の支援に関する事業 

（７）施設の維持管理業務 

（８）施設の貸出等の施設管理業務 

（９）広報活動に関する事業 

（１０）自主事業 
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生涯学習センター事業体系 

１ 生涯学習情報の収集・提供・相談事業 

├─生涯学習に関する案内情報の整備・提供─┬─生涯学習情報の収集・整備・提供 

｜                    └─普及啓発事業 

｜                      ├─生涯学習情報誌「ちばまなびの森」の発行 

｜                      ├─生涯学習センター講座・イベント情報の発行 

｜                      ├─まなびフェスタ等での専門学校等の出展 

｜                      ├─生涯学習センターホームページの運用 

｜                      └─企画展示「地下１階、アトリウム他」【拡充】 

├─生涯学習関連図書資料の収集─┬─専門情報の収集・整備 

｜               ├─調査・資料室の運営 

｜               └─蔵書管理システムの運用・管理 

└─生涯学習相談─┬──┬─生涯学習相談員による生涯学習相談 

｜  ├─ボランティアコーディネート 

｜  └─生涯学習出前相談 

└─生涯学習相談員の養成 

 

２ 生涯学習に関する講座、講演会等の開催事業 

├─ちばカレッジ──┬─ちばｄｅ体験（１講座）【変更】 

│         └─ちば物語～わたしの「ちば」を考える～（１講座）【変更】 

└─現代的課題学習─┬─多様化する社会の動向や市民ニーズを踏まえて取り組むテーマ 

│         │ ├─地球環境の保全（１講座）【新規】 

│         │ ├─資源エネルギー問題（１講座）【新規】 

│         │ ├─スポーツ振興（１講座）【新規】 

│         │ ├─少子・超高齢社会の進展（３講座） 

│         │ ├─健康づくり（１講座） 

│         │ └─国際理解（１講座） 

│         ├─キャリア教育の支援 

│         │ ├─キャリアプランニング講座（３講座）【拡充】 

│         │ └─子どものハローワーク講座（１講座） 

│         ├─家庭教育の充実に関する支援 

│         ｜ ├─家庭教育講座（２講座） 

│         ｜ ├─親子のふれあい講座 

│         ｜ ｜ ├─わらべうたと絵本の会<１歳児>（毎月１回・１２講座） 

│         ｜ ｜ └─わらべうたと絵本の会<２歳児>（毎月１回・１２講座） 

│         ｜ ├─親子であそぼう（３講座） 

│         ｜ ├─孫育ち講座（１講座） 

│         ｜ ├─子ども読書講座（２講座程度） 

│         ｜ └─子育て講演会（２講座） 

│         ｜ 
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│         └─青少年の健全育成の支援 

│           ├─子どもチャレンジ教室（１５講座）【拡充】 

│           ├─「青少年の日」関連事業（１講座） 

│           ├─「子ども読書まつり」関連事業（１講座） 

│           └─子ども未来局連携事業（１講座）【新規】 

└─郷土に関する事業─┬─ちば縄文フェスタ連携事業（市と共催） 

           ｜ ├─ちば縄文フェスタ開会基調講演会（１講座） 

           ｜ ├─千葉市遺跡発表会（１講座） 

           ｜ ├─千葉市遺跡発表会アトリウム展示（１回） 

           ｜ └─古代の生活にふれる体験教室（１講座） 

           ├─市民向け歴史講座（１講座） 

           ├─大人のための社会科見学（１講座） 

           ├─子ども向け地域学講座（１講座） 

           ├─市民向け地域学講座（２講座）【拡充】 

           ├─埋蔵文化財に関する展示（２回） 

           ├─千葉市立加曽利貝塚博物館との連携講座（１講座） 

└─千葉市立郷土博物館との連携講座（１講座）【新規】 

 

３ 指導者等養成事業 

├─指導者の養成──┬―生涯学習指導者研修 

│         ｜ ├─基礎研修 

｜         ｜ ｜ ├─「はじめてのボランティア１」（１講座） 

｜         ｜ ｜ └─「はじめてのボランティア２」（１講座） 

｜         ｜ ├─実践研修 

｜         ｜ ｜ ├─「話し方講座」（１講座） 

｜         ｜ ｜ ├─「会議運営術講座」（１講座） 

｜         ｜ ｜ └─「広報講座」（１講座） 

｜         ｜ └─学校・地域支援者研修 

｜         ｜   ├─「ＰＴＡ・保護者会新任役員研修会」（２講座）【拡充】 

｜         ｜   └─「放課後子ども教室コーディネーター等研修会」（２講座） 

｜         ├─生涯学習関係職員研修 

│         │ └─公民館職員研修 

｜         ｜   ├─新任職員研修（１講座） 

｜         ｜   ├─館長・副館長研修（２講座） 

｜         ｜   └─主事研修（２講座） 

｜         └─生涯学習コーディネーターの養成研修 

｜           └─生涯学習コーディネーター養成講座（１講座） 

├─学習ボランティア活動の支援―┬―施設ボランティア（まなびサポーター）の養成 

｜               ｜ ├─施設ボランティア養成研修基礎講座（１講座） 

｜               ｜ └─施設ボランティア養成研修フォローアップ研修（１講座） 
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｜               └─学習ボランティア活動の支援  (＊パソコン講座については、 

｜                 ｜              メディア学習事業に別掲） 

｜                 ├─まなびサポーター（ドリームリーダー）による「デジカメ相談会」 

｜                 ├─まなびサポーター（まなサポ）による「パソコン相談コーナー」 

｜                 ├─まなびサポーター（まなサポ２）による「パソコン相談コーナー」 

｜                 ├─まなびサポーター（まなサポ３）による「パソコン相談コーナー」 

｜                 ├─まなびサポーター（映像記録ボランティア）による「ビデオ撮影・編集相談会」 

｜                 ├─まなびサポーター（まなサポ１１）による講座 

｜                 ├─まなびサポーター（学びコム）による講座 

｜                 ├─まなびサポーター（映像記録ボランティア）による活動 

｜                 └─まなびサポーター（上映会ボランティア）による活動 

├─ちば生涯学習ボランティアセンターの運営 

｜          ├─生涯学習ボランティアの登録受付・登録者名簿の作成・配布 

｜          ├─ボランティアコーディネート 

｜          ├─情報紙「ボランティアタイム」の発行支援 

｜          ├─ちば生涯学習ボランティアセンター登録者説明会 

｜          ├─ちば生涯学習ボランティアセンター登録者研修（２講座） 

｜          ├─ボランティアフェア２０１６（１回） 

｜          └─ちば生涯学習ボランティアセンターの普及・利用促進事業 

└─研修生等の受け入れ――研修生・実習生の受け入れ 

├─社会体験派遣研修（教職員） 

├─社会教育実習  （大学生） 

├─インターンシップ（高校生）（大学生） 

└─職場体験学習  （中学生） 

 

４ 生涯学習に関する調査及び研究事業 

└─生涯学習に関する調査研究───調査研究の企画・実施 

└─生涯学習に関する調査研究 

 

５ メディア学習事業 

├─パソコン講座┬─初級パソコン講座（５３講座）【拡充】 

│       ├─中級パソコン講座（１２講座） 

│       ├─上級パソコン講座（７講座） 

│       ├─デジタルビデオ編集講座（１講座） 

│       ├─市民自主企画パソコン講座（８講座） 

│       └─ボランティアによる講座（２９講座程度） 

｜         ├─まなびサポーター（まなサポ）によるパソコン講座 

｜         ├─まなびサポーター（まなサポ２）によるパソコン講座 

｜         ├─まなびサポーター（まなサポ３）によるパソコン講座 

｜         ├─まなびサポーター（ドリームリーダー）によるデジカメピクニック講座 
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│         └─まなびサポーター（映像記録ボランティア）によるビデオ編集講座 

├─視聴覚事業─┬─視聴覚ライブラリーの運営 

│       ├─視聴覚ライブラリーの収集・管理 

│       ├─１６ミリ映写機操作講習会（１講座） 

│       ├─視聴覚ライブラリー等を活用した学習事業の企画・実施 

│       │  ├─木曜名画座（毎月１回・年１２回、午前・午後で２４回） 

│       │  ├─月曜名画座（毎月１回・年１２回、午前・午後で２４回） 

│       │  ├─親子アニメ上映会（毎月１回・年１２回、午前・午後で２４回） 

│       │  ├─夏休み子ども上映会（年２回）        

│       │  ├─地域交流幼児向け上映会（６回） 

│       │  └─出前上映会（５回） 

│       └─ｗｅｂ学習体験の実施 

├─メディアリテラシーに関する学習（２講座） 

└─情報端末に関する学習――情報端末機の操作方法に関する講座（２講座） 

 

６ 生涯学習活動の支援に関する事業  

├─市民の学習活動への支援─――市民の自主的学習活動に対する指導・助言・援助 

│               └―市民自主企画講座（９講座） 

└─学習成果の発表の機会の確保―┬―まなびフェスタ２０１６の企画・実施 

├─学習成果の発表の機会の提供 

│ ├─高等学校演劇発表会（春季・秋季、各１回） 

│ └─舞台照明講座（１講座） 

└─鑑賞機会の提供 

├─やすらぎのアトリウムコンサート（５回） 

└─けやきコンサート（５回）【拡充】 

 

７ 施設の維持管理業務 

├─建築物保守管理業務 

├─建築設備保守管理業務 

├─清掃業務 

├─警備業務 

├─植栽維持管理業務 

├─敷地内施設維持管理業務 

├─環境衛生管理業務 

└─備品等保守管理業務 

 

８ 施設の貸出等の施設管理業務 

├─ホール、各研修室等及びその付属設備の貸出業務 

├─フリースペースの運営 

└─駐車場使用料の徴収・納入業務 
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９ 広報活動に関する業務事業 

├─生涯学習センターホームページの運営 

└─その他広報に関する業務 

 

10 自主事業 

├─幅広い学習ニーズにあわせた講座等の実施 

｜ ├─民間事業者との協力による講座（１１講座）【拡充】 

｜ ├─専門性、特色を活かした大学との公開講座（３講座） 

│ ├─「生涯学習アカデミーちば」（博物館・大学・市民団体等との連携による講座）（２講座） 

│ └─財団職員の専門性を生かした講座（２講座） 

├─生涯学習センターをＰＲするために有効なイベント等の開催 

│ ├─千葉市中央図書館・千葉市生涯学習センター開設１５周年のＰＲ（通年） 

│ ├─生涯学習センター夏祭りの開催（１回） 

│ ├─朝市ｉｎ生涯学習センターの開催（２４回程度） 

｜ └─音楽コンクール等の誘致（２回） 

└─生涯学習情報の発信拠点としての展示等の開催 

├─ちばが学べる施設紹介展示（１回） 

└─遺跡調査の報告展示（２回） 
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５ 基本事項 

千葉市生涯学習センター設置管理条例及び千葉市生涯学習センター管理規則のほか関係法令を遵守しま

す。また、公の施設の管理ということを踏まえ、市民の平等な利用の確保・施設の適正な管理をします。 

また、事故による被害に備え引き続き公民館総合保障制度に加入します。 

 

６ 危機管理体制 

基本協定に基づき作成した、受付マニュアル、危機管理マニュアル、接遇マニュアルなどを職員に周知

徹底させ利用者への対応に万全を期します。 

（１）危機管理 

施設利用者の安全確保のため、警備員及び管理カメラにより施設内の事故・災害に備え、危機管理

マニュアルに基づきスタッフ研修を行うことによりスタッフ全員に周知徹底します。 

また、消防署に届ける消防計画書に基づき、年２回の防災訓練を実施します。 

（２）緊急時の連絡体制 

① 管理グループマネージャーを中心として、警察・消防をはじめとした関係機関、教育委員会、中

央図書館、財団事務局、各委託業者に対して迅速に連絡・報告ができる「緊急連絡体制」を構築し

ます。 

② 生涯学習センタースタッフの連絡網を作成し、緊急時の対応に万全を期します。 

③ 事故・災害が発生した際には、現場スタッフが「危機管理マニュアル」に基づき的確に対応する

とともに、「緊急連絡網」の中心となる管理グループマネージャーに速やかに連絡を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）リスク対応 

施設利用者の事故・災害による被害に備え、引き続き公民館総合保障制度に加入します。 

※公民館総合保障制度の概要 

賠償責任補償 １事故あたり２億円 

行事傷害補償 

死亡等１，０００万円、 

入院１日あたり６，５００円 

通院１日あたり３，０００円 

弔意金・見舞金 １件あたり１０万円（急性疾病入院は１万円） 

生涯学習センター所長 

所 長 補 佐 

 

 

 

 

 

 

 

管理グループマネージャー 

（不在時、所長補佐対応） 

財団事務局 

各委託業者 

教育委員会 

（生涯学習振興課） 

現 場 責 任 者 

各 統 括 責 任 者 

千葉中央警察署 

千葉市中央消防署 

東京電力 

東京ガス 

ＮＴＴ東日本 

千葉市保健所 

近隣医療機関 等 

各 ス タ ッ フ 

中央図書館 
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第２章 管理体制 
 

１ 管理運営の方針 

（１）基本的な考え方 

① 効率的かつ安定的な組織体制の構築と人員配置を行います。 

② 責任の所在を明確化するとともに、迅速な意思決定が可能な業務の実施体制を構築します。 

③ あらゆる事態にも速やかに対応できる緊急連絡体制を整えます。 

 

（２）人員配置の方針 

① 公益財団法人千葉市教育振興財団・生涯学習センター 

公益財団法人千葉市教育振興財団・生涯学習センターの担当する業務に関しては、管理グループと

学習支援グループ、学習推進グループにより、業務運営の効率化を図ります。 

それぞれのグループには、当センターの業務に長年にわたり携わってきた経験豊富なスタッフを継

続して配置することにより安定的な管理運営を行うとともに、退職者が生じた場合には、生涯学習事

業に精通した人材を新たに雇用することなどにより、多様化する市民のニーズに的確に対応します。 

 

② 業務委託先企業 

委託を行う業務に関しては、当センターと同様の施設の業務に携わった実績があり、経営の安定し

た専門業者を選定します。また、万一、委託業者の事業継続が困難になった場合に備え、あらかじめ

代わりに業務委託ができる業者を把握しておくなど、当センターの管理運営に支障が生じることのな

いよう万全を期します。 

※再委託にあたっては、原則として希望型指名競争入札制度による入札を行います。ただし、予定価

格が１００万円未満の案件については、事務の効率化を図るため随意契約とし、市内業者を最優先

としたうえで、複数の者から見積もりを徴します（再委託予定業務・選定方法・相手先は、下記の

とおり）。 

 

再委託業務 選定方法 再委託先（H28.3.25現在） 
契約相手先所在地 

（町名まで） 

施設維持管理業務 
希望型指名 

競争入札 
新生ビルテクノ(株)千葉支店 千葉市中央区新町 

ホール運営・受付・マルチ

メディアサポート業務 

希望型指名 

競争入札 
(株)シグマコミュニケーションズ 東京都品川区西五反田 

警備業務 
希望型指名 

競争入札 
(株)コスモセキュリティ 千葉市中央区神明町 

駐車場機器保守管理業務 
随意契約 

(100万未満) 
(株)ハイブリッド 東京都中央区八丁堀 

植栽管理業務 
随意契約 

(100万未満) 
未定  

調査研究業務 
随意契約 

(100万未満) 
未定  

パソコン等講座運営業務 
随意契約 

(100万未満) 
未定  
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２ 組織、人員配置 

（１）職員数 ４１人 

正規職員 ７人、契約職員 ７人、嘱託員 １８人、非常勤職員 ９人 

 

（２）運営体制図 

（ ）内は人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 責任の所在 

（１）指定管理業務全般の総括責任者及び業務責任者は、所長が務め、職務代理者は、所長補佐が務めます。 

（２）当財団では、管理、学習支援及び学習推進の各グループの統括責任者としてマネージャーを配置しま

す。 

（３）常駐の委託業者についても責任者を選任させます。 

 

 

所長（１）【嘱託員】 

《総括責任者》 

《業務責任者》 

 

所長補佐（１） 

【正規職員】 

《職務代理者》 

管理グループマネージャー  （１） 

【嘱託員】 

担当者（３） 

正規職員 （１） 

契約職員 （２） 

※内、社会教育主事 （２） 

学習支援グループマネージャー（１） 

【正規職員】 

学習推進グループマネージャー（１） 

【正規職員】 

担当者（１６） 

正規職員 （１） 

契約職員 （３） 

嘱託員 （７） 

非常勤職員 （５） 

※内、社会教育主事 （６） 

教員免許 （６） 

担当者（１７） 

正規職員 （２） 

契約職員 （２） 

嘱託員 （９） 

非常勤職員 （４） 

※内、社会教育主事 （６） 

教員免許 （４） 
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４ その他管理体制 

（１）管理運営に必要な規程等 

管理業務を実施するにあたり当財団が作成・使用しているマニュアルは次のとおりです。 

なお、文書管理規程については「公益財団法人千葉市教育振興財団文書取扱規程」を準用しますが、

指定管理者が行う業務とされているうち「管理運営業務」、「使用許可業務」に伴い作成される文書

については同規程の「事業実績に関する書類」として保存期間を５年と定めます。 

① 千葉市生涯学習センター受付マニュアル 

② 千葉市生涯学習センター接遇対応マニュアル 

③ 千葉市生涯学習センター危機管理マニュアル 

④ 千葉市生涯学習センター使用許可審査基準 

⑤ 救急車要請マニュアル 
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第３章 生涯学習事業に関する業務 
 

１ 生涯学習に関する情報の収集・提供及び生涯学習相談事業 

 

（１）生涯学習に関する案内情報の整備・提供 

① 生涯学習情報の収集・整理・提供 

積極的に最新のポスター・チラシ、パンフレット等の案内情報の収集・整理を行い、わかりやすい

情報発信となるよう改善に努めます。また、閲覧するチラシ等の一部は、持ち帰りができるように市

民に提供します。 

案内情報は、施設別にファイリングして配架の有無等が探しやすいように、配置期限や残部数、依

頼先等適切に管理するとともに、資料は１年間保管し学習相談等の資料として活用します。 

 

生涯学習広場の運営 

開室時間 9:00～21:00（相談員「コーディネーター」の配置は 9:00～17:00） 

構  成 資料コーナー、相談コーナー、雑誌コーナー・閲覧コーナー 

提供資料 

施設案内、講座案内、イベント案内、大学、専門学校、大学院社会人入試・公開講座、通

信教育、定期刊行物、名簿・サークル一覧、参考資料等 

【ポスター、チラシ、パンフレット、リーフレット、写真、図書・雑誌、その他】 

 

② 普及啓発事業 

ア 生涯学習センター講座・イベント情報の発行 

生涯学習センター主催講座や上映会、催物の案内を年６回発行し、生涯学習センターに配架しま

す。また、学校、公民館、図書館、コミュニティセンター、区役所等に配布するほか、生涯学習セ

ンターホームページで公開します。 

予定発行部数：８，０００部、年６回 

２８年度予定（発行月：４月 ６月 ８月 １０月 １２月 ２月） 

 

イ 生涯学習情報誌（ちばまなびの森）の発行 

生涯学習に関する情報誌は、年３回発行し生涯学習センターに配架します。 

また、学校、公民館、図書館、コミュニティセンター、区役所等に配布するほか、生涯学習セン

ターホームページで公開します。夏休み前の号（７月号）を市内の小・中学校・特別支援学校の児

童・生徒に配布し、夏休みにおける生涯学習施設の利用や親子でのイベント参加を促すなど、児童・

生徒の学習活動の促進を図ります。 

発行時期及び部数（予定） 

７月８６，５００部、１１月 １１，５００部、３月 １１，５００部 年３回 

※ まなびの森の発行については、配付先を精査します。 

 

ウ まなびフェスタ等での専門学校等の出展 

まなびフェスタ等で主に就労やキャリアアップにつながる資格取得のための講座等の情報を、専

門学校等と連携して市民に提供します。 



13 

エ 生涯学習センターホームページの運用 

従来の生涯学習情報提供サービス「ちばまなびネット」を生涯学習センターホームページに統合

し、生涯学習センターを利用された人だけではなく、様々な人に対してわかりやすいホームページ

の作成に努め、生涯学習センターに関する情報や利用施設及び主催事業等の千葉市内の生涯学習情

報を総合的に提供します。また、「ちばまなびネット」で提供していた『ちば市政だより』に掲載

する講座・教室情報とイベント情報は、市政だよりの発行（毎月１日、１５日）に合わせてホーム

ページで公開するとともに、生涯学習広場に配架するイベント情報や公民館講座・サークル情報も

随時公開します。 

サイト内のフェイスブック、ツイッター等を活用し、情報提供の充実に努め、サイト内のキー

ワード設定を適切に行います。 

スマートフォン使用者が増加している現状を踏まえ、スマートフォン専用サイトによる情報提供

を充実させます。 

 

オ 企画展示 

市民の生涯学習に対する関心を高めるため、講座の紹介や地域の生涯学習活動、ちば生涯学習ボ

ランティアセンター登録者の活動実績や生涯学習活動に役立つ資料を、生涯学習広場及び調査・資

料室及び地下１階フリースペースのラウンジ等で展示します。 

 

（２）生涯学習関連図書資料の収集 

① 専門情報の収集・整備 

生涯学習・社会教育に関する図書、刊行物、行政資料、関係機関・団体の資料等、雑誌等の専門情

報を購入や寄贈依頼等によって収集・整備します。また、収集した図書資料は、蔵書管理システムに

登録し、整備して配架します。 

盗難防止のため、無断持ち出し装置に対応した磁気テープを貼付し紛失を防止するとともに、毎年

蔵書点検を行います。また、資料の収集・管理を適正に実施します。 

専門情報の収集・整備にあたっては、千葉市図書館情報ネットワーク協議会、専門図書館協議会に

加盟し、高度な専門情報の収集・整備に努めます。 

 

② 調査・資料室の運営 

調査・資料室に専門のスタッフ（生涯学習相談員・コーディネーター）を配置し、資料閲覧の受付

を行うとともに、市民からの相談等に的確に対応します。 

市職員や財団職員及び生涯学習センターのスタッフをはじめ、センター主催の研修受講生や生涯学

習センター施設ボランティアなど、「ちば生涯学習ボランティアセンター」の登録者及び市内の小・

中・特別支援・高等教育機関等に対して図書・資料の貸出を実施します。 

貸出冊数及び利用者数は、市へ報告します。 

開室時間 ９：００～１７：００（休館日・年末年始を除く） 

提供資料 図書、刊行物、行政資料、団体資料、雑誌合本（約 25,000）、雑誌（約 60） 

運営内容 図書・資料の貸出、閲覧受付 生涯学習相談等 
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③ 蔵書管理システムの運用・管理（情報館） 

収集した資料の書誌情報はデータ化して適正に管理するとともに、蔵書データベースをホームペー

ジから検索できるように、利用者の利便を図ります。また、データは随時更新し利用の促進に努めま

す。 

さらに、企画展示ごとに登録データを更新し、展示しているテーマの表示を明確にするとともに、

ホームページ上で閲覧できるようにします。 

 

（３）生涯学習相談 

① 生涯学習相談員による相談 

専門のスタッフ（生涯学習相談員等）を配置し、市民の生涯学習に関する相談にきめ細やかに対応

します。相談者の生涯学習活動がさらに発展していくよう、次なるステップを意識した助言や必要な

情報の提供をします。相談は面談、電話だけでなくファクシミリ、メール等からも受付を行います。 

相談内容の記録を蓄積しかつ相談員の間で共有化することによって、複数の相談員で行っている学

習相談業務を円滑に進め、利用者の相談に対応します。 

受付時間 ９：００～１７：００（休館日・年末年始を除く） 

受付方法 
面談（１Ｆ生涯学習広場、２Ｆ調査・資料室） 

電話、ファクシミリ、郵便、相談票、電子メール 

内  容 
講座・教室、イベント、施設、団体・グループ、講師・指導者、教材・機材、資格、情

報源（資料等）、学習計画・立案等、その他 

担  当 生涯学習相談員兼ボランティアコーディネーター６人で対応 

 

② ボランティアコーディネート 

登録ボランティアに活動の場を提供するため、ホームページ等により広報活動を行い市内公共施設

等で行うイベントなどの依頼に応じてボランティアコーディネートを行います。また、必要に応じて

コーディネート成立後も、依頼者及び登録ボランティアが前向きに活動に臨めるようボランティア活

動の支援を行います。 

 

③ 生涯学習出前相談 

より多くの市民の生涯学習活動の促進を図るため、公民館などの市内公共施設等で生涯学習出前相

談を実施します。 

相談内容については、学習者・学習希望者の求めに応じて、学習活動を行ううえでの様々な問題解

決を図ることに努めます。また、出前相談の実施により、公民館などの市内公共施設・機関等との連

携を強化します。 

 

（４）生涯学習相談員の養成 

生涯学習に関する専門的な知識や技能を習得する研修を実施するだけなく、他の生涯学習施設の現

地研修や生涯学習施設職員との交流を図ることによって相談員の資質の向上を図ります。 

研  修  名 主  催 会  場 時  期 

初任者研修 生涯学習センター 生涯学習センター ４月～５月 

相談員専門研修 生涯学習センター 未定 未定 
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上記の他、国立教育政策研究所社会教育実践研究センター、さわやかちば県民プラザ、千葉市図書

館情報ネットワーク協議会、日本ボランティアコーディネーター協会、日本社会教育学会、全国文化・

学習情報提供機関ネットワーク協議会、専門図書館協議会、蔵書管理システム運営会社等が開催する

研修会等に必要に応じて派遣します。 

また、社会通信教育協会（通信講座）の受講を薦め、職員の生涯学習コーディネート力等資質の向

上を図ります。 

 

２ 生涯学習に関する講座、講演会等の開催事業 

市民が生涯学習の中で自己実現を図り、社会の課題や地域の実情に目を向け、自ら学ぼうとする意欲と

能力を培い、課題解決に取り組む主体的な態度を養うことができるよう、学習の機会を提供していきます。 

また、従来の現代的課題の中で必要とされてきた「社会性」「公共性」「現代性」「緊急性」といった

観点と併せて、より市民の実態に合い、千葉市の強みを活かした「千葉市らしさ」のある学習機会の提供

を行います。この点においては、地域の人材や各種施設・機関等と連携し、地域のネットワークを活用し

ていきます。 

事業実施にあたっては、個人の要望とともに、社会の要請にも重点を置き、市民一人ひとりの生涯学習

活動の支援が、よりよい地域社会の形成に繋がっていくという視点をもって行います。市民の継続的な学

習のニーズに応えられるよう、多様なプログラムを展開するととともに、より主体性の高い学習に繋がっ

ていくよう事業を展開していきます。 

 

（１）ちばカレッジ 

千葉市とその周辺を「ちば」と定義し、「ちば」に関わる事象等を対象にして、多角的・専門的・総合

的な学習プログラムにより、「ちばを学び深める学習」を実施します。受講者に応じて、「ちばへの興味・

関心→発見・発掘→郷土意識の高揚→地域参加」を意識したプログラムの展開を図ります。 

なお、受講料は各６，０００円（障害者は半額）です。 

 

①ちばｄｅ体験 

目   的 

（ねらい） 

千葉の特色のある様々な体験を通して、今まで気づかなかった「ちば」についての理解を

深める。 

対   象 市民 

時   期 ６月～１２月 

時間・回数 ２時間×１０回 １講座 

定   員 ３０人 

内   容 
体験学習として現地見学会を実施するとともに、修了証発行日に、受講者による研究レポ

ートについてのプレゼンテーションを実施し、学習成果の発展と継続を支援する。 

 

②ちば物語 ～わたしの「ちば」を考える～ 

目   的 

（ねらい） 
班行動を中心に、自分たちで考え話し合いながら、わたしたちの「ちば」を見つけ出す。 

対   象 市民 

時   期 ６月～１２月 
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時間・回数 ２時間×１０回 １講座 

定   員 ３０人 

内   容 
体験学習として現地見学会を実施するとともに、修了証発行日に、受講者による研究レポ

ートについてのプレゼンテーションを実施し、学習成果の発展と継続を支援する。 

 

（２）現代的課題学習 

現代的課題を社会の急激な変化に対応し、人間性豊かな生活を営むために、人々が学習する必要の

ある課題と定義し、社会の要請と併せて、各種調査の結果から得た市民ニーズ、学習者の声などの実

態を踏まえてプログラム化を図ります。 

実施にあたっては、幅広い世代の学習ニーズを満たすプログラムを作成し、土曜日・日曜日の講座

の実施や働く世代に関わるテーマにも積極的に取り組んでいきます。 

これらのテーマは、継続的に実施することにより、課題解決のために自ら取り組む主体的な態度を

養うことを目的として、講義内容や学習方法を見直し、より効果的・効率的な運営を目指します。 

① 多様化する社会の動向や市民ニーズを踏まえて取り組むテーマ 

ア 地球環境の保全 

目   的 

（ねらい） 

自然科学的な視点から地球の環境の変化について学び、地球規模の環境と我々の日々の

生活がどのように関連しているかを知る。 

対   象 市民 

時   期 未定 

時間・回数 時間は未定 １講座 

定   員 ３０人 

内   容 詳細未定 （Ｈ２８年度は、気象現象をテーマにする。） 

 

イ 資源エネルギー問題 

目   的 

（ねらい） 

具体的な事例を通して環境問題の現状や課題を知り、自然環境を守ることへの興味・ 

関心を高める学習の機会を提供する。 

対   象 市民 

時   期 未定 

時間・回数 １．５時間×１回 １講座 

定   員 ３０人 

内   容 地域規模での視点から環境問題を考える。（詳細未定） 

 

ウ スポーツ振興 

目   的 

（ねらい） 

２０２０年東京五輪・パラリンピック開催を見据えたスポーツ関連事業等を実施するこ

とで、その機運を高める。 

対   象 市民 

時   期 ４月１９日（火） 

時間・回数 １．５時間×１回 １講座 

定   員 ３００人 
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内   容 
千葉市出身の著名なアスリートで、現在は住友電工陸上競技部で指導者として後進の育

成に力を注いでいる渡辺康幸氏による講演会を開催する。 

 

エ 少子・超高齢社会の進展 

目   的 

（ねらい） 

超高齢社会の中、中高年世代が抱える課題を掘り起こし、安心して「老い」を迎えられ

るよう学習の機会を提供する。 

対   象 市民 

時   期 ６月（まなサポ１１） ２月（まなサポ１１） ３月（学びコム） 

時間・回数 時間は未定 ３講座 

定   員 ３０人 

内   容 
超高齢社会において、直面する課題を解決し、豊かで充実した生活を送るための生き方

や生きがいを学習する。 

 

オ 健康づくり 

目   的 

（ねらい） 

健康でいるための自己管理力を高めるために、また、最後まで自分らしく生きるために

医療・栄養・運動など多方面から学習の機会を提供する。 

対   象 市民 

時   期 ２・３月 

時間・回数 ３時間×４回 １講座 

定   員 ３０人 

内   容 「エンド・オブ・ライフ」千葉大学大学院看護学研究科 

 

カ 国際理解 

目   的 

（ねらい） 

グローバルな現代社会において、国を越えて、理解・協力し互いに尊敬と信頼をもって

共生するための資質や能力を学習する。 

対   象 市民 

時   期 未定 

時間・回数 時間は未定 １講座 

定   員 未定 

内   容 経済・外交・文化・環境問題など時代が抱える課題をテーマに講演会を実施する。 

 

② キャリア教育の支援 

常に変化し続ける現代社会の中において、自分のキャリア（生き方・働き方）を、自分自身で描く

ことができるように支援していきます。 

ア キャリアプランニング講座 

目   的 

（ねらい） 

社会の実情を知り自己理解を深め、いつまでもいきいきと過ごすためのキャリア形成力を

高める学習の機会を提供する。 

対   象 ①概ね５０歳以上  ②市民 ③市民（女性） 

時   期 ①６月１１日（土）・２５日（土） ②③未定 
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時間・回数 ①３時間×２回  ②２時間×１回 ③２時間×４回 

定   員 ①②③３０人 

内   容 

①５０代からのライフ・プランニング講座 

②キャリアアップ就労支援講座 

③女性のための就活支援セミナー 

 

イ 子どものハローワーク 

目   的 

（ねらい） 

現場で働いている人の話を聞き、仕事の種類やその楽しさについて知る学習の機会を提

供し、小・中学生のキャリア教育の支援をする。 

対   象 小・中学生 

時   期 ７月～８月 

時間・回数 ２時間×１回 １講座 

定   員 ３０人 

内   容 
講師の携わる仕事の紹介と働くことで得られたことについて学ぶ。 

詳細未定 

 

③ 家庭教育の充実に関する支援 

安心して子育てをするための学習の機会と、子育てに関わる人々の交流の場を創ることを目的に実

施します。特に乳幼児を持つ保護者は、外出する機会や他の保護者と接する機会が少ないことから、

親子で参加できる講座等、重点的に学習の機会を提供します。 

なお、一部の講座では託児サービス等を実施します。 

ア 家庭教育講座 

目   的 

（ねらい） 

保護者同士の交流と家庭教育の支援を目的として実施する。子どもの発達過程や子育て

を行う上での保護者の役割について学ぶ 

対   象 ①１歳未満の乳幼児の母親 ②思春期子育て中の子どもの保護者 

時   期 春期・秋期 

時間・回数 時間は未定 ２講座 

定   員 ①１５人  ②３０人 

内   容 
①「助産師さん直伝！ママが健やかであるためのリラックス産後ヨーガ」 

② 思春期講座 

 

イ 親子のふれあい講座・わらべうたと絵本の会 

目   的 

（ねらい） 

わらべうたや読み聞かせを通して、言葉の楽しさを味わいながら、子どもの感性や想像

力を育む学習機会を提供し家庭教育を支援する。 

対   象 
① １歳児とその保護者 

② ２歳児とその保護者 

時   期 
① ４月～３月の第２金曜日 

② ４月～３月の第２金曜日 



19 

時間・回数 
① ３０分×１回 １２講座 

② ３０分×１回 １２講座 

定   員 
① １５組 

② １５組 

内   容 
わらべうたと手遊び、絵本の読み聞かせ等。 

連携・協力：千葉市中央図書館 

 

ウ 親子のふれあい講座・親子であそぼう 

目   的 

（ねらい） 

親子のふれあう体験を通じて、よりよい親子関係の構築や子どもの健やかな発達を促す

とともに、未就園児のいる保護者の情報交換、共有の場を提供し、家庭教育の充実を支援

する。 

対   象 １～２歳児とその保護者 

時   期 未定 

時間・回数 １時間×１回 ３講座 

定   員 講座による 

内   容 

子どもと保護者で簡単にできる手遊びや集団遊び、手作りおもちゃの作製等 

千葉市の保育所の事業（地域交流、園庭の解放等）や施設の紹介 

連携・協力：弁天保育所（１講座） 

 

エ 孫育ち講座 

目   的 

（ねらい） 
祖父母世代が親世代をサポートして子どもを育てることができるよう支援する。 

対   象 市民 

時   期 未定 

時間・回数 時間未定 １講座 

定   員 ３０人 

内   容 
祖父母世代と親世代の子育ての違いなど、孫の健やかな育ちのための知識や最近の子育

てを巡る状況について学ぶ。 

 

オ 子ども読書講座 

目   的 

（ねらい） 

中央図書館の児童書研究部門を市民に広く周知するとともに、児童文学への関心を高め

る学習の場を提供し、家庭教育が充実するよう支援する。 

対   象 市民 

時   期 １月～３月 

時間・回数 ２時間×１回 ２講座程度（中央図書館と協議） 

定   員 ８０人 

内   容 中央図書館と連携・協力して、児童文学をテーマとした講座を実施する。 
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カ 子育て講演会 

目   的 

（ねらい） 

子どもの成長や子育てにかかわる実践的な知識を身につける場を提供する。また、講演

会とすることで、気軽に参加することができる学習の場を提供する。 

対   象 乳幼児を持つ保護者 

時   期 ７月、１１月 

時間・回数 １．５時間×１回 ２講座 

定   員 ４０人 

内   容 
医師による子どもの病気等の予防や処置についての解説 

連携・協力：大浜小児科内科医院・弁天保育所 

備   考 託児を実施 

 

④ 青少年の健全育成の支援 

子どもたちに人とのふれあいや様々な体験を通して学ぶことの楽しさを伝え、未来を担う子どもた

ちの育成を支援します。 

ア 子どもチャレンジ教室 

目   的 

（ねらい） 

子どもの社会性やコミュニケーション能力、感性などを育む、体験の場を提供し、青少

年の健全育成を支援する。 

対   象 主として小学生 

時   期 ５月～２月 

時間・回数 時間は未定 １５講座 

定   員 講座による 

内   容 

・子ども理科実験教室Ⅰ（高学年対象） ・七夕かざりをつくろう 

・千葉公園を歩いて世界に１つの本をつくろう ・接着のふしぎ 

・みんなで作ろう！ちばの太巻き祭りずし ・カメのふしぎ大発見！ 

・親子で楽しむまが玉づくり ・古代の組みひもをつくってみよう 

・箏のお稽古体験＆発表会 ・たのしいこくごチャレンジ 

・お菓子づくり教室 ・科学工作教室 

・木更津高専サイエンススクエア ・子ども理科実験教室Ⅱ（低学年対象） 

・千葉市ふれあいかるたであそぼう 

備   考 学校の春・夏休みの期間中を主に、実施内容に則して、募集方法、定員を設定する。 

 

イ「青少年の日」関連事業 

目   的 

（ねらい） 

「青少年の日」及び「家庭・地域の日」事業実行委員会との共催事業として実施し、青

少年の健全育成を支援する。 

対   象 主として小学生 

時   期 ９月１７日（土） 

時間・回数 １．５時間×２回 １講座  

定   員 各回１５人 

内   容 ボランティア団体、市民団体等による当日参加型イベントを行う。 
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ウ「子ども読書まつり」関連事業 

目   的 

（ねらい） 

「子ども読書活動推進計画」の策定を受け、読書への関心を高め、その読書活動が向上

するように、千葉市中央図書館と共催で「子ども読書まつり」を開催する。 

対   象 主として小学生 

時   期 １０月２３日（日） 

時間・回数 １．５時間×１回 １講座 

定   員 ２４人 

内   容 子供向けの遊びや本に親しむためのイベントを開催する。 

 

エ 千葉市こども未来局との連携事業 

目   的 

（ねらい） 

千葉市こども未来局と連携して、子育て家庭の支援、子供の健やかな成長を育む環境づ

くりの支援を目的に講座を実施する。 

対   象 幼児とその保護者 

時   期 未定 

時間・回数 １．５時間×１回 １講座  

定   員 ２０人 

内   容 親子で一緒に音楽や絵本の読み聞かせなどを体験しながら子育て世代の交流を図る。 

 

（３）郷土に関する事業 

ちばの歴史、文化、産業、自然、事象等に関する多様かつ多彩な学習を地域学（ちば学）と捉え、ち

ばカレッジのような連続講座のみならず、１日講座など、市民が個々のライフスタイルに応じて受講が

できるよう、学習機会の充実化を図ります。 

① ちば縄文フェスタ連携事業（市と共催） 

ア ちば縄文フェスタ開会基調講演会 

目   的 

（ねらい） 

千葉市の誇る縄文時代を代表する遺跡「加曽利貝塚」の国の特別史跡指定に向けて、「ち

ば縄文フェスタ」を開催する。 

対   象 市民 

時   期 ２月 

時間・回数 時間未定  １回 

定   員 ― 

内   容 「ちば縄文フェスタ」の基調講演会として実施する。（内容未定） 

 

イ 千葉市遺跡発表会 「平成２８年度千葉市遺跡発表会」 

目   的 

（ねらい） 

埋蔵文化財についての発表を通して、埋蔵文化財に関する市民への周知と地域学（ちば

学）の振興を図る。 

対   象 市民 

時   期 ２月 

時間・回数 ５時間×１回 

定   員 ２５０人 

内   容 千葉市の最新の遺跡発掘情報を提供し、事例研究を発表する。 
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ウ 千葉市遺跡発表会アトリウム展示 

目   的 

（ねらい） 
縄文フェスタ関連の埋蔵文化財に関する市民への周知と地域学（ちば学）の振興を図る。 

対   象 市民 

時   期 ちば縄文フェスタ月間（２月） 

時間・回数 ９時～２１時 １回 

内   容 未定 

 

エ 古代の生活にふれる体験教室 

目   的 

（ねらい） 
体験教室を通して、埋蔵文化財に関する市民への周知と地域学（ちば学）の振興を図る。 

対   象 小学生 

時   期 ２月 

時間・回数 ４．５時間×１回 

定   員 ＊体験教室は実施内容に即して定員を設定 

内   容 
千葉市埋蔵文化財調査センター及び加曽利貝塚博物館と連携の上実施する。 

土器パズル・アンギン編・組みひもの体験。 

 

② 市民向け歴史講座「埋文はじめて講座」 

目   的 

（ねらい） 

ちばに関する歴史講座を実施し、市民に対し、郷土の歴史についての興味・関心をもた

せるとともに、その理解を深めさせ、地域学の振興を図る。 

対   象 市民 

時   期 ９月～１０月 

時間・回数 ２時間×２回  １講座 

定   員 ３０人 

内   容 千葉市の遺跡についての学習と埋蔵文化財調査センターでの現地研修会を開催する。 

 

③ 大人のための社会科見学 

目   的 

（ねらい） 

「ちば」における企業等の歴史的沿革をも含めて学習することで、郷土ちばについて学

習する機会を提供し、地域学の振興を図る。 

対   象 市民 

時   期 未定 

時間・回数 ２時間×１回 

定   員 ３０人程度 

内   容 内容未定 

 

④ 子ども向け地域学講座「千葉市ものしり検定」 

目   的 

（ねらい） 

児童・生徒を対象に千葉市及びその周辺の風土や地理・文化・産業・歴史などについて

学ぶ機会を提供し、郷土「ちば」への愛着心や学習意欲の向上等に役立てる。 

対   象 小学校３年生~中学校３年生 
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時   期 ７月２８日（木）、２９日（金） 

時間・回数 ２．５時間×３回 

定   員 ５０人 

内   容 学習成果の達成度を図るための検定（試験）を行い、解答の解説、認定証授与を行う。 

 

⑤ 市民向け地域学講座 

目   的 

（ねらい） 

大人向けに千葉の文学、歴史、文化などを学ぶ機会を提供し、郷土「ちば」への愛着心

や学習意欲の向上等に役立てる。 

対   象 ①② 成人 

時   期 ① ３月  ②５月～８月 

時間・回数 ① ２時間×２回  ②２時間×４回 

定   員 ① ２０人  ②３０人 

内   容 

①「ちばカレッジ」の受講修了者を中心とした学習グループ「もっともっとちばＯＢ会」

が企画運営する。 

②「東京湾・その自然と人間」東京湾学会 

 

⑥ 埋蔵文化財に関する展示 

目   的 

（ねらい） 

最新の遺物を展示し、埋蔵文化財に関する市民への周知と地域学（ちば学）の振興を図

る。 

対   象 市民 

時   期 ①７月～８月  ②１月  

時間・回数 ９時～２１時  

内   容 ①市内出土品展「千葉大学調査成果展」②埋蔵文化財に関するパネル展示 

 

⑦ 千葉市立加曽利貝塚博物館との連携講座 

目   的 

（ねらい） 
埋蔵文化財に関する市民への周知と地域学（ちば学）の振興を図る。 

対   象 市民 

時   期 ６月～３月 

時間・回数 １．５時間×１０回 

内   容 
加曽利貝塚や縄文時代についての最新情報の紹介、加曽利貝塚博物館で開催する企画展

の解説など専門の講師による講義を実施する。 

 

⑧ 千葉市立郷土博物館との連携講座 

目   的 

（ねらい） 
中世の千葉市に関する市民への周知と地域学（ちば学）の振興を図る。 

対   象 市民 

時   期 未定 

時間・回数 １．５時間×３回 

内   容 
中世の千葉市周辺の社会状況と千葉氏についての紹介、郷土博物館の展示解説など専門

の講師による講義を実施する。 
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３ 指導者等養成事業 

（１）指導者の養成 

① 生涯学習指導者養成研修 

ア 基礎講座 

目   的 

（ねらい） 

ボランティアをはじめとする市民公益活動や、生涯学習・社会教育活動を円滑に行って

いく上で、基礎となる知識を習得する機会を提供し、生涯学習指導者を養成する。 

対   象 市民 

時   期 
① ４月 

② 未定 

時間・回数 各２時間 ２講座 

定   員 各２０人 

内   容 
① はじめてのボランティア１ 

② はじめてのボランティア２ 

 

イ 実践講座 

目   的 

（ねらい） 

生涯学習・社会教育関係団体、ボランティアグループの指導者等を対象に必要な実践的

な知識や技術を習得する機会を提供し、生涯学習指導者を養成する。 

対   象 生涯学習・社会教育関係団体、ボランティアグループ等で活動している方 

時   期 

① 未定 

② 未定 

③ 未定 

時間・回数 

① 未定 

② 未定 

③ 未定 

定   員 各２０人程度 

内   容 

① コミュニケーション講座（話し方、聴き方等） 

② 参加型学習の手法講座（会議運営技術等） 

③ 広報講座（広報術等） 

 

ウ 学校・地域支援者研修 

目   的 

（ねらい） 

学校や地域で活動するために必要な知識や技術を習得する機会を提供し、学校や地域を

支援する人材を養成する。 

対   象 
① 放課後子ども教室コーディネーター及び実行委員・学習アドバイザー・教職員等 

② 市立小・中・特別支援学校・ＰＴＡ・保護者会の新任役員 

時   期 
① ６月７日、６月１５日 

② ７月２日、７月４日 

時間・回数 
① ４時間×２講座 

② ２時間×２講座 
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定   員 
① ４０人×２講座 

② ８０人×２講座 

内   容 

① 放課後子ども教室コーディネーター等研修会（講演、実技、情報交換等） 

② ＰＴＡ・保護者会新任役員研修会（ＰＴＡ活動についての理解と情報交換等） 

詳細は市ＰＴＡ連絡協議会役員及び同協議会総務委員会委員と調整を行い決定する。） 

（連携･協力: ①千葉市教育委員会生涯学習振興課、②千葉市ＰＴＡ連絡協議会） 

 

② 生涯学習関係職員研修 

ア 公民館職員研修 

目   的 

（ねらい） 

市民の生涯学習活動を支援するために必要な知識や技術を習得する機会を提供し、生涯

学習関係職員の育成を図る。 

対   象 

① 新任職員 

② 館長・副館長 

③ 公民館主事 

時   期 

① ４月上旬 

② ４月上旬・未定 

③ 未定 

時間・回数 

① ６時間×１回 

② １．５時間×１回、３時間×１回 

③ ３時間×２回           計５講座 

定   員 

① 未定 

② 約５０人 

③ 約５０人 

内   容 

① 社会教育・生涯学習概論、公民館と公民館職員の役割等 

② 詳細は生涯学習振興課と協議の上内容を決定する。 

③ 公民館主事部会及び、生涯学習振興課と協議の上内容を決定する。 

※いずれの研修も詳細は生涯学習振興課と協議の上内容を決定する。 

 

③ 生涯学習コーディネーターの養成 

ア 生涯学習コーディネーター養成講座 

目   的 

（ねらい） 

地域活動を行なう上で必要となる知識や技術を習得する学習の機会を提供し、生涯学習

コーディネーターを養成する。 

対   象 地域活動（自治会・町内会活動等）、に携わっている方、関心のある方 

時   期 ２月１９日（日）、２月２６（日） 

時間・回数 ４時間×２回 １講座 

定   員 ２０人 

内   容 
地域活動（自治会・町内会活動等）についての理解を深め、課題解決を図るワークショ

ップ等を通じて、活動に必要な知識や技術を得るとともに、活動者同士の情報交換を行う。 
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（２）学習ボランティア活動の支援 

① 施設ボランティア（まなびサポーター）養成研修 

ア 施設ボランティア養成研修基礎講座 

目   的 

（ねらい） 

施設ボランティアとして活動するために必要な基礎的知識や技術を習得する学習の機会

を提供し、施設ボランティアの養成を図る。 

対   象 市内在住、在勤、在学の１８歳以上の方（高校生を除く） 

時   期 ６月～７月 

時間・回数 ２時間×６回 １講座 

定   員 最大６０人 

内   容 
施設ボランティア制度や生涯学習ボランティアに関する理解を深めるための学習やコミ

ュニケーションスキルの向上を目的とした実習を行う。 

備   考 
市内の生涯学習関連施設（郷土博物館、加曽利貝塚博物館）から、ボランティア養成に

関する依頼があった場合は本講座にて受け入れを行う。 

 

イ 施設ボランティア（まなびサポーター）フォローアップ研修 

目   的 

（ねらい） 

ボランティア活動を行うにあたり必要となる、実践的な知識や技術を身につける学習の

機会を提供し、まなびサポーターの育成を図る。 

対   象 
まなびサポーター登録者、または施設ボランティア（まなびサポーター）養成研修基礎

講座修了者で、まなびサポーターへの登録を希望する方 

時   期 ７月～３月 

時間・回数 ２時間×４回 １講座 

定   員 ２０人程度 

内   容 未定 

 

② 学習ボランティア活動の支援 

ア まなびサポーターによる「デジカメ相談会」（デジカメ分野） 

目   的 

（ねらい） 

まなびサポーターの企画運営による市民参画を実現するとともに、デジタルカメラに関

する学習の場を提供することにより、市民と市民の交流を促す。 

対   象 市民 

時   期 ４月～３月（各月２回程度） 

時間・回数 ２時間×１回 ２４回程度 

定   員 ２０人 

内   容 
デジタルカメラの操作、画像編集等に関する質問・相談に対し、まなびサポーターが個

別に回答やアドバイスを行う。まなびサポーター「ドリームリーダー」の企画運営による。 

※市民向けに実施する講座はメディア学習事業に別掲 

 

イ まなびサポーターによる「パソコン相談コーナー」（パソコン分野） 

目   的 

（ねらい） 

まなびサポーターの企画運営による市民参画を実現するとともに、市民にパソコンに関

する学習の場を提供することにより、市民と市民の交流を促進し、パソコン学習の輪を広

げる。 
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対   象 市民 

時   期 ４月～３月（各月５回程度） 

時間・回数 ２時間×１回 ６０回程度 

定   員 ２０人 

内   容 
パソコンに関する質問・相談に対し、まなびサポーターが個別に回答やアドバイスを行

う。まなびサポーター「まなサポ」「まなサポ２」「まなサポ３」の企画運営による。 

※市民向けに実施する講座はメディア学習事業に別掲 

 

ウ まなびサポーターによる「ビデオ撮影・編集相談会」（映像記録分野） 

目   的 

（ねらい） 

まなびサポーターの企画運営による市民参画を実現するとともに、市民にビデオカメラ

に関する学習の場を提供することにより、市民と市民の交流を促進し、パソコン学習の輪

を広げる。 

対   象 市民 

時   期 ４月～３月（各月２回程度） 

時間・回数 ２時間×１回 ２４回程度 

定   員 ２０人 

内   容 
ビデオカメラに関する質問・相談に対し、まなびサポーターが個別に回答やアドバイス

を行う。まなびサポーター「映像記録ボランティア」の企画運営による。 

※市民向けに実施する講座はメディア学習事業に別掲 

 

エ まなびサポーターによる市民向け講座（講座支援分野） 

目   的 

（ねらい） 

まなびサポーターの企画運営による市民参画を実現するとともに、市民の目線から、地

域や市民に必要とされる課題を取りあげる。 

対   象 市民または子ども（講座により異なる） 

時   期 未定 

時間・回数 
①②④ ２時間×３回 ③ ４時間×１回 

計 ４講座 

定   員 
①～④ 各３０人 

※③は小学校３年～６年生 

内   容 

① シニアのためのわかがえり塾 

② シニアを楽しむ３つの話 

③ 千葉公園を歩いて世界に１つの本をつくろう 

④ 未定 

まなびサポーター「まなサポ１１」（①②）・「学びコム」(③④)の企画運営による。 

 

オ まなびサポーター（映像記録ボランティア）の活動（映像記録分野） 

目   的 

（ねらい） 

まなびサポーターの企画運営による市民参画を実現するとともに、市内の教育・文化等

に関わる施設や活動の記録を残す。 

対   象 市民 
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時   期 未定 

時間・回数 － 

定   員 － 

内   容 
まなびサポーター「映像記録ボランティア」が企画・取材・撮影・編集を行い５～１５

分程度の作品を作成する。 

※市民向けに実施する講座はメディア学習事業に別掲 

 

カ まなびサポーター（上映会ボランティア）の活動（上映会分野） 

目   的 

（ねらい） 

まなびサポーターの企画運営による市民参画を実現するとともに、上映会を通した市民

の生涯学習の機会と市民同士の交流の場をつくる。 

対   象 － 

時   期 － 

時間・回数 － 

定   員 － 

内   容 
① 生涯学習センターで実施される各種上映会の運営をする。 

② 出前上映会の運営をする。 

※市民向けに実施する講座はメディア学習事業に別掲 

 

（３）ちば生涯学習ボランティアセンターの運営 

講師や助言者が身近に見つからないという方と、ボランティアとして地域社会に役立ちたいという方

の橋渡しをするため、「ちば生涯学習ボランティアセンター」を運営し、生涯学習ボランティア活動の

活性化を図ります。 

専門のスタッフ（ボランティアコーディネーター等）を配置し、生涯学習広場および調査・資料室で

相談や登録等の受付をするとともに、生涯学習ボランティアに関する情報を情報誌や生涯学習センター

ホームページに掲載するなど、普及・啓発に努めます。また、登録ボランティアに対する研修の機会や

アトリウムガーデン等（ボランティアフェア）において登録者の活動紹介を実施します。 

ちば生涯学習ボランティアセンター登録者の活動の様子やボランティア活動に役立つ情報等を紹介し、

ボランティア同士の交流・相互啓発を図ります。また、ちば生涯学習ボランティアセンターの普及・啓

発のために登録ボランティアが編集する情報紙「ボランティアタイム」の発行を支援し、市内小・中・

特別支援学校、公民館、図書館、コミュニティセンター、区役所等に配布するほか、生涯学習センター

ホームページで閲覧できるようにします。 

 

① 生涯学習ボランティアの登録受付・登録者名簿の作成・配布 

ボランティアコーディネーターによるボランティア登録受付の面談を窓口で行います。また、毎年

ボランティア登録者名簿を作成し、公共施設等に配布するとともに、登録者名簿および登録者検索デ

ータベースをホームページに公開し、利用促進を図ります。 

② ボランティアコーディネート 

公共施設等の依頼に応じてボランティアを紹介し、コーディネートを行います。登録ボランティア

の活動の機会拡充に向けて広報活動を行うとともに、登録ボランティアの交流や学習機会を設け、必

要に応じてコーディネート成立後も、ボランティア活動の支援を行います。 
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③ 情報紙「ボランティアタイム」の発行支援 

ちば生涯学習ボランティアセンター事業促進のために、登録しているボランティアやボランティア

センター利用者等を対象に情報紙の作成を行います。 

④ ちば生涯学習ボランティアセンター登録者説明会 

ちば生涯学習ボランティアセンター事業を市民に広く紹介し、センター登録者の拡充を図ります。 

また、ちばぼら４施設による合同説明会を開催し、千葉市のボランティアや生涯学習ボランティア

についての情報提供と、登録者に交流の場を提供します。 

⑤ ちば生涯学習ボランティアセンターの普及・利用促進事業 

ちば生涯学習ボランティアセンターの活動促進のため、地域の自治会等での利用案内やチラシ・ま

なび応援カードを配布し利用率の向上を図ります。 

⑥ ちば生涯学習ボランティアセンター登録者研修（２講座） 

目   的 

（ねらい） 

登録者の資質向上や登録者同士の交流・情報交換を促進するために、登録者等を対象とし

た研修を定期的に開催し、ボランティア相互の育成を図る。 

対   象 ちば生涯学習ボランティアセンター登録者、または登録を希望する者 

時   期 未定 

時間・回数 未定 

定   員 ３０人 

内   容 
登録ボランティアを講師とした活動に役立つスキルアップ研修と、参加者による交流。 

生涯学習相談員による、ボランティアセンターの活動紹介他 

⑦ ボランティアフェア２０１６ 

事業の目的 

（ねらい） 

「ちば生涯学習ボランティアセンター」に登録している個人・団体登録者を利用対象団体

に紹介すること、及び登録者相互の交流を図るとともに、生涯学習及びボランティア活動

に対する市民の理解促進、普及・啓発を図る。 

対   象 ちば生涯学習ボランティアセンター利用団体・ボランティアセンター登録者・市民 

時   期 １１月下旬～１２月上旬 

時間・回数 １回（３日間） 

内   容 登録者等による活動紹介パネル展、体験コーナー、講演等 

 

（４）研修生等の受け入れ 

目   的 

（ねらい） 

業務の体験を通して、生涯学習・社会教育に対する理解を深めてもらうとともに、他業

種あるいは職業人との交流を通じて、研修生・実習生のキャリア形成を支援する。 

対   象 
教職員の社会体験派遣研修、大学生の社会教育調査実習、高校生・大学生のインターン

シップ、中学生の職場体験学習 

時   期 未定（実習生・研修生等との事前協議により決定） 

時間・回数 未定（         〃         ） 

定   員 未定（         〃         ） 

内   容 

それぞれの研修・実習目的に応じ「生涯学習について」、「生涯学習センターの機能と役

割について」、「講座の企画・運営体験」、「情報の提供・相談業務体験」、「社会教育施設の

見学・取材体験」等の研修プログラムを作成して研修・実習を効果的に行う。 
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４ 生涯学習に関する調査及び研究事業 

（１）生涯学習に関する調査研究 

調査研究の企画・実施 

目   的 

（ねらい） 

市民ニーズや時代の要請に対応した学習活動を推進するための調査研究を行い、市民の

生涯学習活動に関する意識や実態等を把握し、学習プログラムの改善や生涯学習センター

事業に役立てる。 

時   期 未定 

内   容 生涯学習に関する調査研究 

５ メディア学習に関する事業 

（１）パソコン講座 

パソコン講座は初級・中級・上級の習熟度別とします。初級パソコン講座の受講料は無料です。中級

及び上級パソコン講座の受講料は、１時間５００円（障害者は半額）です。教材費として、受講者には、

１，５００円程度のテキスト代を負担していただきます。 

① 初級パソコン講座 

目   的 

（ねらい） 

パソコンに慣れ親しみ、基本的な操作技術を学ぶ機会を提供し、市民のメディア学習活

動を支援する。 

実 施 主 体 
① 生涯学習センター及び市内公民館 

②③④ 生涯学習センター 

実 施 場 所 
①市内公民館 

②③④生涯学習センター 

対   象 

①② 市民 

③  小学生 

④  ６０歳以上のシニア 

時   期 
①②④ ５月～３月 

③   ７月～８月 

時間・回数 

① ３時間×４回 ４７講座 

② ２時間×３回  １講座  ２時間×２回   １講座 

③ ２時間×２回  ２講座  ２．５時間×１回 １講座 

④ ２時間×４回  １講座 

定   員 ①１０人 ②２０人 ③２０人 ④２０人 

内   容 

① 公民館出前パソコン講座（ワード入門またはエクセル入門） 

パソコンを使用するために必ず用いるキーボード、マウスの基本的な操作方法を重点

的に学ぶ、パソコン初心者を対象とした講座。 

② 入門講座 

マウスの操作とキーボードの操作を中心にパソコンの基本的な操作を学習する。 

③ 子ども向け講座 

パソコンに慣れ親しめるように、パソコンの基本を楽しく学習する。 

④ シニア向け講座 

シニア世代（６０歳以上）を対象とした、マウスの操作とキーボードの操作を中心に

パソコンの基本的な操作を学習する。 

 

② 中級パソコン講座 

目   的 

（ねらい） 

日常生活に活かせるパソコンの知識や技術を学ぶ機会を提供し、市民のメディア学習活

動を支援する。 
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対   象 

①②③ 文字入力ができ、ワードあるいはエクセルの使用経験が少しある方 

④ ワードの基本的な操作になれている方 

⑤ パソコンで基本的な画面操作になれている方 

時   期 ①②③④⑤５月～３月 

時間・回数 

① ２時間×６回 ２講座 

② ２時間×４回 ３講座 

③ ２時間×４回 ３講座 

④ ３時間×３回 ２講座 

⑤ ２時間×６回 ２講座 

定   員 各２０人 

内   容 

① デジタルカメラの講座 

デジタルカメラの基本的な操作方法を学習し、画像の加工編集を学ぶ。 

② ワード講座 

ワードの基礎知識をもとに、作表・図挿入などさらに実用的な利用方法を学ぶ。 

③ エクセル講座 

エクセルの基礎知識をもとに、データ集計など.さらに実用的な利用方法を学ぶ。 

④ パワーポイント講座 

日常生活を豊かにするためのプレゼンテーションの技法を学ぶ。 

⑤ 画像の編集活用講座 

デジタルカメラの基本的な操作方法を学習し、画像の加工編集を学ぶ。 

③ 上級パソコン講座 

目   的 

（ねらい） 

仕事や社会活動等に活かせるステップアップしたパソコンの知識や技術を学ぶ機会を提 

供し、市民のメディア学習活動を支援する。 

対   象 

① パソコンの操作に慣れ、自分でホームページを作成したい方。 

② エクセル中級程度の操作（データの入力、編集、表の作成、基本的な関数の利用）

が出来る方。 

③ ワード中級程度の操作（表作成、図の挿入、レイアウト）が出来る方。 

④ エクセル中級・ワード中級・パワーポイントの基礎を理解している方。 

時   期 ①②③④５月～３月 

時間・回数 

① ２時間×５回  ２講座 

② ３時間×３回 ２講座 

③ ３時間×３回 ２講座 

④ ３時間×３回 １講座 

定   員 各２０人 

内   容 

① ホームページ作成講座 

ホームページの基本から応用までを企画・作成を通して学ぶ。 

② エクセル講座（応用） 

エクセルの中級程度の知識をもとに、やや難しい関数、入力規則の設定、複合グラフ、

ピボットテーブルなど、さらにステップアップしたエクセルを学ぶ。 

③ ワード講座（応用） 

ワードの中級程度の知識をもとに、段組、タブ、図形描画の活用、差込み印刷など、

さらにステップアップしたワードを学ぶ。 

④ パワーポイント講座（応用） 

ビジネスシーンでも活用できるように、ステップアップしたパワーポイントを学ぶ。 



32 

④ デジタルビデオ編集講座 

目   的 

（ねらい） 

デジタル映像を企画・撮影・編集する知識や技術を習得する機会を提供し、市民のメデ

ィア学習活動を支援する。 

対   象 市民 

時   期 １０月～１１月 

時間・回数 ３時間×６回 １講座 

定   員 １０人 

内   容 
デジタルビデオカメラを使った作品の企画、撮影方法、パソコンへの取り込み、撮影し

た動画の加工編集等について学ぶ。 

備   品 
マルチメディアサポートスタッフが講師をすることにより、受講生のニーズを把握し、

講座内容に反映していく。 

 

⑤ 市民自主企画パソコン講座 

市民の参画、市民との協働を推進するため、学習ボランティア、ＮＰＯ、市民団体が活動出来るよ

う市民自主企画パソコン講座を実施します。 

受講者には、１，５００円程度のテキスト代を負担していただきます。 

目   的 

（ねらい） 

パソコンに関する様々な知識や技能を持った市民（学習支援ボランティア、ＮＰＯ、 

市民団体等）が学習成果を活用する市民同士による相互学習の場とする。 

市民自身が学習プログラムを企画することで、それまでの学習の振り返り、以後の学習

課題の発見等の学習活動の発展を図る。 

対   象 
企画・運営：学習支援ボランティア・市民学習グループ・ＮＰＯ等 

学習者：市民 

時   期 
実施団体の募集：前年度の１１月初旬～１月中旬 

講座の実施：５月～２月 

時間・回数 
公募企画数：８企画程度 

総時間数：１０～１２時間程度 

定   員 各講座１０人～２０人 

内   容 実施団体の企画による。ただし、内容は初級・中級パソコン講座レベルとする。 

 

⑥ 施設ボランティアによる講座 

市民の参画、市民との協働を推進するため、施設ボランティア（まなびサポーター）が企画・運営

する講座を実施します。 

受講者には、１，５００円程度のテキスト代を負担していただきます。 

目   的 

（ねらい） 

まなびサポーターの企画運営による市民参画を実現するとともに、市民目線でのパソコ

ン、デジカメに関する学習機会を提供し、メディア学習活動を支援する。 

実 施 主 体 生涯学習センター（まなびサポーターが講座を担当） 

対   象 市民 

時   期 ５月～３月 

時間・回数 ２９講座程度 各講座１回～７回程度、各回２時間程度を予定 
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定   員 各講座１０人～２０人 

内   容 

実施団体の企画による。 

・初心者向けパソコン講座： まなサポ  まなサポ２  まなサポ３ 

・デジカメピクニック（撮影法とパソコン利用）：ドリームリーダー 

・ビデオ編集講座（撮影法とパソコン編集）： 映像記録ボランティア 

 

（２）視聴覚事業 

視聴覚メディア（マルチメディア機器）を活用した効果的な教育・学習活動を推進するため、学校・

社会教育施設等に視聴覚教材・機材を提供するとともに、１６ミリ映写機操作講習会を実施します。 

なお、軽微な視聴覚教材について、市内小・中・特別支援学校・公民館向けに配送サービスを実施し

ます。 

① 視聴覚ライブラリーの運営 

目   的 

（ねらい） 

マルチメディア機器を活用した教育・学習活動を推進するため、教材、機材を無料で貸

出し、地域の生涯学習の促進を図る。 

対   象 小・中・特別支援学校、公民館、社会教育関係団体、幼稚園、保育所、子どもルーム等 

時   期 通年 

内   容 

○視聴覚教材（１６ミリ映画フィルム・ビデオ・ＤＶＤ等）、機材（１６ミリ映写機、

プロジェクター等）の無料貸出 

○市内の小・中・特別支援学校・公民館等を対象に、軽微な教材の配送・回収を行う。 

○視聴覚教材の目録を作成し、ホームページに公開する。 

 

② 視聴覚ライブラリーの収集・管理 

目   的 

（ねらい） 

学校教育や地域の生涯学習教育を推進するため、視聴覚教材（ビデオ・ＤＶＤソフト等）

を計画的に購入し、ライブラリーの充実を図る。 

対   象 ― 

時   期 通年 

内   容 

○通年  利用者アンケート実施 

○１０月～１２月 購入ソフト選定会開催 

○教材・機材は管理台帳を整備し、適正に管理する。 

 

③ １６ミリ映写機操作講習会 

デジタル映像が標準となった現在でも、基本となる映像の技術は１６ミリ映写機に集約されていま

す。学校や地域での映画会開催の拡充を図るため、千葉県教育委員会の「１６ミリ映写機操作講習会

開催に関する要綱」の規定に基づき、１６ミリ映写機操作講習会を実施します。受講料は無料です。 

目   的 

（ねらい） 

千葉市生涯学習センター視聴覚ライブラリー保有の映写機の利用資格取得の機会を設け

ることにより、視聴覚ライブラリーの利用促進と視聴覚教育の振興を図る。 

対   象 １８歳以上の市民 

時   期 ７月 

時間・回数 １講座（１回３.５時間） 
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定   員 ２０人 

内   容 
１６ミリ映写機の基本的な構造を理解し、操作方法と安全な取扱い方を学習する。 

操作方法について検定を行い、合格者には修了証が発行される。 

 

④ 視聴覚ライブラリー等を活用した学習事業の企画・実施 

ア 上映会 

市民に名画の鑑賞機会を提供するため、ホール等の大型画面で上映する映画鑑賞会を開催します。

さらに地域の保育所や子どもルーム等を対象にした、地域交流幼児向け上映会や出前による上映会

を実施し、幅広く名画を鑑賞する機会を提供します。 

目   的 

（ねらい） 

市民に名画の鑑賞機会を提供するため、無料で下記のとおり上映会を実施する。また、

市民の参画・協働を推進するため、ボランティアと協働して行う。市民の意見がより反映

されやすい仕組みの導入を目指す。 

① 木曜名画座 

② 月曜名画座 

③ 親子アニメ上映会 

④ 夏休み子ども映画会 

⑤ 地域交流幼児向け上映会 

⑥ 出前上映会 

実 施 主 体 生涯学習センター（一部関係各所との共催あり） 

対   象 
①② 市民 

③④⑤⑥ 子どもと保護者 

時   期 

① 毎月１回、木曜日 

② 毎月１回、月曜日 

③ 毎月１回、土曜日 

④ 年２回 

⑤ 年６回 ※７月分は「夏休み親子名画鑑賞会」として実施予定。 

⑥ 年５回 

時間・回数 ①～③午前・午後２回上映（各回約２時間）④～⑥は各回１～２時間 

定   員 ①②④⑤各回２５０人 ③各回８０人 ⑥会場による （全て先着順） 

内   容 

①～④ 市民に名画の鑑賞機会を提供するため、２階のホールで木曜名画座、月曜名画

座、夏休み子ども映画会、地下の小ホールで親子アニメ上映会を無料で開催する。 

⑤ 生涯学習センターと地域との交流を推進するため、社会福祉協議会、保育所、子ど

もルーム等を対象に、生涯学習センター内で子ども向けの作品の上映会を無料で開催

する。 

⑥ 生涯学習センターと遠隔地域との交流の推進及び参加者の利便性を図るため、保育

所、子どもルーム、小学校（放課後子ども教室）等を対象にアニメーションや名画の

上映会を無料で開催する。 

備   考 

上映作品は対象者向けのものとするが、①～⑥ともに、参加の制限はない。 

⑤について、７月分は「夏休み親子名画鑑賞会」（社会福祉協議会中央地区部会）とし

て開催する。 
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⑤ Ｗｅｂ学習体験の実施 

目   的 

（ねらい） 

仕事のためのスキルアップ、教養の向上等、最新の情報による様々なジャンルの学習体

験を無料で提供することにより、学びの可能性を広げる。 

対   象 市民 

時   期 通年 

時間・回数 ― 

定   員 ― 

内   容 スク―による無料のオンライン学習動画講座 

 

（３）メディアリテラシーに関する学習 

目   的 

（ねらい） 

一般に普及し利用度の高い情報ツールの安全、安心な利用のための学習の場を提供し、

市民のメディア学習活動を支援する。 

対   象 市民 

時   期 未定 

時間・回数 １．５時間×１回 ２講座 

定   員 ２０人 

内   容 
インターネットなどを取り巻く現状、利用にまつわるトラブル等の問題点を知り、適切

に利用する方法を学ぶ。 

 

（４）情報端末機器の操作方法等に関する講座 

目   的 

（ねらい） 

情報端末機器の操作方法、情報の収集、情報の発信や伝達する学習の場を提供し、市民

のメディア学習活動を支援する。 

対   象 タブレット端末・スマートフォンなど新しい情報端末の基本的な操作に不慣れな方 

時   期 ４月～３月 

時間・回数 ２時間×１回 １講座  ２時間×２回 １講座 

定   員 ２０人 

内   容 端末の基本的な機能や操作方法を学び、生活に役立つ活用方法等を知る。 

 

６ 生涯学習活動の支援に関する事業 

（１）市民の学習活動への支援 

① 市民の自主的学習活動に対する指導・助言・援助 

社会的な活動、地域活動を継続して行っている団体またはグループに対し、自らが主体的に学び、

身につけた知識や技術を自主的・積極的に活用して実施する「市民自主企画講座」を企画・運営する

機会を提供します。また、会場使用・機材提供をはじめ、企画・運営に関する指導・助言・援助を行

います。 

ア 市民自主企画講座 

目   的 

（ねらい） 

様々な知識や技能を持った市民が学習成果を生かし、市民同士による相互学習の場とす

る。 

市民自身が学習プログラムを企画することで、それまでの学習の振り返り、以後の学習

課題の発見等の学習活動の発展を図る。 
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対   象 
企画・運営：市民学習グループ・ＮＰＯ法人等 

学習者：市民 

時   期 
実施団体の募集：前年度１２月初旬～１月中旬 

講座の実施：４月～１２月 

時間・回数 公募企画数：９企画程度 

定   員 ３０人以内 

内   容 実施団体の企画による 

 

（２）学習成果の発表の機会の確保 

① まなびフェスタ２０１６ 

目   的 

（ねらい） 

市民が日頃の学習活動の成果を発表し、市民の相互学習の場、交流の場とするとともに、

市民による生涯学習活動の普及・啓発を図る。 

市民団体が講座、展示、発表等を実施することを通して、学習活動を支援し、自らの学

習意欲を高めるとともに、自らの知識、技術の向上を図る。 

対   象 市民 

時   期 １２月３日（土）・４日（日） 

時間・回数 ２日間 

定   員 参加団体の企画による 

内   容 
市民学習グループ、社会教育関係団体、施設ボランティア等による講座、展示、発表や

生涯学習センター主催イベント等を実施する。 

 

② 学習成果の発表の機会の提供 

生涯学習センター特有の施設機能を有効に活用し、市民の学習成果発表の機会を提供します。本格

的な舞台で発表する機会が少ない高校演劇部にホールを提供し、アトリウムガーデンにおける学習団

体の発表、エントランスホールにおける学習成果作品の展示などを実施します。 

 

ア 高等学校演劇発表会 

目   的 

（ねらい） 

専門のホールスタッフによる指導と本格的な舞台機能を使用して、日頃の学習活動の成

果を発表することにより、演劇に関する知識や技術を身につけるとともに、演劇に対する

視野を広げる場を提供する。 

他校の演劇部との交流や情報交換、実践発表の鑑賞などを通じて、相互学習の場とする

とともに、市民に公開することにより市民への演劇活動の普及促進を図る。 

対   象 千葉県高等学校演劇連盟第８地区の高等学校演劇部 

時   期 
① ６月 

② １０月～１１月 

時間・回数 ①②とも、リハーサル３．５時間×１２校 発表１時間×１２校 

定   員 鑑賞者：３００人 

内   容 各高等学校演劇部の実践発表（演劇発表） 

備   考 
ホール運営担当スタッフが各高等学校演劇部に対し、照明・音響効果による演出的な指

導と助言を積極的に行う。 
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イ 舞台照明講座 

目   的 

（ねらい） 

当センターホールの施設説明や専門のスタッフの指導による舞台照明の基礎に関する学

びの機会を提供し、各高等学校演劇部との情報交換や交流の場を創出する。 

対   象 千葉県高等学校演劇連盟第８地区の高等学校演劇部の生徒及び顧問 

時   期 ５月 

時間・回数 ２．５時間×２回 １講座 

定   員 各回１３人 

内   容 舞台照明の役割、調光卓、カラーフィルターや舞台施設の費用方法等を学ぶ。 

備   考 
ホール運営スタッフが作成したオリジナルテキストを利用し、疑問に応える。講義だけ

でなく操作や仕込みを実際に体験する。 

 

③ 鑑賞機会の提供 

千葉市やその周辺地域にゆかりのある優れた音楽団体や音楽家、千葉市消防音楽隊によるコンサ

ートにより、音楽や楽器の魅力を知り、気軽に音楽に親しむ機会を提供する。 

ア やすらぎのアトリウムコンサート 

目   的 

（ねらい） 

千葉市やその周辺地域で活動をしている音楽家によるコンサートを開放的な空間で実施

することで、気軽に音楽に親しむ機会を提供するとともに、市民の豊かな情緒や感性を育

む場を提供する。 

対   象 市民 

時   期 ５月、６月、１０月、１２月、３月 

時間・回数 各１時間×５回  

定   員 アトリウムガーデン利用のため自由鑑賞 

内   容 やすらぎのアトリウムコンサート（クラシック音楽等、各種演奏の鑑賞） 

 

イ けやきコンサート 

 

 

  

目   的 

（ねらい） 

気軽に音楽に親しむ機会を提供するとともに、市民の生活に身近な防火、防災について

の啓発活動を行う。 

実 施 主 体 生涯学習センター（協力：千葉市消防局） 

対   象 市民 

時   期 ７月、８月、１０月、１１月、３月 

時間・回数 １時間×５回 

定   員 ３００人 

内   容 千葉市消防音楽隊が演奏するポピュラー音楽の鑑賞 
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第４章 維持管理業務 

 

１ 建築物保守管理業務 

建築物の長寿化のための予防保全に努め、物理的に劣化等による事故の予防だけではなく施設の機能性

能を最大限活かすようにします。 

日常の点検は「チェックリスト」を作成し、毎日１回～週１回の点検を実施し、記録を残すことで責任

体制を明確にします。 

常駐するスタッフは異常の発見及び即時の通報体制を構築し、様々な視点からチェックします。各担当

部門間の情報を共有して精度の高い点検を目指します。 

異常を発見した場合は、利用者の安全確保を最優先にし、各関係機関と連携し、被害の拡大防止に努め

ます。 

 

（１）業務の対象範囲・内容 

建築物の保守管理業務の範囲は屋根、外壁、建具、天井、内壁、階段、付属物等の各部位とし、その

点検・保守を行います。 

① 部材の劣化、破損、腐食、変形等について調査・診断・判定を行い、迅速に修繕等を行い、適正な

性能及び機能が発揮できる状態に保つ。 

② 結露やカビの発生予防に努める。 

③ 千葉市の施設等における農薬・殺虫剤等薬剤の適正使用に係る指針に基づき業務を実施する。 

（２）点検項目 

建築物保守管理業務の点検項目は、床、壁、天井、建具、窓、手摺、設備器具について部材の劣化、

破損、腐食、変形等の点検を行います。 

 

２ 建築設備保守管理業務 

（１）業務の対象範囲・内容 

本業務は、千葉市中央図書館・生涯学習センターの電気設備、空調設備、給排水衛生設備、各種槽類、

その他設備の定期保守点検業務を行うものです。業務にあたっては、各機器の特性をよく理解し、常に

良好な状態を保持するとともに、関係法令・規則等を遵守し、安全管理に十分配慮し遂行するものとし

ます。 

（２）電気設備定期保守点検業務 

① 一般事項 

ア 電気設備については、電気事業法関係法令、労働安全衛生規則等を遵守して、適正に保守点検を

行う。 

イ 電気設備の点検および保守は、原則として停電した状態で行うものとし、やむを得ず活線状態で

作業するときは、絶縁用防具・保護具等を用いて十分に安全に留意して行う。 

ウ 停電予告等の連絡は十分に余裕をもって行い、復旧後は完全に元の状態になっていることを確認

する。 

エ 点検後、設備機器およびその周辺の清掃を行う。 
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② 業務内容および設備概要 

業 務 内 容 及 び 設 備 概 要 数量 周期 

§１－１ 自家用電気工作物保守点検（法定点検） 
 

年１回 

《業務内容》 
  

・電気事業法に基づく法定検査 
  

《設備概要》 
  

①高圧三相３線式６ＫＶ １式 
 

②高圧引込盤 １式 
 

③高圧受電盤 １式 
 

④母線連絡盤 １式 
 

⑤高圧配電盤 １式 
 

⑥高圧コンデンサー盤 １式 
 

⑦低圧配電盤 １式 
 

⑧変圧器、単相３線式５０ＫＶＡ １式 
 

⑨変圧器、単相３線式１５０ＫＶＡ １式 
 

⑩変圧器、単相３線式３００ＫＶＡ １式 
 

⑪変圧器、三相３線式１５０ＫＶＡ １式 
 

⑫変圧器、三相３線式３００ＫＶＡ １式 
 

⑬変圧器、三相３線式５００ＫＶＡ １式 
 

※法定点検以外にも自主点検として月例点検を行います。 
  

※保安規程 平成１８年４月１日施行 
  

§１－２ ＩＴＶ設備保守点検 
 

年１回 

《業務内容》 
  

・別紙「保守点検作業表」による。 
  

《設備概要》 
  

①ＩＴＶ架台Ａ １式 
 

・モニターＴＶ（１９インチ） ５台 
 

・システムコントローラ ２台 
 

・ＤＶＤ ３台 
 

②ＩＴＶ架台Ｂ １式 
 

・モニターＴＶ（１４インチ） １台 
 

③ＩＴＶ架台Ｃ １式 
 

・モニターＴＶ（１４インチ） ３台 
 

④ＩＴＶカメラ ３６台 
 

§１－３太陽光発電装置保守点検 
 

年１回 

《業務内容》 

・別紙「保守点検作業表」による。   

《設備概要》 
  

①太陽光発電装置 １式 
 

§１－４無停電電源装置保守点検 
 

年１回 

《業務内容》 
  

・別紙「保守点検作業表」による。 
  

《設備概要》 
  

①無停電電源装置 ２台 
 

§１－５非常用予備発電装置保守点検 
 

年２回 

《業務内容》 
  

・別紙「保守点検作業表」による。 
  

《設備概要》 
  

①ガスタービン発電装置 750KVA自己空冷式 １台 
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・発電機出力 
定格出力：750KVA   
定格回転数：1,500rpm 

  
・原動機出力 

  
定格出力：900PS以上 

  
定格回転数：1,500rpm（発電機軸） 

  
使用燃料：Ａ重油（タンク 1,950L） 

  
§１－６非常用直流電源装置保守点検 

 
年２回 

《業務内容》 
  

・別紙「保守点検作業表」による。 
  

《設備概要》 
  

①陰極吸収式シール形黒鉛蓄電池 １台 
 

108V400AH/10HR54 セル 
  

§１－７自動ドア保守点検 
 

年１回 

《業務内容》 
  

・別紙「保守点検作業表」による。 
  

《設備概要》 
  

①自動ドア １４台 
 

§１－８呼出表示・インターホン設備保守点検 
 

年１回 

《業務内容》 
  

・別紙「保守点検作業表」による。 
  

《設備概要》 
  

①呼出表示設備 １式 
 

②インターホン設備 １式 
 

§１－９視覚障害者誘導システム保守点検 
 

年１回 

《業務内容》 
  

・別紙「保守点検作業表」による。 
  

《設備概要》 
  

①視覚障害者誘導システム １式 
 

②難聴者音声誘導システム １式 
 

§１－10キーシステム保守点検 
 

年１回 

《業務内容》 
  

・別紙「保守点検作業表」による。 
  

《設備概要》 
  

①キーシステム １式 
 

§１－11電気時計設備保守点検 
 

年１回 

《業務内容》 
  

・別紙「保守点検作業表」による。 
  

《設備概要》 
  

①電気時計設備 １式 
 

§１－12テレビ共聴設備、ヘッドエンド保守点検 
 

年１回 

《業務内容》 
  

・別紙「保守点検作業表」による。 
  

《設備概要》 
  

①テレビ共聴設備 １式 
 

②ヘッドエンド １式 
 

§１－13トラフィックセンサー保守点検 
 

年１回 

《業務内容》 
  

・別紙「保守点検作業表」による。 
  

《設備概要》 
  

①トラフィックセンサー設備 １式 
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（３）空調設備保守点検業務 

① 一般事項 

ア シーズンイン点検は、冷房および暖房時期直前に行う。シーズンオン点検は、冷房および暖房時

期中に行う。シーズンオフ点検は冷房および暖房時期終了後に行う。 

イ 冷媒を抽出、充填、補充する場合はオゾン層の保護に関する法律に基づく特定フロンの排出抑制・

使用合理化指針に従い、冷媒が外部に漏れないように行う。 

ウ 冷媒設備の腐食、損傷等による冷媒漏れの有無を点検し、漏れがある場合は補修、その他の措置

を講じる。冷媒の全量入替えは極力避け、不足量のみ過充填にならないよう補充する。 

エ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づき、３か月に一度の簡易点検及び

１年に１回の定期点検を実施する。 

オ 電気事業法に定める自家用電気工作物に係る機器又は設備の点検を行うにあたっては、事前に電

気主任技術者と協議する。 

カ 点検後、設備機器およびその周辺の清掃を行う。 

 

② 業務内容および設備概要 

業 務 内 容 及 び 設 備 概 要 数量 周期 

§１－１ 中央監視装置および自動制御装置保守点検 
 

年１回 
《業務内容》 

  
・別紙「保守点検作業表」による。 

  
《設備概要》 

  
①中央監視装置系統 １式 

 
②空調自動制御系統 １式 

 
③熱源制御系統 １式 

 
④ファンコイル制御系統 １式 

 
⑤ファン発停制御 １式 

 
⑥照明制御 １式 

 
§１－２ 冷温水発生機保守点検 

 
年４回 

《業務内容》 
  

・別紙「保守点検作業表」による。 
  

《設備概要》 
  

①冷却能力 945Kw 加熱能力 827Kw ２台 
 

ガス消費量 76.8m３/ｈ（13A) 
  

§１－３ 冷却塔保守点検 
 

年２回 
《業務内容》 

  
・別紙「保守点検作業表」による。 

  
《設備概要》 

  
①冷却塔 冷却能力 1,702Kw ２台 

 
②薬液注入装置 ４台 

 
§１－４ 膨張水槽保守点検 

 
年１回 

《業務内容》 
  

・別紙「保守点検作業表」による。 
  

《設備概要》 
  

①膨張水槽 １台 
 

§１－５ 真空式温水機保守点検 
 

年１回 
《業務内容》 

  
・別紙「保守点検作業表」による。 

  
《設備概要》 

  
①缶体出力 116.3Kw 伝熱面積 3.85ｍ３ １台 

 
ガス消費量 11.2Nm３/ｈ（13A) 
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§１－６ エアーハンドリングユニット保守点検 
 

年２回 

《業務内容》 
  

・別紙「保守点検作業表」による。 
  

《設備概要》 
  

①エアーハンドリングユニット １２台 
 

②マルチエアコン ３３台 
 

③パッケージエアコン ２７台 
 

§１－７ ファンコイルユニット保守点検 
 

年２回 

《業務内容》 
  

・別紙「保守点検作業表」による。 
  

《設備概要》 
  

①ファンコイルユニット １２３台 
 

§１－８ 定・変風量ユニット保守点検 
 

年１回 

《業務内容》 
  

・別紙「保守点検作業表」による。 
  

《設備概要》 
  

①定・変風量ユニット ６９台 
 

§１－９ 送排風機保守点検（全熱交換機等含） 
 

年１回 

《業務内容》 
  

・別紙「保守点検作業表」による。 
  

《設備概要》 
  

①排煙機 ５台 
 

②送排風機 １２０台 
 

③全熱交換機 ６６台 
 

§１－10 空気清浄装置保守点検 
 

年２回 

《業務内容》 
  

・別紙「保守点検作業表」による。 
  

《設備概要》 
  

①空気清浄装置 ４台 
 

§１－11 パネル・ペリメーターヒーター保守点検 
 

年１回 

《業務内容》 
  

・別紙「保守点検作業表」による。 
  

《設備概要》 
  

①パネルヒーター 
  

②ペリメーターヒーター 合計１８４台 
 

§１－12 純水装置および加湿器保守点検 
 

年１回 

《業務内容》 
  

・別紙「保守点検作業表」による。 
  

《設備概要》 
  

①純水装置 １台 
 

②加湿器 ７８台 
 

§１－13 熱源・空調ポンプ保守点検 
 

年１回 

《業務内容》 
  

・別紙「保守点検作業表」による。 
  

《設備概要》 
  

①熱源・空調ポンプ ９台 
 

§１－14 熱交換器、冷温水ヘッダー保守点検 
 

年１回 

《業務内容》 
  

・別紙「保守点検作業表」による。 
  

《設備概要》 
  

①熱交換器 
  

②冷温水ヘッダー 合計６台 
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（４）機械設備定期保守点検業務－給排水衛生設備保守点検業務 

① 一般事項 

ア ｢水道法｣および｢同法施行規則｣、｢水質基準に関する省令｣、｢建築物における衛生的環境の確保に

関する法律｣、｢同法施行規則｣および同法に基づく厚生省告示並びに各地方条例に定めるところによ

る。 

イ 電気事業法に定める自家用電気工作物に係る機器又は設備の点検を行うにあたっては、事前に電

気主任技術者と協議する。 

ウ 点検後、設備機器およびその周辺の清掃を行う。 

② 業務内容および設備概要 

業 務 内 容 及 び 設 備 概 要 数量 周期 

§１－１ 循環ろ過装置保守点検 
 

年１回 

《業務内容》 
  

・別紙「保守点検作業表」による。 
  

《設備概要》 
  

①中水ろ過装置 １式 
 

②滝ろ過装置 １式 
 

§１－２ 各種衛生ポンプ保守点検 
 

年１回 

《業務内容》 
  

・別紙「保守点検作業表」による。 
  

《設備概要》 
  

①各種衛生ポンプ ２６組 
 

§１－３ 電気温水器保守点検 
 

年１回 

《業務内容》 
  

・別紙「保守点検作業表」による。 
  

《設備概要》 
  

①電気温水器 １１台 
 

§１－４ ガス瞬間給湯器保守点検 
 

年１回 

《業務内容》 
  

・別紙「保守点検作業表」による。 
  

《設備概要》 
  

①ガス瞬間給湯器 ５台 
 

（５）機械設備定期保守点検業務－槽類保守点検業務内容 

○ 受水槽 

① 一般事項 

ア 作業は、健康状態の良好な者が行う。作業者は健康診断および検便を実施した者とする。 

イ 作業服および使用器具は槽の清掃専用のものとする。また、作業にあたっては衛生的に行う。 

ウ 槽内の照明、換気等に注意して事故防止に努める。 

エ 点検周期は年１回とする。 

② 点検、保守業務 

業務内容は、別項「保守点検作業表」による。 

③ 清掃作業 

ア 槽内の沈殿物質、浮遊物質および壁面等に付着した物質を除去し、洗浄する。壁面等に付着した

物質の除去は、槽内の材質に応じ、適切な方法で行う。 

イ 洗浄に用いた水は、完全に槽外に排除するとともに、槽周辺の清掃を行う。 

ウ 清掃終了後、水道引き込み管内等の停滞水や管内のもらい錆等が槽内に流入しないようにする。 
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④ 消毒作業 

ア 清掃終了後、塩素剤を用いて、２回以上槽内の消毒を行う。 

イ 消毒剤は、有効塩素５０から１００ｍｇ濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液または同等以上の消毒

能力を有する塩素剤を用いる。 

ウ 消毒は、槽内の全壁面、床および天井の下面について、消毒剤を高圧洗浄機等で、噴霧により吹

きかけるか、ブラシ等を利用して行う。 

エ 消毒に用いた排水は、完全に槽外に排除する。 

オ 消毒終了後は、槽内に人の立ち入りを禁止する措置を講じる。 

⑤ 水張り 

消毒後の水洗いおよび槽内への上水の注入は、消毒終了後、少なくても３０分以上経過してから行

う。 

⑥ 汚泥等の処理 

清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、下水道法等の規定に

基づき、適切に処理する。 

⑦ 水質検査および残留塩素の測定 

槽内の水張り終了後、給水栓および槽内における水について、下記の表に揚げる項目について、水

質検査および残留塩素の測定を行う。 

表．水質検査および残留塩素の測定 

項  目 基       準 検査または測定方法 

色度 5度以下 
水質基準に関する省令に定

める方法またはこれと同等

以上の精度を有する方法 

濁度 2度以下 

臭気 異常でないこと（但し、消毒によるものを除く） 

味 異常でないこと（但し、消毒によるものを除く） 

残留塩素の 遊離残留塩素の場合は 0.2ｍｇ／ℓ 
ＤＰＤ法 

含有率 結合残留塩素の場合は 1.5ｍｇ／ℓ 

○ 雑排水槽、汚水槽 

① 一般事項 

ア 清掃は、排水の質、量および水槽の容量等に応じて、６ヶ月以内ごとに１回以上行う。 

イ ハエ、蚊等の発生の防止に努めて清潔を保持する。 

ウ 除去物質の飛散防止、悪臭発散の防止、消毒等に配慮するとともに、作業中の事故防止に留意す

る。 

エ 槽内の照明器具は防爆形を用いて、作業に十分な照度を確保する。 

オ 槽内に立ち入るときは、火気に注意するとともに、換気を十分に行い、安全を確保する。 

また、換気は作業が完全に終了するまで継続して行う。 

② 点検、保守業務 

業務内容は、保守点検作業表による。 

③ 清掃作業 

ア 槽内の汚水および残留物質を確実に槽外に排除する。 

付着した物質の除去は、槽内の材質に応じ、適切な方法で行う。 

イ 清掃終了後、流入管に付着した物質、排水管および通気管の内部の異物を除去し、必要に応じ、

消毒等を行う。 
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④ 汚泥等の処理 

清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、廃棄物の処理および清掃に関する法律、下水道法等の規定

に基づき、適切に処理する。 

⑤ 水張り 

清掃終了後、水張りを行い、水位の低下の有無を調べ、漏水のないことを確認する。 

○ 中水槽、雨水制御槽、沈砂槽、雨水貯留槽、池オーバーフロー槽、湧水槽 

① 一般事項 

ア 槽内の照明器具は防爆形を用いて、作業に十分な照度を確保する。 

イ 槽内に立ち入るときは、火気に注意するとともに、換気を十分に行い、安全を確保する。 

また、換気は作業が完全に終了するまで継続して行う。 

② 点検、保守業務 

業務内容は、保守点検作業表による。 

③ 清掃作業 

ア 槽内の汚水および残留物質を確実に槽外に排除する。 

付着した物質の除去は、槽内の材質に応じ、適切な方法で行う。 

イ 清掃終了後、流入管に付着した物質、排水管および通気管の内部の異物を除去する。 

④ 水張り 

清掃終了後、水張りを行い、水位の低下の有無を調べ、漏水のないことを確認する。 

 

（６）保守用・昇降機・消防設備保守点検業務 

① 一般事項 

ア 電気事業法に定める自家用電気工作物に係る機器又は設備の点検を行うにあたっては、事前に電

気主任技術者と協議する。 

イ 点検後、設備機器およびその周辺の清掃を行う。 

② 業務内容および設備概要 

業 務 内 容 及 び 設 備 概 要 数量 周期 

§１－１ アトリウムゴンドラ保守点検 
 

年１回 

《業務内容》 
  

・別紙「保守点検作業表」による。 
  

《設備概要》 
  

①アトリウムゴンドラ １式 
 

§１－２ メンテナンス梯子保守点検 
 

年１回 

《業務内容》 
  

・別紙「保守点検作業表」による。 
  

《設備概要》 
  

①メンテナンス梯子 ３台 
 

§１－３ アトリウムトップライト換気窓保守点検 
 

年１回 

《業務内容》 
  

・別紙「保守点検作業表」による。 
  

《設備概要》 
  

①アトリウムトップライト換気窓 １式 
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§１－４ 電動ブラインド保守点検 
 

年１回 

《業務内容》 
  

・別紙「保守点検作業表」による。 
  

《設備概要》 
  

①電動ブラインド １式 
 

§１－５ 高所作業台保守点検 
 

年１回 

《業務内容》 
  

・別紙「保守点検作業表」による。 
  

《設備概要》 
  

①高所作業台 １台 
 

§１－６ 消防用設備保守点検 
 

年２回 

《業務内容》 
  

・各種消防、防災設備の外観及び総合点検。 
  

《設備概要》 
  

①自動火災報知機設備（ＧＲ型） １式 
 

②スプリンクラー設備 １式 
 

③屋内消火栓連結送水管設備 １式 
 

④ガス漏れ警報設備 １式 
 

⑤防排煙、防火扉設備 １式 
 

⑥誘導灯設備 １式 
 

⑦消火器設備 １式 
 

⑧非常放送設備 １式 
 

⑨自動火災通報設備 １式 
 

⑩非常用予備発電装置 １式 
 

⑪オイルサービスタンク設備 １式 
 

§１－７ 昇降機設備保守点検 
 

年１２回 

《業務内容》 
 

(法定点検

１回を含

む) 
・昇降機設備の総合点検及び保守、修繕。 

 
《設備概要》 

 
・油圧式エレベーター ７台 
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機器名称 作 業 項 目 周期 

ＩＴＶ設備 

カメラ； 

１回／年 

・フォーカス、色温度、映像レベル、カラーバランス等の調整および画面汚れの確認。 

・ケーブルの破損等の有無。各部の清掃。 

レンズ；アイリス、フォーカス、リモート操作器の動作確認および清掃。 

ハウジング； 

・前面ガラスの破損の有無。ケース取付ボルトの緩みおよび腐食、水漏れの確認。 

・ワイパー等の動作確認。各部の清掃。 

カラーモニター； 

・画質、画面歪、外部調整機能、コンバージェンス、カラーバランス等の調整。 

・ケーブルの破損等の有無。各部の清掃。 

ＤＶＤ； 

・操作各部スイッチ等の動作確認。走行系等の清掃。 

・スイッチングポイント、トラッキング等の確認。 

電動雲台；回転動作等の確認。ケーブル破損および取付部の損傷等の確認。 

リモート操作器； 

・レンズ、雲台、その他の操作器の動作確認。各種スイッチ、つまみ等の破損、欠損の有

無。ケーブルの破損等の有無。 

太陽光発電装置 

太陽電池アレイ； 

１回／年 

・モジュールの汚れ、損傷、変色の有無。アレイの架台等の変形、錆、損傷およびモジュ

ール取付け部の緩みの有無。 

・外部配線、接地線の断線、損傷の有無。端子の緩みの有無。 

・主回路の絶縁抵抗の測定。開放電圧の測定。 

中継端子箱、アレイ出力開閉器箱； 

・外箱の腐食、損傷および据付ボルト等の緩みの有無。 

・外部配線、接地線の断線、損傷の有無。端子の緩みの有無。 

・主回路の絶縁抵抗の測定。開放電圧の測定。 

パワーコンディショナ（インバーター、系統連系保護装置、変圧器を含む） 

・外箱の腐食、損傷および据付ボルト等の緩みの有無。 

・外部配線、接地線の断線、損傷の有無。端子の緩みの有無。 

・主回路の絶縁抵抗の測定。開放電圧の測定。 

・動作時の異音、異臭の有無。換気口フィルターの汚れ、目詰まり等の点検。 

・インバーター内部保護機能試験。系統連系保護継電器試験。投入ロック試験。 

発電状況； 

・指示計器または表示の確認。（発電電力・積算電力量等の表示値） 

無停電電源装置 

・装置の設備環境の良否。キャビネットの変形、損傷および変色等の有無。 

１回／年 

・異音、異臭等の有無。支持ボルト等の緩みの有無。 

・パネル表示・操作部等の操作・表示機能の点検。 

・電源電圧（入力電圧・出力電力）の確認。 

・交流入力電源を停電させ、蓄電池運転への切替および復電時の切替、交流直送回路への切

替等の点検 

・蓄電池の変形、損傷、き裂および液漏れ等の有無。 

非常用予備 

発電装置 

内燃機関； 

１回／ 

６ヶ月 

・ファンおよび駆動用ベルトの損傷等の有無。燃料油系統、燃料ガスの漏れの有無。 

・クランクケース、過給機、燃料ポンプ、調速機等の油量の確認。 

・潤滑油の汚損状況、燃料噴射弁の分解清掃後の噴射圧力および噴射状態の確認。 

・燃料フィルターおよび潤滑油フィルターの分解清掃。 

蓄電池； 

・電解液の液量、比重等の測定。バッテリー電圧の測定。 

充電装置；充電装置の作動試験。 

発電機； 

・発電機本体等の変形、損傷、腐食等の有無。発電機の巻線部等に塵埃、油脂等による汚

損の点検。軸受等の潤滑油の油量確認。 

制御盤； 

・発電機盤、自動始動盤内の機器の外観チェックおよび端子部、接続部等の緩みの有無。

時限継電器動作試験。故障表示回路動作試験。 

接地、絶縁抵抗； 

・各種接地極の接地抵抗測定。発電機関係、機器関係の絶縁抵抗測定。 

保守点検作業表(１／７) 
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機器名称 作 業 項 目 周期 

非常用予備 

発電装置 

運転機能； 

負荷運転等

は１回／年 

・試運転を行い、タイムスケジュールおよびシーケンスの確認。 

・運転中の各計器類の指示値が所定値内にあることの確認。 

・調速機の瞬時全負荷遮断性能、瞬時負荷投入性能の確認。 

・保安装置の動作確認。定格負荷運転による各機器等の機能確認および計器測定。 

非常用直流 

電源装置 

・蓄電池の電解液、電槽、ふた、各種栓体、パッキン、封口部、架台、外箱等の外観点検お

よび接続部の緩み等の確認。 

１回／ 

６ヶ月 

・蓄電池の浮動充電中の蓄電池総電圧、端子電圧、電解液比重、温度等の機能点検。 

・整流器の外箱、計器、表示灯、開閉器、遮断器、各部品等の外観点検および接続部の緩み

等の確認。 

・整流器の交流入力電圧、浮動充電電圧、浮動・均等の切換、負荷電圧、出力・負荷電流等

の機能点検。 

・停電試験、絶縁抵抗試験等の総合点検。 

自動ドア 

建具；建具の変形の有無および取付け状態の作動確認。 

２回／年 

懸架部および扉廻り； 

・レールの曲り、下がりおよび勾配の良否。レールの偏摩耗、緩みの有無。 

・戸車の摩耗、緩みの有無。扉の下がりおよび召合せの良否。戸当りゴムおよび振止めの

摩耗の有無。扉単体の走行抵抗の良否。ガイドレール内の異物の有無。 

懸架部を除く駆動装置および制御装置； 

・ベルト、ワイヤｰ、チェーンの伸び、緩みの良否および破損等の有無。作動状態の良否。 

・駆動装置の取付け状態の良否。開閉速度の良否。 

・開閉力の良否。異常音の有無。 

電気関係； 

・電源電圧が定格の±１０％以内であることの確認。 

・自動ドア装置と対地間の絶縁抵抗測定。端子部の接続状態および配線状態の良否。 

自動ドア 

検出装置； 

２回／年 ・マットスイッチの固定度の良否。リード線の処理の良否。 

・排水処理の良否。検出感度および範囲の良否。 

呼出表示 

インターホン 

表示盤； 

１回／年 

・表示面の汚損、損傷等の有無。表示灯の点灯状態、リレー接点の損耗状況の点検確認。 

・発信器等による点灯チェックおよび警報等の作動試験。 

電源装置；異音、発熱、異臭、変色等の有無。各機器の取付けの良否。 

その他；メーカー取扱説明書および点検マニュアルによる点検。 

障害者誘導シス

テム 

機器；増幅器の発熱、異音および損傷の有無。出力レベル等の測定。 

１回／年 

表示盤；表示面の汚損、損傷等の有無。表示灯の点灯状態 

アンテナ；損傷、錆等の有無、支持部材等の劣化、損傷および緩みの有無。 

電源装置；異音、発熱、異臭、変色等の有無。各機器の取付けの良否。 

その他；メーカー取扱説明書および点検マニュアルによる点検。 

キーシステム 

監視操作装置外観； 

１回／年 

・据付けボルトの緩みの有無。汚れ、損傷、錆等の有無。コネクタ類の点検。 

・記憶装置等の異常音、異常振動の有無。換気ファンの動作および異常音の有無。 

・操作パネルのスイッチ類、表示部の機能確認。エアーフィルターの清掃。 

中央処理装置類； 

・故障表示等の動作確認。 

・ＣＰＵ、メモリ、ハードディスク、入出力制御、インターフェース装置のテストプログ
ラム動作確認。 

監視操作装置等； 

・表示装置の各部清掃、電気的性能試験の機能点検およびテストプログラム動作確認。 

・表示操作パネルの清掃、表示灯、操作スイッチ類の機能点検。 

伝送装置； 

・入出力動作の不具合ポイントの調整。入出力端子の締付け状態および電源電圧測定。 

・入出力動作試験（全ポイントの動作確認および調整） 

・垂直自立型の場合は固定ボルト等の取付け状態の確認。 

記憶装置； 

・ラインプリンター等の各部清掃、注油、紙送り機構、印刷機構の点検調整。 

・ハードコピー装置の各機構部の清掃、制御回路、オフライン、オンラインテストおよび

機構部の点検調整。固定器具等の取付け状態確認。 

保守点検作業表(２／７) 
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機器名称 作 業 項 目 周期 

キーシステム 

電源； 

１回／年 

・各装置の電源電圧（入力、出力電圧）の確認。蓄電池の充電状態確認。 

磁気カードリーダー； 

・据付けボルトの緩みの有無。汚れ、損傷、錆等の有無 

・表示操作パネルの清掃、表示灯、操作スイッチ類の機能点検。 

その他；メーカー取扱説明書および点検マニュアルによる点検。 

電気時計設備 

親時計； 

１回／年 

・各種接点、機構部分、各スイッチ等の動作確認および正確な時刻の規正。 

・電源部の充電状態、電解液面および規定電圧等の調整。 

・時報器、チャイム、タイマ等の設定、動作機能等の確認。 

子時計；親時計との指示誤差等の調整。 

テレビ共聴 

設備ヘッド 

エンド 

機器；増幅器の発熱、異音および損傷の有無、出力ﾚﾍﾞﾙの測定。機器の接栓等の緩みの確認 

１回／年 アンテナ；損傷、錆等の有無、支持部材等の劣化、損傷および緩みの有無。 

その他；メーカー取扱説明書および点検マニュアルによる点検。 

トラフィックセ

ンサー設備 

監視操作装置外観； 

１回／年 

・据付けボルトの緩みの有無。汚れ、損傷、錆等の有無。コネクタ類の点検。 

・記憶装置等の異常音、異常振動の有無。換気ファンの動作および異常音の有無。 

・操作パネルのスイッチ類、表示部の機能確認。エアーフィルターの清掃。 

中央処理装置類； 

・故障表示等の動作確認。 

・ＣＰＵ、メモリ、ハードディスク、入出力制御、インターフェース装置のテストプログ

ラム動作確認。 

監視操作装置等； 

・表示装置の各部清掃、電気的性能試験の機能点検およびテストプログラム動作確認。 

・表示操作パネルの清掃、表示灯、操作スイッチ類の機能点検。 

トラフィックセンサー； 

・据付けボルトの緩みの有無。汚れ、損傷、錆等の有無。機能点検。 

その他；メーカー取扱説明書および点検マニュアルによる点検。 

中央監視装置 

外観； 

１回／年 

・据付けボルトの緩みの有無。汚れ、損傷、錆等の有無。コネクタ類の点検。 

・記憶装置等の異常音、異常振動の有無。換気ファンの動作および異常音の有無。 

・操作パネルのスイッチ類、表示部の機能確認。エアーフィルターの清掃。 

中央処理装置類； 

・故障表示等の動作確認。 

・ＣＰＵ、メモリ、ハードディスク、入出力制御、インターフェース装置のテストプログ

ラム動作確認。 

監視操作装置等； 

・表示装置の各部清掃、電気的性能試験の機能点検およびテストプログラム動作確認。 

・表示操作パネルの清掃、表示灯、操作スイッチ類の機能点検。 

伝送装置； 

・入出力動作の不具合ポイントの調整。入出力端子の締付け状態および電源電圧測定。 

・入出力動作試験（全ポイントの動作確認および調整） 

・垂直自立型の場合は固定ボルト等の取付け状態の確認。 

記憶装置； 

・ラインプリンター等の各部清掃、注油、紙送り機構、印刷機構の点検調整。 

・ハードコピー装置の各機構部の清掃、制御回路、オフライン、オンラインテストおよび

機構部の点検調整。固定器具等の取付け状態確認。 

電源； 

・各装置の電源電圧（入力、出力電圧）の確認。蓄電池の充電状態確認。 

・無停電電源装置は無停電電源設備による。 

自動制御装置 

温湿度調節器； 

１回／年 

・調節器の清掃、ポテンシャルメーターの損傷等の有無。温湿度の設定値の確認。 

変換器； 

・変換器の清掃、端子の緩みの有無。ゼロスパンの規定値精度内の確認。 

・供給電源電圧の規定許容範囲内の確認。 

発信器； 

・発信器の清掃、端子の緩みの有無。ゼロスパンの規定値精度内の確認。 

保守点検作業表(３／７) 



50 

機器名称 作 業 項 目 周期 

自動制御装置 

・発信器の清掃、端子の緩みの有無。ゼロスパンの規定値精度内の確認。 

１回／年 

・供給電源電圧の規定許容範囲内の確認。配管接続部の漏れの有無。 

演算器； 

・演算器の清掃、端子の緩みの有無。ゼロスパンの規定値精度内の確認。 

・供給電源電圧の規定許容範囲内の確認。 

検出器； 

・検出器の清掃、端子の緩みの有無。出力および指示値の規定値精度内の確認。 

操作器； 

・操作器の清掃、全ストロークにわたっての異常音の有無。 

・ポテンシャルメーターの接触面の状態確認。 

・入力信号に比例してのフルストローク確認。リミットスイッチの作動の良否。 

・接続リンク機構の組付け状態の良否。破損の有無。 

制御弁； 

・グランドパッキンからの漏れの有無。操作器と接合部の緩みの有無。 

・弁を閉じた場合のリーク量の規定値内の確認。 

指示計； 

・指示計の清掃、端子の緩みの有無。ゼロスパンの規定値精度内の確認。 

・打点機構の打点間隔、平衝時間の規定値内の確認。 

・アンプカードの電圧の規定値内の確認。セレクタースイッチの接触位置の確認。 

各制御ループ毎の作動確認； 

・検出器～調節器～操作器の一連の動作確認。夏冬に適合した動作確認。 

冷温水発生機 

・冷暖房シーズンイン運転調整。 

４回／年 
・冷暖房シーズンイン中間点検。 

・冷房シーズンオフ点検。（吸収器・凝縮器チューブ、ブラシ洗浄含む） 

・その他、各点検時はメーカー標準による点検を実施する。 

冷却塔 

・冷房シーズンイン、オン点検。 

２回／年 

・送風機、外側板、ケーシング等の外観点検。 

・電動機、ベルト、プーリー等の損傷、摩耗等の有無。 

・給水、散水装置等の作動確認および損傷等の有無。 

・熱交換器、下部水槽、ストレーナー等の目詰まりの有無および清掃。 

・薬液注入装置の整備点検および薬液補充。 

膨張水槽 

据付け状況； 

１回／年 

・基礎のき裂、沈下等の異常の有無。架台の曲り、発錆、損傷等の劣化の有無。 

・配管支持の取付け状態の確認。取付けボルト等の緩みおよび損傷等の有無。 

・保温材の脱落、損傷等の劣化の有無。 

本体； 

・腐食、損傷等の劣化の有無。漏れの有無。蓋の取付け状態の良否。 

・内部の付着、堆積物の有無。内部の保護塗装の剥離等の劣化の有無。 

付属品； 

・管の漏れ、損傷、腐食等の劣化の有無。 

・弁の漏れ、損傷、腐食等の劣化の有無。作動の良否。 

・計器の汚れ、損傷の有無。指示の狂いの有無。固定の良否。 

液面制御装置； 

・電極スイッチの電極棒の異物付着の有無。侵食の状態確認。 

・水位の上下による電源の作動確認。 

真空式温水機 

基礎； 

１回／年 

・き裂、沈下等の異常の有無。ボルトの緩み、腐食の有無。 

本体； 

・ケーシングの汚れ、燃焼ガス漏れ、焚口の焼損の有無。保温材の損傷等の有無。 

・燃焼室および伝熱面の清掃のうえ過熱、腐食等の劣化、水漏れの有無。真空度規定値の

許容範囲内の確認。燃焼ガス漏れの有無。運転時のボイラー水位の確認。 

・熱交換器の接続部の水漏れの有無。汚れ、詰りの有無。逃し弁の分解清掃。 

付属品； 

・詰りの有無。配管接続部の緩み、水漏れの有無。抽気ブローの良否。 

・制御安全装置の温度調節器の作動の良否。溶解栓、温度ヒューズの異常の有無。抽気、

安全スイッチの作動の良否。低水位スイッチの作動の良否。 

燃焼装置； 

保守点検作業表(４／７) 
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機器名称 作 業 項 目 周期 

真空式温水機 

・バーナーの点火、消火の良否。炎口部のカーボン付着、汚れ等の清掃。燃焼状態の良否。

ノズル、ディフューザ等の損傷、変形、割れ等の有無。 

１回／年 

・電極棒の異物付着、損傷の有無。ストレーナーの漏れの有無。 

・電磁弁および油圧計の作動の良否。 

・火炎検出器の煤、油滴の付着、焼損、保護ガラスのき裂の有無。 

・燃料遮断弁の（社）日本ガス協会制定のガスボイラー燃焼設備の安全技術指標に定めら

れた方法にて漏れ量の点検。弁、配管、接続部の漏れの有無。 

操作盤； 

・盤内機器の取付けの良否。過熱、異臭等の有無。端子の変色、破損、緩みの有無。 

・表示灯の点灯、警報器の良否。 

エアーハンドリ

ングユニット 

・冷暖房シーズンイン点検。 

２回／年 

・外観（本体、保温材等）の腐食、変形、破損等の有無。 

・送風機のシャフト、ベルト、プーリー等の損傷および摩耗等の有無。軸受、カップリング

部の異音および振動等の有無。電動機の絶縁抵抗測定および電圧、電流測定。 

・加湿器のノズル詰まりの有無。噴霧ポンプ作動良否の点検。 

・熱交換器、エルミネータの腐食、損傷、詰まり等の有無。 

・排水系統の汚れ、発錆、腐食等の有無。フィルター清掃。 

パッケージ 

エアコン 

マルチ 

エアコン 

・冷暖房シーズンイン点検。 

２回／年 

・外観の腐食、変形、破損等の有無。 

・冷暖房切替えの作動確認。自動制御機器の作動確認。 

・排水系統の汚れ、発錆、腐食等の有無。 

・電気系統の絶縁抵抗測定。保安装置の作動確認。端子の緩み等の有無。 

・送風機（室外機含む）の音、振動等の有無。汚れおよび損傷等の有無。 

・冷媒系統（室外機含む）のガス漏れの有無。 

・熱交換器（室外機含む）、加湿器の腐食および損傷等の有無。 

・運転調整（電源電圧、運転電流の測定、音および振動等の有無）。フィルター清掃。 

ファンコイルユ

ニット 

・冷暖房シーズンイン点検。 

２回／年 
・外観（本体、保温材等）の腐食、変形、破損等の有無。 

・送風機の汚れおよび発錆、腐食、変形等の有無。 

・電動機の絶縁抵抗測定および電圧、電流測定。 

ファンコイルユ

ニット 

・熱交換器、エルミネータの腐食、損傷、詰まり等の有無。 
２回／年 

・排水系統の汚れ、発錆、腐食等の有無。フィルター清掃。 

定・変風量 

ユニット 

・冷暖房シーズンイン点検。 
１回／年 

・外観（本体、保温材等）の腐食、変形、破損等の有無。 

送排風機 

外観状況； 

１回／年 

・汚れの有無。腐食、ボルトの緩みの有無。防振材の破損、劣化の有無。 

・防振装置のスットパーの緩み、劣化の有無。天井吊り支持等の金具緩み、腐食の有無。 

電動機；発熱の有無。回転方向の確認。絶縁抵抗測定および電圧、電流測定。 

軸受；発熱、異音および振動等の有無。 

Ｖベルト（直動形の除く）； 

・緩み、摩擦および損傷の有無。芯出しの良否。 

・Ｖベルトカバーの変形、損傷等の有無。Ｖプーリーの摩耗、損傷等の有無。 

羽根車；汚れ、変形等の劣化の有無。ボルトの緩み、腐食等の有無。 

空気清浄装置 

ろ材；目詰りの有無。差圧計により圧力損失の点検。 

２回／年 
枠、ケーシング；変形、腐食等の劣化の有無。 

制御盤；表示等の良否の点検。高圧電源部；電圧が規定値あるか確認。 

電離部；汚れの有無。絶縁抵抗測定。放電線の劣化の有無。 

パネルヒーター 

ペリメーター 

ヒーター 

・本体の変形、破損等、劣化の点検および軽微な補修 

１回／年 ・暖房運転切換運転調整 

・温水水漏れ等の点検 

純水装置 

・制御盤内に於けるプリント基板の部品変色、汚損等の点検 

１回／年 
・本体の腐食、損傷および水漏れの有無を点検する 

・絶縁抵抗測定 

・メーカー取扱説明書および点検マニュアルによる点検。 

加湿器 
・加湿ノズルの詰りの有無。噴霧ポンプ作動の良否 

１回／年 
・メーカー取扱説明書および点検マニュアルによる点検。 

保守点検作業表(５／７) 
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機器名称 作 業 項 目 周期 

熱源、 

空調ポンプ 

基礎、固定部； 

１回／年 

・固定金具の劣化、固定ボルトの緩みの有無。防振材等の劣化、緩みの有無。 

本体； 

・腐食、損傷、漏洩等の有無。軸継手ゴムの損傷等の劣化の有無。 

・軸継手の芯狂いが許容範囲内であるかの確認。 

・主電源電圧の変動が運転時に定格電圧の±１０％以内であるかの確認。 

・運転電流が定格値以下であるかの確認。 

・ポンプの吸込圧力および吐出し圧力が許容範囲内であるかの確認。 

・電動機、ケーブルの腐食および損傷の有無。電圧、電流および絶縁抵抗測定。 

・制御機器、フート弁等の作動の良否、圧力および連成計等の測定。 

・消耗部品類の交換。 

熱交換器 

冷温水ヘッダー 

据付け状況； 

１回／年 

・配管支持の取付け状態の確認。基礎、取付けボルト等の緩みおよび損傷等の有無。 

・保温材の脱落、損傷等の劣化の有無。 

本体；腐食、損傷等の劣化の有無。漏れの有無。蓋の取付け状態の良否。 

圧力計、温度計、水高温度計； 

・指針の指示の確認（正常値）。汚れ、損傷等の有無。取付け部等の漏れの有無。 

付属管、弁； 

・汚れ、腐食等の劣化の有無。保温材の脱落、損傷等の劣化の有無。 

・その他の管の漏れ、損傷、腐食等の劣化の有無。 

循環濾過装置 

・濾過ポンプの音および振動等の有無。グランドパッキンの漏れ等の有無。 

２回／年 

・濾過ポンプの圧力、電圧、電流、絶縁抵抗の測定。 

・濾過器の腐食、損傷、漏れ等の有無およびヘアキャッチャーの清掃。 

・薬注（塩素剤、凝集剤）装置等の作動の良否および漏れ等の有無。 

・各種電動弁、制御装置の作動の良否。 

・熱交換器の腐食、損傷、漏れ等の有無。 

各種衛生 

ポンプ 

・本体、着脱装置、ガイド部等の腐食、損傷、漏洩等の有無。 

１回／年 
・電動機、ケーブルの腐食および損傷の有無。電圧、電流および絶縁抵抗測定。 

・制御機器、フート弁等の作動の良否、圧力および連成計等の測定。 

・消耗部品類の交換。 

電気温水器 

・貯湯槽内外の劣化、腐食、亀裂等の有無を点検。 

１回／年 ・加熱用コイル劣化の点検。 

・電流、電圧、絶縁抵抗の測定。 

ガス瞬間 

給湯器 

・燃焼状態の確認、調整 

１回／年 ・ガス漏洩テスト 

・湯温調整の機能点検 

受水槽 

・本体の水漏れ、発錆、腐食、損傷等の有無。 

１回／年 ・付属装置（ボールタップ、水面制御、警報装置、塩素滅菌器）の腐食。 

・損傷等の有無および作動の良否。 

雑排水槽 

汚水槽 

・本体の水漏れ、損傷、亀裂、発錆等の有無。 

２回／年 ・付属装置（水面制御、警報装置等）の腐食、損傷の有無および作動の良否。 

・配管、接続部の水漏れ、詰り、発錆、腐食、損傷等の有無。 

中水槽 

雨水制御槽 

雨水貯留槽 

沈砂槽 

池ｵｰﾊﾞｰﾌﾞﾛｰ槽  

湧水槽 

・本体の水漏れ、損傷、亀裂、発錆等の有無 

１回／年 

・付属装置（水面制御、警報装置等）の腐食、損傷の有無および作動の良否。 

・配管、接続部の水漏れ、詰り、発錆、腐食、損傷等の有無。 

アトリウム 

ゴンドラ 

懸架部； 

１回／年 

・レールの曲り、プレート、ボルトの緩みの有無。 

・走行抵抗の良否。ガイドレール内の異物の有無。 

その他； 

・メーカー取扱説明書および点検マニュアルによる点検。 

保守点検作業表(６／７) 
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機器名称 作 業 項 目 周期 

メンテナンス梯子 

電気関係； 

１回／年 

・絶縁抵抗測定。端子部の接続状態および配線状態の良否。 

・電源電圧が定格の±１０％以内であることの確認。 

駆動装置および制御装置； 

・ベルト、ワイヤー、チェーン等の伸び、緩みの良否および破損等の有無。 

・駆動装置の取付け状態の良否。安全装置の確認および作動状態の良否。 

・端子部の接続状態および配線状態の良否。異常音の有無。 

懸架部； 

・走行レール等の曲り、プレート、ボルト等の緩みの有無。 

・走行抵抗の良否。ガイドレール内の異物の有無。 

その他； 

・メーカー取扱説明書および点検マニュアルによる点検。 

アトリウム 

トップライト 

換気窓 

電気関係； 

１回／年 

・絶縁抵抗測定。端子部の接続状態および配線状態の良否。 

・電源電圧が定格の±１０％以内であることの確認。 

駆動装置および制御装置； 

・ベルト、ワイヤー、チェーン等の伸び、緩みの良否および破損等の有無。 

・駆動装置の取付け状態の良否。安全装置の確認および作動状態の良否。 

・端子部の接続状態および配線状態の良否。異常音の有無。 

懸架部； 

・レール等の曲り、プレート、ボルト等の緩みの有無。 

その他； 

・メーカー取扱説明書および点検マニュアルによる点検。 

電動 

ブラインド 
・メーカー取扱説明書および点検マニュアルによる点検。 １回／年 

高所作業台 

電気関係； 

１回／年 

・絶縁抵抗測定。端子部の接続状態および配線状態の良否。 

駆動装置および制御装置； 

・チェーン等の伸び、緩みの良否および破損等の有無。 

・駆動装置の取付け状態の良否。安全装置の確認および作動状態の良否。 

・端子部の接続状態および配線状態の良否。異常音の有無。 

その他； 

・メーカー取扱説明書および点検マニュアルによる点検。 

消防設備 

｢消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式｣及び

｢消防法施行規則の規定に基づき消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、

点検の結果についての様式｣に定めるところにより適正に行う。 

又、必要に応じて修理その他の措置を講じる。 

１回／ 

６ヶ月 

 

３ 清掃業務 

（１）業務の対象範囲・内容 

本業務は、千葉市中央図書館・生涯学習センターの施設建物等における日常清掃および定期清掃を主

たる業務とし、常に良好で衛生的な環境を維持することを主目的に、清掃業務を計画的に遂行します。 

 

（２）日常清掃業務 

① 業務時間帯 

ア 時間：午前７時から午後７時まで（以降作業が必要な場合は設備保守員が対応します。） 

イ 要領：休館日を除き、｢清掃作業基準一覧表｣をもとに実施します。 

② 作業基準等 

ア 清掃範囲・清掃回数 

清掃範囲および清掃回数は本仕様書および別紙｢清掃作業基準一覧表｣を参照。 

イ 床面清掃 

保守点検作業表(７／７) 
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（ア）弾性床材およびタイル類 

・ダストモップ、自在箒等で除塵します。 

・固絞りのモップにて拭きます。 

・汚れが著しい場合は適正洗剤を用いて除去します。 

（イ）カーペット 

・カーペット用掃除機で吸塵します。特別会議室については吸塵してパイル目を整えます。 

・シミ等の汚れが著しい場合は適正洗剤を用いて除去します。 

（ウ）フローリング（デンマーク製の天然木無垢材） 

・ダストモップ、自在箒等で除塵します。 

・汚れが著しい場合は固く絞ったモップで拭き取ります。 

・水、ジュース等がこぼれたら乾いた布で、すみやかに拭き取ります。 

・ヒールマークは常時、除去するように努めます。 

（エ）木製デッキ（アトリウムガーデン内） 

・掃除機にて吸塵します。 

・木の間の隙間に落ちたゴミは掻き出して吸塵します。 

（オ）石床、コンクリート 

・掃除機または自在箒にて吸塵、除塵します。 

・鏡面仕上げ箇所は常時、光沢を保つように努めます。 

ウ 窓枠窓台清掃 

・埃、砂等を場所に応じて吸塵、除塵します。 

・残った埃、砂等を拭き上げにより、取り除きます。 

エ 扉・間仕切り・低所ガラス清掃 

・扉を全体的に拭き、特に取っ手等、人が多く触れそうな箇所はしっかり拭きます。 

・ガラスについた手垢等を拭きムラがないように除去します。 

・ドアやガラスの金属部分は常時、汚れがないように努めます。 

オ エレベーター清掃 

・床面は床面清掃アによる清掃を行います。 

・操作盤のボタン、金属部分の手垢等の汚れを落とします。 

・扉および壁、鏡面を拭きムラが残らないように拭きます。 

カ トイレ清掃 

・床面は床面清掃アによる清掃を行います。 

・衛生陶器、洗面台は適正洗剤にて細部まで洗浄を行います。 

・小便器のある石床部分は常時、汚れていないように努めます。 

・屑入れ、汚物入れ等のゴミを収集して処理します。 

・随時、衛生消耗品を補充します。 

・鏡、手摺等の金属部分は乾拭きにて清掃し、汚れの著しい場合は適正洗剤を用いて除去します。 

・落書き等があった場合は適正洗剤を用いて除去します。（ブース内に落書き対策用保護剤の効力

がなくなったら新しく塗布します。） 

・トイレの個室上部やトイレ出入り口の扉のある箇所については、換気口部分や扉の上部も含めて

埃を除去します。 
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キ シャワー室清掃 

・適正洗剤で鏡面、床を洗浄します。 

・状況に応じて換気扇や天井も拭きます。 

・シャワーにて熱湯を鏡面、床等にかけます。 

・全体を乾いた布でムラなく、拭きます。 

ク 給湯室・流し台の清掃 

・流し台は適正洗剤を用いて洗浄、拭き上げをし、屑入れの内容物、生ゴミ等を除去します。 

３階図書館棟側の給湯室については、施設利用者の使用があった際は、清掃を行います。 

・給湯室床面は床面清掃アによる清掃を行います。 

ケ 畳・障子の清掃 

・畳は掃除機にて吸塵し、汚れが著しい場合は適正洗剤を用いて除去します。 

・適宜、畳を拭きます。 

・障子は、はたき等で除塵し、乾拭き、または水拭きをします。 

コ 什器・本棚・備品類の清掃 

・什器、本棚、備品類は、はたき等で除塵し、乾拭き、または水拭きをします。 

・机、椅子類は適宜、乾拭き又は水拭きをし、備品類の美化の作業を行います。 

・椅子の布部分の埃等を吸塵します。 

・館内の案内板等は、はたき等で除塵を行い、汚れが付着している場合は拭き取ります。 

サ 壁面の清掃 

・はたき等で除塵し、汚れがあるところは壁自体に影響のない適正潜在により拭き取ります。 

シ 階段の清掃 

・床の隅々まで除塵します。 

・Ｐタイル部分は固絞りのモップにて拭きます。 

・汚れが著しい場合は固く絞ったモップにて拭き、除去します。 

・ヒールマークは常時、除去するように努めます。 

・手摺等の金属部分は常時、光沢を保つように努める。 

ス 屋上・バルコニー・外周り・駐車場等の清掃 

・拾い掃き清掃を主とし、全体的に巡回清掃をします。 

・側溝および排水溝を清掃し、正常な流れを保持します。 

・金属部分等は錆び等、汚れがないようにします。 

・壁面についた砂、クモの巣等を除塵します。 

・除草作業は必要に応じて適宜、行います。（植栽内を除く） 

・ゴミ集積場は常に清潔にし、ゴミ搬出後は水洗いし、必要に応じて適正洗剤を用いて洗浄します。 

セ シャッター清掃 

（ア）板シャッター 

・適正洗剤で洗浄し、水洗い後、拭きます。 

（イ）パイプシャッター 

・シャッター表面および周辺の埃をフラワークリーン等、またはバキュームで吸い取ります。 

・拭き上げを行い、汚れを除去します。 
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ソ 照明器具清掃 

・はたき等で除塵します。 

・汚れの付着が著しい場合は拭き上げ作業を行います。 

タ ゴミ処理および灰皿の清掃 

・施設内外から出るゴミを回収し、指定場所に集積します。 

・施設内のゴミ箱は拭き上げを行い、常時、清潔に保つように努めます。 

・施設内外の灰皿は吸殻を除去した後、水洗い、または雑巾で拭きます。 

チ アトリウムガーデン内の植栽および水槽周りの清掃 

・植栽、水槽内のゴミを取り除きます。 

・囲枠の除塵をします。 

・汚れの付着が著しい場合は適正洗剤を用いて、汚れを除去します。 

ツ 給排気口清掃 

・給排気口表面及び周辺の埃をフラワークリーン等、またはバキュームで吸い取ります。 

・汚損状況により、拭き上げ作業を行い、汚れを除去します。 

・作業を行なった周辺の埃を除去します。 

テ その他 

・ホール客席、控室、研修室、会議室、ホワイエ等は 1 日１回の作業に加え、利用のあった後は、

洗面台、床面、黒板、屑入れ等の清掃を実施し、次の利用者に支障のないように原状回復に努め

ます。 

・コインロッカーは、週一度、拭き上げ作業を行います。 

・壁面、机等、落書きなどにより、重度に汚れた場合、作業する前に必ずテストを行い、極力建材

を傷めないように汚れを除去します。 

ト ゴミ処理業務 

（ア）ゴミの分別処理を適正に行います。 

（イ）生ゴミ用のバケツは、毎日、搬出後、洗浄し、清潔に保ちます。 

（ウ）ゴミ搬出業者が搬出した後は、床および排出溝等を水洗し、衛生的に保ちます。 

（３）定期清掃業務 

① 業務時間帯 

ア 時間：午前７時から午後７時まで（原則として） 

イ 要領：別紙｢清掃作業基準一覧表｣をもとに実施します。 

② 作業基準等 

ア 清掃範囲・清掃回数 

清掃範囲および清掃回数は｢清掃作業基準一覧表｣のとおり 

イ 清掃内容 

（ア）弾性床材およびタイル類 

・床面の除塵作業の後、適正洗剤で洗浄し、床面保護剤を塗布します。 

剥離洗浄作業は適正な剥離剤を使用し、床面の古い保護剤の完全除去を行い、新しい床面保護剤

を最低２回以上、塗布します。 

・３階ブリッジ脇のＰタイル部分は、週１回ドライまたはウエット方式にて、常に光沢を保つよう

に努めます。 
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（イ）カーペット 

・ウエット方式またはドライ方式にて実施します。 

・しみが残っている場合は、しみ抜き剤を用いて除去します。 

・ウエット方式は年２回とし、ドライ方式は回数に係らず計画的に実施します。 

（ウ）石床・陶板タイル 

・床面を除塵します。 

・適正洗剤を用いて洗浄を行います。 

・年１回、石床専用の保護剤を塗布し、常に光沢を保つように努めます。 

（エ）ブラインド 

・ブラインドに積もった埃を除塵します。 

・中性洗剤で洗剤拭きを行い、その後、水拭きを行います。 

（オ）木製デッキ（アトリウムガーデン内） 

・床面を除塵します。 

・適正洗剤を用いて洗浄を行います。 

・保護剤を塗布します。 

（カ）時計台・モニュメント 

・脚立または高所作業台を利用して拭き上げを行ない、汚れを除去します。 

（キ）支柱 

・脚立または高所作業台を利用して除塵を行います。 

・拭き上げを行い、汚れを除去します。 

（ク）閲覧室２階情報サービスコア上部 

・脚立または高所作業台を利用して除塵を行います。 

・拭き上げを行い、汚れを除去します。（照明も除塵し、拭きます。） 

（ケ）食文化研修室換気扇（年６回） 

・レンジフード内（ダンパーまで）を適正洗剤で洗浄し、油分等の汚れを除去します。 

・フード内をきれいに拭きます。 

・グリスフィルターを洗浄します。 

・フード周りを斑にならないように丁寧に拭きます。 

（コ）アトリウム上部開閉窓内部の床 

・床面を除塵します。 

・適正洗剤を用いて洗浄を行います。 

（サ）ガラス 

・ガラス用洗剤をガラス面に塗布し、スクイジーにて汚水が残らないように除去します。 

・スクイジー除去しきれず残った部分は、乾拭きにて仕上げます。 

・サッシの除塵、拭き上げを行います。 

・アトリウムガーデン天井のガラス内側はトップライトゴンドラを利用して作業を行い、南側ガラ

スについてはメンテナンス梯子を利用して作業を行います。 

（シ）コインロッカー（年６回） 

・拭き上げ作業を行います。また、ロッカー上部もしっかり拭きます。特に染付いたにおいも除去

するよう努めます。 
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（ス）照明器具清掃（クの該当箇所は、除く） 

・カサ状の照明器具については、年１回重点的に除塵します。 

・はたき等で除塵します。 

・汚れの付着が著しい場合は、拭き上げ作業を行います。 

 



 

清掃作業基準一覧表 １／７ 

     

１．図書館棟内訳 床材質 

面積   

(㎡) 

床
の
除
塵
・
吸
塵
清
掃 

床
の
拭
き
清
掃 

カ
ー
ペ
ッ
ト
の
し
み
除
去 

机
上
・
什
器
等
拭
き
清
掃 

手
摺
拭
き
の
清
掃 

扉
・
取
手
・
硝
子
の
清
掃 

ゴ
ミ
処
理 

吸
殻
灰
皿
処
理 

黒
板
拭
き
清
掃 

衛
生
陶
器
の
洗
浄 

洗
面
台
・
鏡
の
清
掃 

汚
物
入
れ
処
理 

消
耗
品
補
充 

流
し
台
の
潜
像
及
び
茶
殻
処
理 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
清
掃 

シ
ャ
ワ
ー
室
清
掃 

床
面
清
掃 

そ
の
他
定
期
清
掃 

Ｂ
２
Ｆ 

ドライエリア２ コンクリート直押え 47.4  

設備保守員が適宜実施 

空調機械室 防塵塗り床 183.4  

熱源機械室 防塵塗り床 272.6  

発電機室 防塵塗り床 63.9  

電気室 防塵塗り床 90.3  

ボンベ室 防塵塗り床 26.6  

衛生機械室 防塵塗り床 98.3  

空調機械室 防塵塗り床 119.9  

自動出納書庫 防塵塗り床 954.4  1/W 
    

1/W 
            

書庫 ビニールタイル 804.3  1/D 1/D 
   

1/D 
          

1/Y 
 

情報サービスコア ビニールタイル 48.1  1/D 1/D 
   

1/D 
          

2/Y 
 

ワークスペース ビニールタイル 48.7  1/D 1/D 
   

1/D 
          

2/Y 
 

廊下 OP・EVホール ビニールタイル 192.6  1/D 1/D 
   

1/D 
          

2/Y 
 

Ｂ
１
Ｆ 

学習室 タイルカーペット 188.9  1/D 
 

T 2/D 
 

2/D 3/D 
         

1/Y 
 

ラウンジ フローリング 71.0  2/D 
  

2/D 
 

2/D 
            

グループ学習室 フローリング 18.0  2/D 
  

2/D 
 

2/D 
            

ドライエリア３ 陶板タイル 68.8  1/D 
               

6/Y 
 

廊下 N・EVホール ビニールタイル 130.4  1/D 1/D 
            

2/D 
 

2/Y 
 

１
Ｆ 

閲覧室（ミーティングコーナー含む） フローリング 1,930.0  2/D 
  

1/D 
  

3/D 
           

対面音訳・録音室 フローリング 20.0  2/D 
  

2/D 
 

2/D 
            

図書館エントランス フローリング 85.0  2/D 
  

2/D 
 

2/D 
            

図書館エントランス 天然ストレート石 65.8  2/D T 
 

2/D 
 

2/D 
          

3/Y 
 

ファミリーコーナー コルクタイル 25.4  1/D 
 

T 
  

1/D 
          

3/Y 
 

CPU室（FAF) メラミン化粧板 85.0  常駐者との協議により適宜実施 
BM書庫（フェロコン） 表面硬化コンクリ 128.3  1/2D 

    
1/2D 

          
2/Y 

 
BM書庫・サービスホール 長尺シート 82.9  1/D 1/D 

   
1/D 

          
2/Y 

 
ミーティングルーム タイルカーペット 

51.1  

1/D 
 

T 1/D 
 

1/D 
          

1/Y 
 

BM/協力スタッフルーム タイルカーペット 1/D 
 

T 
  

1/D 
          

1/Y 
 

廊下 D タイルカーペット 1/D 
 

T 
             

1/Y 
 

お話の部屋・ファミリーコーナー タイルカーペット 77.8  1/D 
 

T 
  

1/D 
          

1/Y 
  

5
9

 

5
9

 

5
9

 



 

清掃作業基準一覧表 ２／７ 

階
数 

名称（管理対象場所） 作業種別 日 常 清 掃 （ 回 数 ）  定期清掃 

１．図書館棟内訳 床材質 
面積
(㎡) 

床
の
除
塵
・
吸
塵
清
掃 

床
の
拭
き
清
掃 

カ
ー
ペ
ッ
ト
の
し
み
除
去 

机
上
・
什
器
等
拭
き
清
掃 

手
摺
拭
き
の
清
掃 

扉
・
取
手
・
硝
子
の
清
掃 

ゴ
ミ
処
理 

吸
殻
灰
皿
処
理 

黒
板
拭
き
清
掃 

衛
生
陶
器
の
洗
浄 

洗
面
台
・
鏡
の
清
掃 

汚
物
入
れ
処
理 

消
耗
品
補
充 

流
し
台
の
潜
像
及
び
茶
殻
処
理 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
清
掃 

シ
ャ
ワ
ー
室
清
掃 

床
面
清
掃 

そ
の
他
定
期
清
掃 

１
Ｆ 

グループ研修室 タイルカーペット 19.2 1/D 
 

T 
  

2/D 
          

1/Y 
 

情報サービスコア タイルカーペット 49.7 
  

T 
  

1/D 
       

2/D 
  

1/Y 
 

給湯室 ビニールタイル 

27.6 

1/D 1/D 
    

2/D 
      

2/D 
  

6/Y 
 

廊下 D ビニールタイル 1/D 1/D 
   

1/D 2/D 
         

6/Y 
 

シャワー・脱衣室 ビニールタイル 1/D 1/D 
   

1/D 1/D 
   

1/D 
    

1/D 6/Y 
 

団体室 タイルカーペット 

528.5 

1/D 
 

T 
  

1/D 
          

1/Y 
 

整理作業室 タイルカーペット 1/D 
 

T 
  

1/D 
          

1/Y 
 

配本室 タイルカーペット 1/D 
 

T 
  

1/D 
          

1/Y 
 

障害者サービススタッフルーム タイルカーペット 
327.2 

1/D 
 

T 
  

1/D 
          

1/Y 
 

要員室 タイルカーペット 1/D 
 

T 
  

1/D 
          

1/Y 
 

北側犬走り 磁器質タイル 
172.8 

2/D T 
              

6/Y 
 

東側スロープ 磁器質タイル 2/D T 
              

6/Y 
 

２
Ｆ 

閲覧室(地域部門 STF ﾙｰﾑ等含) フローリング 2,995.0 2/D 
  

2/D 
 

1/D 
            

廊下 G フローリング 25.0 2/D 
     

2/D 
           

地域部門書庫 ビニールタイル 75.4 1/D 
               

2/Y 
 

情報サービスコア タイルカーペット 49.7 1/D 
 

T 
             

1/Y 
 

館長室 タイルカーペット 31.2 1/D 
 

T 
  

1/D 
          

1/Y 
 

管理事務室・会議室 タイルカーペット 72.1 1/D 
 

T 
  

1/D 
          

1/Y 
 

３
Ｆ 

廊下 J・ラウンジ a、b フローリング 
350.0 

2/D 
  

1/D 
  

2/D 
           

小会議室 フローリング 1/D 
  

1/D 
 

1/D 
  

1/D 
 ・研修室、会議室等の

貸し室においては、1

日１回の作業に加え、

お客様の利用のあった

後は、床面、机上、什

器、扉、取手、硝子、

黒板、屑入れ等の清掃

を実施し、次の利用者

に支障のないように原

状回復に努める。 

    
研修室３ フローリング 64.0 1/D 

  
1/D 

 
1/D 

  
1/D 

     

静養室 
緑甲板他 5.6 1/D 3/D 

 
1/D 

 
1/D 

        
畳 6.0 1/D 

  
1/D 

 
1/D 

        

和室 
畳 25.5 1/D 

  
1/D 

 
1/D 

        
緑甲板他 5.3 1/D 3/D 

 
1/D 

 
1/D 

        
食文化・工芸研修室 長尺シート 162.7 1/D 3/D 

 
1/D 

 
1/D 

  
1/D 

   
6/Y 

 
研修室１・２ タイルカーペット 124.7 1/D 

 
T 1/D 

 
1/D 

  
1/D 

   
1/Y 

 
特別会議室 タイルカーペット 121.1 1/D 

 
T 1/D 

 
1/D 

  
1/D 

   
1/Y 

 
大研修室 タイルカーペット 182.6 1/D 

 
T 1/D 

 
1/D 

  
1/D 

   
1/Y 

 
ワーキングルーム タイルカーペット 52.1 1/D 

 
T 

  
1/D 

          
1/Y 

  

6
0

 
6
0

 



 

清掃作業基準一覧表 ３／７ 

階
数 

名称（管理対象場所） 作業種別 日 常 清 掃 （ 回 数 ）  定期清掃 

２．生涯学習センター棟内訳 床材質 
面積 
(㎡) 

床
の
除
塵
・
吸
塵
清
掃 

床
の
拭
き
清
掃 

カ
ー
ペ
ッ
ト
の
し
み
除
去 

机
上
・
什
器
等
拭
き
清
掃 

手
摺
拭
き
の
清
掃 

扉
・
取
手
・
硝
子
の
清
掃 

ゴ
ミ
処
理 

吸
殻
灰
皿
処
理 

黒
板
拭
き
清
掃 

衛
生
陶
器
の
洗
浄 

洗
面
台
・
鏡
の
清
掃 

汚
物
入
れ
処
理 

消
耗
品
補
充 

流
し
台
の
潜
像
及
び
茶
殻
処
理 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
清
掃 

シ
ャ
ワ
ー
室
清
掃 

床
面
清
掃 

そ
の
他
定
期
清
掃 

Ｂ
１
Ｆ 

音楽スタジオ・前室 フローリング 62.0 1/D 
  

1/D 
 

1/D 
    ・研修室、スタジオ等の

貸し室においては、1 日

１回の作業に加え、お客

様の利用のあった後は、

床面、机上、什器、扉、

取手、硝子、黒板、屑入

れ等の清掃を実施し、次

の利用者に支障のない

ように原状回復に努め

る。 

    
パソコン研修室 タイルカーペット 116.4 1/D 

 
T 1/D 

 
1/D 

      
1/Y 

 
スタジオ ビニールタイル 66.2 1/D 1/D 

   
1/D 

      
4/Y 

 
多目的室・前室 タイルカーペット 60.7 1/D 

 
T 1/D 

 
1/D 

      
1/Y 

 
映像音声加工編集室 タイルカーペット 88.6 1/D 

 
T 1/D 

 
1/D 

      
1/Y 

 
アナウンスブース・MIDI室他 タイルカーペット 39.5 1/D 

 
T 1/D 

 
1/D 

      
1/Y 

 
ブラウジングカフェ、廊下 塩ビタイル 477.1 1/D 

 
T 1/D 

 
1/D 

      
1/Y 

 
事務室、ラウンジ タイルカーペット 111.2 1/D 

 
T 1/D 

 
1/D 

      
1/Y 

 
学習教材室 ビニールタイル 104.6 1/D 1/D 

   
1/D 

      
2/Y 

 
ドライエリア 磁器質タイル 6.2 1/D 

    
1/D 

      
6/Y 

 
小ホール・前室 タイルカーペット 102.6 1/D 

 
T 

  
1/D 

      
1/Y 

 
プロジェクター室 ビニールタイル 19.9 1/2D 

               
1/Y 

 

１
Ｆ 

中央管理室 タイルカーペット 44.8 1/D 
 

T 
  

1/D 
          

1/Y 
 

返却本整理室 ビニールタイル 68.2 1/D 1/D 
   

1/D 
          

6/Y 
 

廊下 C・EVホール（C) ビニールタイル 99.2 1/D 1/D 
              

6/Y 
 

清掃員控え室 ビニールタイル 10.6 1/D 
    

1/D 1/D 1/D 
     

1/D 
  

1/Y 
 

清掃員控え室 畳 6.0 1/D 
               

1/Y 
 

清掃員控え室 緑甲板他 3.1 1/D 
               

1/Y 
 

風除室 D・E 磁器質タイル 14.2 2/D 2/D 
   

2/D 
          

6/Y 
 

書庫 ビニールタイル 42.7 1/W 
               

1/Y 
 

エントランスホール 天然ストレート石 

505.2 

2/D 
  

1/D 
 

2/D 3/D 
         

3/Y 
 

ロッカールーム 天然ストレート石 2/D 
  

1/D 
 

2/D 
          

3/Y 
 

廊下 B（TELコーナー含む） 天然ストレート石 2/D 
  

1/D 
            

3/Y 
 

廊下 A 天然ストレート石 

84.0 

2/D 
  

1/D 
            

3/Y 
 

風除室ｂ周辺 天然ストレート石 2/D 
    

2/D 
          

3/Y 
 

車椅子・ベビーカー置き場 天然ストレート石 2/D 
               

3/Y 
 

カフェ犬走り 天然ストレート石 

215.0 

2/D 
               

3/Y 
 

風除室Ａ・Ｃ 天然ストレート石 2/D 
    

2/D 
          

3/Y 
 

休憩コーナー 天然ストレート石 2/D 
    

2/D 3/D 
         

3/Y 
 

生学側犬走り・スロープ・通路 磁器質タイル 163.2 3/D T 
    

3/D 
         

6/Y 
 



 

 
清掃作業基準一覧表 ４／７ 

階
数 

名称（管理対象場所） 作業種別 日 常 清 掃 （ 回 数 ） 定期清掃 

２．生涯学習センター棟内訳 床材質 
面積
(㎡) 

床
の
除
塵
・
吸
塵
清
掃 

床
の
拭
き
清
掃 

カ
ー
ペ
ッ
ト
の
し
み
除
去 

机
上
・
什
器
等
拭
き
清
掃 

手
摺
拭
き
の
清
掃 

扉
・
取
手
・
硝
子
の
清
掃 

ゴ
ミ
処
理 

吸
殻
灰
皿
処
理 

黒
板
拭
き
清
掃 

衛
生
陶
器
の
洗
浄 

洗
面
台
・
鏡
の
清
掃 

汚
物
入
れ
処
理 

消
耗
品
補
充 

流
し
台
の
潜
像
及
び
茶
殻
処
理 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
清
掃 

シ
ャ
ワ
ー
室
清
掃 

床
面
清
掃 

そ
の
他
定
期
清
掃 

１
Ｆ 

生涯学習広場 タイルカーペット 
279.1  

1/D 
 

T 1/D 
 

1/D 
          

1/Y 
 

事務室 タイルカーペット 
  

T 
  

1/D 
          

1/Y 
 

休憩コーナー、カフェ内部 フローリング 219.0  3/D 
  

3/D 
 

3/D 3/D 
           

厨房 エポキシ塗り床 42.0  

カフェ営業者が実施 
厨房事務室 長尺シート 

24.6  更衣室 長尺シート 

サービス通路 長尺シート 

アトリウムＧ平場(読書テラス含む) 木製デッキ 321.0  2/D 
  

2/D 2/D 2/D 
          

1/Y 
 

アトリウムＧ階段 木製デッキ 227.1  2/D 
  

2/D 2/D 2/D 
          

1/Y 
 

アトリウムＧ正面外部 木製デッキ 88.0  2/D 
  

2/D 
 

2/D 
            

２ 

Ｆ 

事務室 タイルカーペット 
240.1  

1/D 
    

1/D 
          

1/Y 
 

スタッフラウンジ タイルカーペット 1/D 
 

T 
  

1/D 2/D 2/D 
     

2/D 
  

1/Y 
 

廊下Ｆ タイルカーペット 
172.8  

1/D 
 

T 
             

1/Y 
 

ロッカールーム（男女更衣室） タイルカーペット 1/D 
 

T 
  

1/D 
          

1/Y 
 

調査・資料室 タイルカーペット 
275.4  

1/D 
 

T 1/D 
 

1/D 
          

1/Y 
 

事務室 タイルカーペット 1/D 
 

T 
  

1/D 
          

1/Y 
 

データ入力室 タイルカーペット 常駐者との協議により適宜実施 

ラウンジ・廊下Ｅ フローリング 

401.5  

2/D 
  

2/D 
 

2/D 
            

テラス フローリング 2/D 
  

3/D 3/D 3/D 3/D 
           

ホワイエ フローリング 1/D 
  

1/D 1/D 1/D 1/D 
・ホール内においては、1日

１回の作業に加え、お客様の

利用のあった後は、清掃を実

施し、次の利用者に支障のな

いように原状回復に努める。 

      
控室 タイルカーペット 

123.3  
1/D 

 
T 1/D 

 
1/D 1/D 

 
3/D 

  
1/Y 

 
廊下Ｈ・前室 タイルカーペット 1/D 

 
T 

  
1/D 

     
1/Y 

 
ホール客室 フローリング 

252.0  
1/D 

  
1/D 

 
1/D 

       
前室ａ フローリング 1/D 

    
1/D 

       
ステージ・ステージ袖 檜フローリング 185.0  1/D 

            
ＥＶホール ビニールタイル 

28.9  

1/2D 
               

3/Y 
 

ピアノ庫 ビニールタイル 1/W 
               

3/Y 
 

書庫 ビニールタイル 1/W 
               

3/Y 
 

給湯室 ビニールタイル 1/D 
     

2/D 
      

2/D 
  

4/Y 
 

 

6
2

 

6
2

 



 

清掃作業基準一覧表 ５／７ 

階
数 

名称（管理対象場所） 作業種別 日 常 清 掃 （ 回 数 ）  定期清掃 

２．生涯学習センター棟内訳 床材質 
面積
(㎡) 

床
の
除
塵
・
吸
塵
清
掃 

床
の
拭
き
清
掃 

カ
ー
ペ
ッ
ト
の
し
み
除
去 

机
上
・
什
器
等
拭
き
清
掃 

手
摺
拭
き
の
清
掃 

扉
・
取
手
・
硝
子
の
清
掃 

ゴ
ミ
処
理 

吸
殻
灰
皿
処
理 

黒
板
拭
き
清
掃 

衛
生
陶
器
の
洗
浄 

洗
面
台
・
鏡
の
清
掃 

汚
物
入
れ
処
理 

消
耗
品
補
充 

流
し
台
の
潜
像
及
び
茶
殻
処
理 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
清
掃 

シ
ャ
ワ
ー
室
清
掃 

床
面
清
掃 

そ
の
他
定
期
清
掃 

２
Ｆ 

前室ｂ ゴムタイル 71.3 1/D 
               

3/Y 
 

ＣＰＵ室（ＦＡＦ） メラミン化粧板 24.0 常駐者との協議により適宜実施 

３
Ｆ 

プレイルーム タイルカーペット 57.1 1/D   1/D  1/D  左記に加え、利用のあった後は、清掃を実施  3/Y  

展示ホール（ミーティングコーナー含む） フローリング 216.0 1/D   1/D  1/D             

事務室 タイルカーペット 151.1 1/D     1/D           1/Y  

廊下Ｉ タイルカーペット 
69.7 

1/D     1/D           1/Y  

講師サロン・更衣室 タイルカーペット 1/D     1/D           1/Y  

印刷デザイン室 ビニールタイル 
25.5 

1/D     1/D 1/D          3/Y  

書類室 ビニールタイル 1/D     1/D           3/Y  

ＡＶ室 ビニールタイル 
68.4 

1/D                2/Y  

ＥＶホール ビニールタイル 1/2D     1/2D           2/Y  

書庫 ビニールタイル 1/W                2/Y  

給湯室 ビニールタイル 14.7 1/D      2/D       2/D   4/Y  

調整室・キャットウォーク タイルカーペット 65.4 1/2D     1/D           1/Y  

前室ａ、ｂ タイルカーペット 14.7 1/2D     1/D           1/Y  

ブリッジａ、ｂ ゴムタイル 
243.6 

2/D     2/D 2/D          12/Y  

テラスａ、ｂ、ｃ ゴムタイル 2/D     2/D 2/D          12/Y  

 

 

 

 

 

 

 

清掃作業基準一覧表 ６／７ 
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階
数 

名称（管理対象場所） 作業種別 日 常 清 掃 （ 回 数 ）  定期清掃 

３．全館共通内訳 床材質 
面積
(㎡) 

床
の
除
塵
・
吸
塵
清
掃 

床
の
拭
き
清
掃 

カ
ー
ペ
ッ
ト
の
し
み
除
去 

机
上
・
什
器
等
拭
き
清
掃 

手
摺
拭
き
の
清
掃 

扉
・
取
手
・
硝
子
の
清
掃 

ゴ
ミ
処
理 

吸
殻
灰
皿
処
理 

黒
板
拭
き
清
掃 

衛
生
陶
器
の
洗
浄 

洗
面
台
・
鏡
の
清
掃 

汚
物
入
れ
処
理 

消
耗
品
補
充 

流
し
台
の
潜
像
及
び
茶
殻
処
理 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
清
掃 

シ
ャ
ワ
ー
室
清
掃 

床
面
清
掃 

そ
の
他
定
期
清
掃 

全
館 

ＡＣ機械室 防塵塗り床 

361.7 設備保守員が実施 ＰＳ・ＤＳ・ＥＰＳ 防塵塗り床 

ポンプ室 防塵塗り床 

階段ａ 木製デッキ 28.9 2/D    2/D            1/Y  

階段ｂ フローリング 44.1 2/D    2/D 2/D             

階段ｃ フローリング 16.4 2/D    2/D 2/D             

階段ｄ フローリング 36.0 2/D    2/D              

階段 e フローリング 159.8 2/D    2/D              

階段ｆ ビニールタイル 109.7 1/D 1/D   1/D            2/Y  

階段ｇ ビニールタイル 91.3 1/2D 1/2D   1/2D            1/Y  

階段ｈ コン直・磁器タイル 27.5 1/3D    1/W            1/Y  

階段 i コン直 21.8 1/3D    1/W            1/Y  

階段ｊ コン直 6.6 1/3D    1/W            1/Y  

トイレ B1～6 陶板タイル 161.7 2/D 5/D  1/D  1/D    1/D 5/D 5/D 5/D    12/Y  

トイレ A1～3 陶板タイル 91.4 2/D 5/D  1/D  1/D    1/D 5/D 5/D 5/D    12/Y  

トイレ C1～5 ゴムタイル 103.2 2/D 3/D  1/D  1/D    1/D 3/D 3/D 3/D    6/Y  

トイレ B3 長尺シート 3.8 2/D 3/D  1/D  1/D    1/D 3/D 3/D 3/D    1/Y  

身障者用トイレ 長尺シート他 31.3 2/D 3/D  1/D  1/D    1/D 3/D 3/D 3/D    6/Y  

客用エレベータ(生学棟) Pタイル 2基 2/D 1/D    3/D           6/Y  

客用エレベータ(図書館棟) Pタイル 1基 2/D 1/D    3/D           6/Y  

客方エレベータ(図書館棟) Pタイル 2基 2/D 1/D    1/D           2/Y  

ホール横エレベータ Pタイル 1基 1/3D 1/3D    1/3D           2/Y  

情報サービスコア内エレベータ Pタイル 1基 2/D 1/D    1/D           2/Y  

給排気口  1139口                  適宜 

図
書
館
外
部 

屋上 コンクリート面 1,190.0 1/W                  

屋上 平板ブロック面 723.0 1/W                  

設備スペース２箇所 コンクリート面 173.0 設備保守員が実施 
読書テラス 陶板タイル 93.6 2/D      2/D 2/D         6/Y  
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清掃作業基準一覧表 ７／７ 

階
数 

名称（管理対象場所） 作業種別 日 常 清 掃 （ 回 数 ）  定期清掃 

３．全館共通内訳 床材質 

面積

(㎡) 

床
の
除
塵
・
吸
塵
清
掃 

床
の
拭
き
清
掃 

カ
ー
ペ
ッ
ト
の
し
み
除
去 

机
上
・
什
器
等
拭
き
清
掃 

手
摺
拭
き
の
清
掃 

扉
・
取
手
・
硝
子
の
清
掃 

ゴ
ミ
処
理 

吸
殻
灰
皿
処
理 

黒
板
拭
き
清
掃 

衛
生
陶
器
の
洗
浄 

洗
面
台
・
鏡
の
清
掃 

汚
物
入
れ
処
理 

消
耗
品
補
充 

流
し
台
の
潜
像
及
び
茶
殻
処
理 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
清
掃 

シ
ャ
ワ
ー
室
清
掃 

床
面
清
掃 

そ
の
他
定
期
清
掃 

生
学
棟
３
Ｆ 

屋上 コンクリート面 619.0 1/W 
                 

外廊下 砂利樹脂舗装 136.2 1/W 
   

1/W 1/W 
            

アトリウム上部開閉窓内側の床 コンクリート面 190.0 
                

適宜 
 

控室屋上 コンクリート面 116.0 1/W 
                 

メンテエリア ステンレス 4.4 1/W 
                 

築山周辺屋上 平板ブロック面 135.0 1/W 
                 

設備スペース１箇所 コンクリート面 52.0 設備保守員が実施 

全
館
外
部 

駐輪場 磁器タイル 203.1 3/D 
    

3/D 
          

12/Y 
 

ゴミ置き場 ウレタン塗り床 56.4 1/W 1/W 
   

1/W 
          

6/Y 
 

外周（駐車場含む） アスファルト 6,300.8 1/D 
                  

４．その他の定期清掃 

全
館 

ブラインド 
 

1,825.0 
                 

1/Y 

時計台 
 

1.0 
                 

1/Y 

モニュメント「新学の木」 
 

1.0 
                 

1/Y 

支柱（ブリッジ下４本） 
 

1式 
                 

1/Y 

閲覧室 2F情報サービスコア上部 
 

1式 
                 

1/Y 

食文化研修室換気扇清掃 
 

7台 
                 

4/Y 

コインロッカー 
 

184台 
                 

6/Y 

アトリウムガーデン・水盤・池 
 

65台 
                 

適宜 

内、アトリウムＧ屋硝子 
内側 

1,175.6                  
1/Y 

外側 
                 

4/Y 

硝子 全館 2,489.9 
                 

4/Y 

西側硝子 
 

17.7 
                 

12/Y 
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４ 警備業務 

（１）業務の対象範囲・内容 

本業務は、施設内の秩序及び規律の維持、盗難・破壊等の犯罪の防止、火災等の災害の防止、利用者

の安全及び財産の保全を目的とし、「誰もが安心して利用できる施設」を目標として警備業務を実施し

ます。 

豊富な知識と経験を持つ防災センター要員講習修了者を含む専門の警備員を、２４時間・通年常駐さ

せ、日中は常時、巡回・立哨・出入管理・カメラ監視等の対応を行うとともに、常に館内に目を配り、

挙動不審者などへの警戒を行うことにより、利用者の安全確保に努めます。 

 

（２）常駐警備業務 

① 館内外警備 

ア 警備人員および警備担当時間 

常駐Ａ    日勤 1人以上（08：00～22：00） 

常駐Ｂ    全勤 2人以上（08：00～翌 08：00） 

イ 従事者の資格等 

（ア）責任者として、常駐警備 2級以上の資格を有する者を配置します。 

（イ）中央管理室においては、防災センター要員の有資格者を常時配置します。 

（配置要員のうち、防災センター要員有資格者を 10人以上登録し、急遽の欠員でも即時補充します。） 

ウ 主要業務 

（ア）総合監視盤の監視業務（防災ｾﾝﾀｰ要員による常時監視） 

（イ）ＩＴＶモニター監視業務 

（ウ）関係者通用口における出入管理業務 

（エ）鍵およびセキュリティカードの授受・管理 

（オ）館内、外周の巡回および立哨警備業務 

（カ）開閉館業務 

（キ）警備に付帯する設備機器の操作・管理業務 

（ク）非常災害時の対処業務（施設利用者等の保護を含む） 

（ケ）駐車場精算機の監視業務 

（コ）その他委託者の注文、指示等による業務上必要と認められる業務 

② 第一駐車場 

ア 警備人員および警備担当時間 

常駐Ｃ    日勤 2人以上（08：00～17：00） 

（09：00～18：00） 

（12：15～21：15） 

イ 業務を要しない日 

全館休館日 

ウ 主要業務 

千葉市中央図書館・生涯学習センター第１駐車場の 

（ア）駐車場内の整理および出入誘導業務 

（イ）ゲート操作業務 
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（ウ）駐輪場および正面玄関附近の駐輪の整理および立哨 

（エ）その他委託者の注文、指示等による業務上必要と認められる業務 

③ 第２駐車場警備 

ア 警備人員および警備担当時間 

常駐Ｄ    日勤 1人以上（09：00～21：00） 

イ 業務を要しない日 

平日 

ウ 主要業務 

千葉市中央図書館・生涯学習センター第２駐車場の 

（ア）駐車場内の整理および出入誘導業務 

（イ）ゲート操作業務 

（ウ）その他委託者の注文、指示等による業務上必要と認められる業務 

 

（３）機械警備業務 

① 警報装置等の設置 

ア 端末感知器（開閉感知器、感熱感知器等）を、取り付けます。 

イ 中央管理室において、各端末感知器等の監視を行います。 

ウ 侵入、火災等の異常信号はＮＴＴ回線（使用する回線は、一般公衆回線またはＩＳＤＮ回線とし、

万一切断された場合でも異常としての通報ができる断線監視サービス機能付き）を通じて委託会社

の集中監視センターで受信され、そこで侵入、火災等の信号を自動的に識別します。 

② 警備対象時間 

ア 22：00～翌朝 07：00を基本とする。（職員在館の状況に応じて） 

イ 休館日において在館者のいない場合は終日 

③ 主要業務 

異常信号を受信したらすみやかに現場に急行し、火災、盗難等による被害の拡大を防止し、事故を

認知した段階ですみやかに関係各所への通報、連絡を行います。 

 

５ 植栽維持管理業務 

（１）業務の対象範囲・内容 

 「千葉市の施設等における農薬・殺虫剤等薬剤の適正使用に係る指針」に基づき、敷地内のすべての

植栽を適切に保護・育成・処理することにより、豊かで美しい自然環境を維持します。 

 

（２）屋上屋外植栽維持管理業務 

① 樹木剪定 

ア 方法 

刈込みバサミや動力の刈込み機械を使用して生垣、下木および地被類の寄植地（寄せ植え部分）

の刈込み作業（樹冠を刈り、縮小させる作業）を行い、整形された樹木の表面の枝葉をより密にし、

より美しさを強調し、通風、採光をよくします。 

中木（ムクゲ）は、伸びが非常に良いため、剪定を行います。 

イ 作業時期および回数 
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生垣、下木については、花が咲き終わり、春の新芽が伸び、生長が休止する６月頃に実施します。 

地被類については、４月頃に刈り込みを実施します。 

中木（ムクゲ）は落葉時期の２月頃に実施します。 

② 病害虫対策 

ア 方法 

病害虫の早期発見につとめ、物理的防除を優先します。やむを得ない場合のみ人通りの少ない早

朝等を選び、風のないときを見計らって作業を行い、消毒後は防護柵を設置します。 

イ 作業時期および回数 

物理的防除は、適時実施します。 

（３）アトリウム植栽維持管理業務 

① 高中低木剪定 

ア 方法 

自然樹形を基本とし、枝透かし剪定並びに枯れ枝、不用枝および弱小枝の撤去を行います。 

イ 作業時期および回数 

年２回、時期については生育状況を検討し、実施します。 

② 病害虫対策 

ア 方法 

病害虫の早期発見、物理的な防除を優先します。樹木の交換等については適宜、実施します。 

イ 作業時期および回数 

検討中 

③ 施肥 

ア 方法 

植栽桝ごとに肥料を計算し、じょうろ等により散布します。 

イ 作業時期および回数 

年２回、時期については生育状況を検討し、実施します。 

④ 植栽排水口点検 

ア 方法 

専用工具により点検蓋を開け、目視により確認し、ゴミ等を除去します。 

同時に植物等の生育状況を点検し、異常を発見した場合は、対応策を検討します。 

イ 作業時期および回数 

毎月１回実施します。（年１２回） 

 

６ 敷地内施設維持管理業務 

【基本方針】 

施設の利用者の安全を第一に考え、常に便利で快適に利用できるよう、当センター管理運営の基準に基づ

き、美観を維持し、駐車場及び駐輪場の性能、機能を最大限活かした管理をします。 

 

 

（１）業務の対象範囲・内容 
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駐車場、駐輪場建築物、その他下記に挙げる敷地内の施設の維持管理業務を行います。 

（２）一般的な維持管理業務 

① 次に挙げる施設は建築物保守管理業務にて実施します。 

ア 駐車場地盤、および舗装面 

イ 駐輪場建築物 

ウ 時計台 

エ モニュメント「新学の木」 

オ 掲揚台 

カ 玄関前看板類 

キ 駐車場表示板 

② 外灯等電気設備は建築設備保守管理業務にて実施します。 

③ 敷地内設備の清掃は清掃業務にて実施します。 

④ 敷地内設備の警備・案内は警備業務にて実施します。 

（３）駐車場機器の維持管理業務 

① 駐車場機器の常時正常稼動と、万一の機器故障時に迅速な復旧を図るために、保守点検を実施しま

す。 

② 保守内容 

ア ３ヶ月ごとに定期点検を実施します。 

イ 精算機データのバックアップを実施します。 

ウ その他、機器の正常動作を保つ上で必要な点検を実施します。 

エ 万一の機器故障時には迅速な復旧を図ります。 

 

７ 環境衛生管理業務 

（１）業務の対象範囲・内容 

① 特定建築物の届出および建築物環境衛生管理技術者の選出 

② 維持管理計画等の作成 

③ 実施報告書、測定、検査等の記録書類関係の作成 

④ 官公庁等の検査の立会い 

⑤ 関係部署との連絡調整 

（２）空気環境測定 

① 目的 

空気環境測定業務は、室内環境の状況を正しく保ち、人の健康に影響があるか否かを判断する目的

として実施します。 

ア 測定を行う者は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第２６条第２項に定め

る空気環境測定実施者とし、館内１７ポイントを測定します。 

イ 測定の結果、管理基準値に適合しない場合には、その原因を調査し、対応策を講じます。 

ウ 室内については、各階毎に居室の適切な位置、床上７５ｃｍ以上１５０ｃｍ以下の高さで測定し、

外気については外気取り入れ口付近および１階出入り口付近で測定します。 

なお、検査項目に関して別表のとおりです。 

別表  建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 
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項 目 名 環 境 条 件 実施周期 

１ 浮遊粉塵の量 空気１ｍ３につき０．１５mg以下  ２ヶ月に１回 

２ 一酸化炭素の含有率 １０ｐｐｍ以下  ２ヶ月に１回 

ただし、外気中の濃度が高く、この値が保て

ない時は２０ｐｐｍ以下 
 

３ 炭酸ガスの含有率 １０００ｐｐｍ以下  ２ヶ月に１回 

４ 温度 １）１７度以上２８度以下  ２ヶ月に１回 

２）居室における温度を外気温より低くする

場合は、その差を著しくしないこと。 
 

５ 湿度 ４０％以上７０％以下  ２ヶ月に１回 

６ 気流 ０．５ｍ／S以下   ２ヶ月に１回 

７ ホルムアルデヒドの量 空気１ｍ３につき０．１mg以下  ※注 

注）測定時期については新築、増築、大規模の修繕、大規模の模様替えの完了後、または、新しい備品、家

具類を配置した場合のみ測定を実施し、当該建築物の使用を開始した時点から直近の６月１日から９月

３０日までの間で実施します。 

サンプリングの場所は各階ごとの任意の居室とし、時間帯は通常の使用時間とし、サンプリング時間は

３０分間とします。 

 

（３）水質検査業務 

① 飲料水の残留塩素の検査 

ア 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を測定し、当含有率が水道法施行規則に適合

することを確認します。 

イ 検査の周期は７日ごとに１回とし、基準は遊離残留塩素の含有率０．１ｐｐｍ以上とします。 

ただし、病原生物に著しく汚染されるおそれ等がある場合は含有率０．２ｐｐｍ以上とします。 

ウ 測定はＤＰＤ法、またはこれらと同等以上の精度を有する方法とします。 

 

② 飲料水の水質検査 

項 目 基 準 値 備 考 点検周期 

一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が 100以下  

２回／年 

大腸菌群 検出されないこと   

硝酸性窒素および亜硝酸性 10mg／ｌ以下  

塩素物イオン 200mg／ｌ以下  

有機物等 3mg／ｌ以下  

カリウム消費量） 
 

 

ｐＨ値 5.8以上 8.6以下  

味 異常でないこと  

臭気 異常でないこと  

色度 ５度以下  

濁度  ２度以下  

鉛およびその化合物 0.01mg／ｌ以下 
 

２回／年 
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亜鉛およびその化合物 1.0mg／ｌ以下 重金属※ 

鉄およびその化合物 0.3mg／ｌ以下 
 

銅およびその化合物 1.0mg／ｌ以下 
 

蒸発残留物 500mg／ｌ以下 蒸発残留物※ ２回／年 

注）※の５項目については、水質検査結果が適合していた場合にはその次の回に限り検査を省略できる。 

項 目 基 準 値 備 考 点検周期 

シアン化物イオンおよび塩化シアン 0.01mg／ｌ以下  

１回／年 

クロロ酢酸 0.02mg／ｌ以下  

ジグロロ酢酸 0.04mg／ｌ以下  

塩素酸 0.6mg／ｌ以下  

臭素酸 0.01mg／ｌ以下  

トリクロロ酢酸 0.2mg／ｌ以下  

ホルムアルデヒド 0.08mg／ｌ以下  

クロロホルム 0.06mg／ｌ以下 
 

１回／年 

ジブロモクロロメタン 0.1mg／ｌ以下 
 

ブロモジクロロメタン 0.031mg／ｌ以下 消毒副生生物 

ブロモホルム 0.09mg／ｌ以下 
 

総トリハロメタン 0.1mg／ｌ以下 
 

注）検査時期は６月１日から９月３０日までの間に１回行います。 

 

（４）簡易水道水検査 

① 受水槽の施設外観、水質検査、書類検査を水道法３４条の２および同施行規則第２３条に準じて行

います。 

② 検査の周期は１年以内ごとに１回とします。 

③ 対象設備  受水槽  １台 

 

（５）雑用水水質検査 

① 雨水再利用貯留槽から供給される水（雑用水）を下記の水質基準に基づき水質検査を行います。 

水質項目 基準 点検周期 

大腸菌群 検出されないこと １回／２ヶ月 

濁度 ２度以下であること １回／２ヶ月 

遊離残留塩素 含有率０．１ｍｇ／ｌ以上 １回／７日 

ＰＨ値 ５．８以上８．６以下 １回／７日 

臭気 異常でないこと １回／７日 

外観 ほとんど無色透明であること １回／７日 

② 採取場所は原則として、使用場所に最も近い水槽の出口付近等とします。 

 

 

（６）冷却塔および冷却水の水質検査 
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① 冷却塔および冷却水で使用する水（雑用水）の水質検査を行い、水質基準に適合させます。 

② 水質検査項目は飲料水と同じ検査項目とし、検査周期は１年以内ごとに２回とします。 

ただし、冷却塔および冷却水の使用期間が６ヶ月以内の場合は１回とします。 

 

（７）レジオネラ属菌検査 

① 冷却塔及び冷却水について、レジオネラ属菌の検査を運転開始後７日以内と運転期間内に１回検査

を実施します。 

 

（８）害虫駆除業務 

① 目的 

害虫防除業務は、害虫の防除、駆除を行って清潔な環境をつくり、精神的、社会的に良好な状態を

維持することを目的とし、ネズミ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにネズミ等による被害の

状況について、６月以内ごとに１回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ネ

ズミ等の発生を防止するための防除を行います。 

ア 防除作業を実施するに当たっては、建物内に常駐する各部署の担当者と十分に具体的な打ち合わ

せを行う他に、一般の施設利用者の為に回覧、表示等によって実施を知らせ安全について協力を要

請します。 

イ 作業実施に当たっては防除作業従事者の安全、施設や物品の安全等について点検し、安全である

ことを確認した後に作業を開始します。 

ウ 作業中であっても常に安全について留意し、確認します。 

防除作業が終了した時は、直ちにその作業の効果を確認します。確認した後、施設の養生、使用

器具、害虫及び、ネズミの死骸等を回収し撤去します。 

エ ネズミ等の害虫発生状況は設備巡回点検時においても注意を払い、その痕跡が認められる場合は、

速やかに対応します。 

② 対象範囲は施設内です。 

 

８ 備品等保守管理業務 

市及び指定管理者の備品の保管管理を確実に行うとともに、施設運営に支障をきたさないよう適宜整備

を行い、それぞれの備品台帳により常に使用に適した良好な状態となるよう管理します。 

（１）業務の対象範囲・内容 

生涯学習センターに設置してある備品等の点検・保守を実施します。 

（２）仕様・水準 

① 点検・保守 

備品等の点検・保守は随時点検を行い、不具合の生じたものは修繕等を行い、交換が必要なものは、

速やかに届け出る。また、専門性を有するものは専門業者に別途保守を委託し、日常・定期点検及び

調整・修繕を実施します。 

指定管理者で整備した備品については、適宜更新等を行います。 

 

② 管理 
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指定管理者の備品は、単価２万円以上の物品（消耗品を除く）について、備品管理台帳を作成し、

管理する。台帳の内容は、品名（メーカー名を含む）、数量、金額、設置場所とする。 

市の備品は、市の備品台帳に基づき適正に管理する。 

（３）点検箇所・点検方法 

① ３階 

場所 名称 点検項目 点検方法 点検時期 

事務室 

事務机・椅子 破損、汚れ 

目視 

随時 

キャビネット 破損、汚れ 

ロッカー 破損、汚れ 

パソコン 破損、動作確認 

動作点検 コピー機 破損、動作確認 

電話設備機器 破損、動作確認 年２回 

各研修室 
机・椅子 破損、汚れ 目視 随時 

AV 機器 破損、動作確認 動作点検 年２回 

プロジェクター室 AV 機器 破損、動作確認 動作点検 年２回 

食文化研修室 
食器・什器類 破損、汚れ 目視 

随時 
調理器具 破損、動作確認 動作点検 

工芸研修室 工芸用器具等 破損、動作確認 動作点検 随時 

印刷デザイン室 
机・棚・台車 破損、汚れ 目視 

随時 
印刷機 破損、動作確認 動作点検 

 

② ２階 

場所 名称 点検項目 点検方法 点検時期 

事務室 

事務机・椅子 破損、汚れ 
目視 

随時 キャビネット 破損、汚れ 

パソコン 破損、動作確認 
動作点検 

電話設備機器 破損、動作確認 年２回 

ロッカー室 ロッカー 破損、汚れ 目視 随時 

調査・資料室 

書架 破損、汚れ 
目視 

随時 机・椅子 破損、汚れ 

コピー機 破損、動作確認 
動作点検 

蔵書無断持ち出し防止装置 破損、動作確認 年２回 

ホール 

フルコンピアノ 破損、調律 

動作点検 
年２回 

AV 機器 破損、動作確認 

舞台用装置 破損、動作確認 随時 
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③ １階 

場所 名称 点検項目 点検方法 点検時期 

中央管理室 

机・椅子 破損、汚れ 

目視 随時 キャビネット 破損、汚れ 

金庫 破損、汚れ 

総合受付 

パソコン 破損、動作確認 

動作点検 
随時 

コピー機 破損、動作確認 

電話設備機器 破損、動作確認 年２回 

生涯学習広場 

机・椅子 破損、汚れ 

目視 随時 パンフレット架 破損、汚れ 

書架 破損、汚れ 

エントランス 

車椅子・ベビーカー 破損、動作確認 動作点検 

随時 傘立て 破損 
目視 

コインロッカー 破損、汚れ 

多目的スペース テーブル、椅子 破損、汚れ 目視 随時 

休憩コーナー 机・椅子 破損、汚れ 目視 随時 

 

④ 地下１階 

場所 名称 点検項目 点検方法 点検時期 

事務スペース 

机・椅子 破損、汚れ 
目視 

随時 キャビネット 破損、汚れ 

パソコン 破損、動作確認 
動作点検 

電話設備機器 破損、動作確認 年２回 

各研修室 

机・椅子 破損、汚れ 目視 随時 

AV 機器 破損、動作確認 
動作点検 年２回 

パソコン 破損、動作確認 

プロジェクター室 AV 機器 破損、動作確認 動作点検 年２回 

フリースペース 
机・椅子 

タブレット 
破損、動作確認 動作点検 年２回 

学習教材室 

プロジェクター 破損、動作確認 

動作点検 

年２回 

16 ミリ映写機 破損、動作確認 
随時 

16 ミリフィルム 破損、動作確認 

音楽スタジオ 楽器 破損、動作確認 動作点検 随時 

 

⑤ その他 

場所 名称 点検項目 点検方法 点検時期 

第２駐車場 

管理小屋 

机・椅子 破損、汚れ 
目視 随時 

ロッカー 破損、汚れ 
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第５章 施設の貸出等の施設管理業務 
 

１ 年間計画 

（１）開館日・開館時間 

次の休館日を除く通年開館とし、開館時間は９時～２１時とします。 

ただし、予約時に開館前及び閉館以降に使用する希望があれば、適宜対応します。 

・毎月第４月曜日（祝日法の休日にあたるときは、その翌日） 

・年末年始（１２月２９日～１月３日） 

（２）利用制限 

住民の公平な利用を確保するため、以下の利用については貸出を不許可又は制限します。 

① 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。たとえば、法に抵触す

る行為をするおそれがあるとき、他の利用者の迷惑になる音、におい、行動等を伴うとき等。 

② センターの施設を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。 

③ その施設の定員を超えるおそれがあるとき。 

④ 使用許可を受けた施設以外で不特定多数への物品販売等を行うとき。 

⑤ 不特定多数への布教活動を行うとき。 

⑥ 選挙活動中以外で不特定多数への政治活動をするとき。 

⑦ その他センターの管理上支障があると認められるとき。 

（３）優先利用（利用調整）計画 

センターの主催事業や市との連絡調整会議で定められた市の施策上優先されるべき行事については、

事前予約として優先確保します。 

ただし、同一の施設での優先利用はひと月に概ね二分の一以下とし、市民の利用を阻害することのな

いようにします。 

なお、アトリウムガーデンについても、センターの主催事業及び国、県、市の主催・共催事業でセン

ターの運営に支障のないものについて、使用を許可します。 

（４）各施設の申込方法 

各施設の申込方法は、毎月定めた日に６ケ月先の１ケ月分の抽選を行います。抽選後空いている施設

は先着順の予約となります。 

また、抽選後の施設については、電話及びインターネットによる仮予約を受け付けます。 

 

２ 施設貸出業務、利用料金等 

生涯学習センター各施設及び附属設備の利用受付・貸出を行うとともに、下表の利用料金を徴収します。

また、施設の入場・退場に関する手続きを適正に行うとともに、附属設備の使用者に対し、使用方法の 

説明、指導等のサポートを行います。 

定期的に所内・担当者会議を開き、課題を解決できる体制を構築し、利用者の利便性がより図られるよ

うにします。 
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（１）利用料金等 

① 施設利用時間帯区分・利用料金 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 
条例上の上限 

（１日につき） 

利  用  時  間  帯  区  分 

午前 

9:00～

12:00 

午後Ａ 

12:30～ 

15:00 

午後Ｂ 

15:30～ 

18:00 

夜間 

18:30～ 

21:00 

全日 

9:00～ 

21:00 

研 
 

修 
 

室 

研 修 室 １ ・ ２ ・ ３ 8,920円 2,340円 2,190円 2,190円 2,190 円 8,500円 

大 研 修 室 25,460円 6,640円 6,270円 6,270円 6,270 円 25,000円 

工 芸 研 修 室 
10,890円 2,840円 2,670円 2,670円 2,670 円 10,500円 

H28.11.1から 1,950円 1,820円 1,820円 1,820 円 7,410円 

小 会 議 室 5,630円 1,480円 1,370円 1,370円 1,370 円 5,500円 

特 別 会 議 室 
24,600円 

3,120円 2,920円 2,920円 2,920 円 11,500円 

控 室 740円 680円 680円 680円 2,700円 

和 室 9,050円 2,360円 2,210円 2,210円 2,210 円 8,500円 

マ

ル

チ

メ

デ

ィ

ア

ス

ペ

ー

ス

 

小 ホ ー ル 
21,710円 5,660円 5,240円 5,240円 5,240 円 21,000円 

H28.11.1から 4,660円 4,320円 4,320円 4,320 円 17,630円 

パ ソ コ ン 学 習 室 22,800円 5,950円 5,600円 5,600円 5,600 円 22,500円 

ス タ ジ オ 13,560円 3,530円 3,320円 3,320円 3,320 円 13,000円 

多 目 的 室 10,000円 1,110円 1,020円 1,020円 1,020 円 4,000円 

映像音声加工編集ブース 3,200円 ブース時間貸し・10カ所（１時間あたり 160円） 

ア ナ ウ ン ス ブ ー ス 1,270円 330円 300円 300円 300円 1,200円 

デジタル音楽室 1・2 980円 260円 230円 230円 230円 900円 

音 楽 ス タ ジ オ 13,250円 3,370円 3,170円 3,170円 3,170 円 12,500円 

 

時間帯区分 

施設名 

条例上の上限 

（１日につき） 

午前 

9:00～

12:00 

午後Ａ 

12:30～ 

15:00 

午後Ｂ 

15:30～ 

18:00 

夜間 

18:30～ 

21:00 

全日 

9:00～ 

21:00 

食文化研修室 12,330円 3,210円 3,030円 3,030円 3,030 円 12,000円 

※H28.11.1から 

時間帯区分 

施設名 

条例上の上限 

（１日につき） 

Ａ区分 

9:00～15：00 

Ｂ区分 

16:00～21:00 

全日 

9:00～21:00 

食文化研修室 12,330円 3,000円 2,500円 5,000円 

区 分 
条例上の上限 

（１日につき） 

利  用  時  間  帯  区  分 

午前 

9：00～ 

12：00 

午後 

13：00～ 

17：00 

夜間 

18：00～ 

21：00 

全日 

9：00～ 

21：00 

ホール （平日） 

 （土日祝日） 

52,250円 13,110円 18,170円 13,110 円 44,000円 

52,250円 13,620円 24,990円 13,620 円 52,000円 
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②  附属設備利用料金 

区
分 

品      目 単位 

金  額 

（施設の利用時間

帯区分ごとに） 

備   考 

舞
台
設
備 

ホール照明セット(ボーダーライト、アッパー

ホリゾンライト、フロントサイドスポットライ

ト、シーリングスポットライト） 

１式 2,670 円  

舞 
 

台 
 

設 
 

備 

ホール音響セット １式 3,240 円  

はね返りスピーカー １台 520 円  

演台及び花台 １式 520 円 司会台を含む 

ホール用デッキセット（ＤＶＤ、ＣＤ、ＭＤ、

カセット） 
１式 2,260 円  

幕板付会議机 １台 200 円  

椅子 １脚 50 円 
折りたたみ、 

スタッキング 

コントラバス用椅子 １脚 100 円  

ピアノ椅子 １脚 300 円  

指揮者用譜面台 １台 150 円  

演奏者用譜面台 １台 50 円  

指揮台 １台 300 円  

山台（平台） １式 5,920 円  

プログラムスタンド １台 100 円  

映 
 

像 
 

設 
 

備 

ビデオプロジェクター、スライドプロジェクタ

ー、ＯＨＰ、書画カメラ 
１台 1,000 円 可動用 

大型プロジェクター １台 1,930 円 マイクセット 

スクリーン（ホール専用 370 インチ） １式 850 円  

スクリーン １式 200 円  

ＡＶワゴン（ビデオ、テレビ） １式 1,200 円  

１６ミリ映画フィルムコンバーター １台 1,830 円  

音 

響 

設 

備 

有線マイク・マイクスタンドセット １式 230 円 床置型、卓上型 

ワイヤレスマイクセット １式 500 円 
ハンド型、 

タイピン型 

カセットデッキ（ＣＤ、ＭＤ、カセット） １式 200 円  

移動用音響調整卓 １式 2,680 円  

周辺機器 １台 1,280 円  

楽 
 

 

器 

国産フルコンピアノ １台 6,480 円  

電子ピアノ １台 850 円  

楽器・アンプセット（ドラムス、シンセサイザ

ー、ボーカルアンプ、ギターアンプ） 
１式 1,610 円  
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そ
の
他 

電子白板 １台 430 円  

展示用パネル、白板、掲示板  １台 100 円 移動用 

 

③ 加算額 

市民の学習活動を最優先に考え、営利目的に使用する場合は、割増料金として８０％を加算します。 

その他入場料等を徴収する場合には、条例第１２条に規定する委員会規則に基づいて適正な割増料

金を加算します。 

許可を受けた区分での時間帯を超えての使用については、次の区分の利用者に迷惑がかかるため原

則として認めません。ただし、次の区分の利用者に迷惑がかからない場合は、許可を受けた区分の時

間帯を超えての使用を認めますが、条例第１２条に規定する委員会規則に基づいて適正な料金を加算

します。 

 

④ 減免額 

ア 条例第１２条に規定する委員会規則で定める、障害者及び障害者団体が使用する場合の利用料金

の減額は、５０％相当額とします。 

イ 空き施設の利用効率を高めるため、以下の場合には、利用料金の３０％相当額を減額します。 

（ア）ホール使用者が使用当日前１ヶ月以内に練習のみに使用する場合 

（イ）以下の施設を直前（当日～６日前）に申し込み使用する場合 

・研修室１/２/３ ・大研修室 ・食文化研修室  ・工芸研修室  ・和室 

・特別会議室   ・小会議室 ・パソコン学習室 ・音楽スタジオ ・多目的室 

 

ウ 工芸研修室・スタジオ・小ホールを利用日の直前（当日～６日前）に使用許可申請する場合 

時間帯区分 
 

施設名 

午前 

9:00～12:00 

午後Ａ 

12:30～15:00 

午後Ｂ 

15:30～18:00 

夜間 

18:30～21:00 

全日 

9:00～21：00 

工芸研修室 770円 710円 710円 710円 2,800円 

スタジオ 770円 710円 710円 710円 2,800円 

小ホール 770円 710円 710円 710円 2,800円 

 

⑤ 利用料金の返還 

条例第１３条ただし書きに規定する委員会規則で定める、使用期日の７日前（ホールにあっては、

３０日前）までに使用取消を届け出た場合の返還額は、８０％とします。 

 

⑥ 施設の利用率の目標 

利用率は、平成２３年度－３９．３％、平成２４年度－４２．６％、平成２５年度－４６．１％、

平成２６年度－５１．６％となっています。 

平成２８年度も引き続き施 

設利用のＰＲなどを行い、リピーターを増やすなどし、前年度実績の０．５％増をめざします。 
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３ 利用受付及び使用許可 

条例・規則に定める基準・手続きに従い、施設利用の受付及び使用許可を行います。 

使用許可申請は、原則として使用する日の属する月の６ヶ月前の初日から受け付けますが、当日は混雑

が予想されることから、利用希望者を一堂に会した利用調整会議による抽選とし、一般利用は次のとおり

受付を行います。 

ア 窓口 ・・・利用希望日の６ヶ月前の２日から当日まで 

なお、１月の利用調整会議については、年始であるため利用者の利便性を考慮した日程で行います。 

また、施設利用の利便性向上のため、電話及びインターネットによる仮予約を下記の期間で受け付

けます。 

ア インターネット・・・利用希望日の６ヶ月前の２日から２日前まで 

イ 電話・・・・・・・・利用希望日の６ヶ月前の２日から当日まで 

なお、仮予約から７日以内に総合受付において使用許可申請を行わない場合は、仮予約を取り消す

こととします。 

また、上記の方法では、利用調整会議のために来館する必要があるため、利用者の利便性を考え、イン

ターネット抽選を導入することを検討します。 

 

４ 地下１階フリースペースの運営 

マルチメディア体験ブースを改修し、フリースペースとして、平成２８年度５月から新たに「ラウンジ」

「ブラウジングカフェ」「ポケットパーク」の運営を行っていきます。 

運営内容については、「発表」「交流」「体験」を柱として、下記のような使用方法を予定しています。 

なお、下記の使用方法以外にも、利用者の声に耳を傾け、その意見を反映しながら、より良い施設にな

るよう日々改善していきます。 

（１）ラウンジ 

様々なシーンに使える、多目的なスペースとして運営します。 

備品設備は、可動式の一人用の椅子・机を設置し、講義形式だけでなく、ワークショップ等でも様々

な形で活用できる場所とします。また、ホワイトボードパーテーションを設置し、少人数の講座を同時

に複数開催できるようにし、多くの市民が利用できるよう設備を充実させていきます。、 

活用方法については、ボランティアセンター登録者による活動・発表・交流の場として、ボランティ

アコーディネートを推進していくことを柱に、上映会や講演会などを行い、市民が広く活用できるよう

に努めます。また、現在アトリウムガーデンでのみ展示を行っていますが、ラウンジでも展示が可能な

ため、展示での利用も誘致していきます。 

（２）ブラウジングカフェ 

主にＷＥＢ学習体験の場として運営します。 

無線ＬＡＮ環境を整え、タブレット端末の貸し出し、または、自身の端末を用いて、事業提携してい

る schoo（スクー）のサイトにアクセスをすることでＷＥＢ学習ができるようになります。 

ゆったりとした空間を創造し、学習環境を整えることで、ＷＥＢ学習を快適に行えるよう運営します。 

（３）ポケットパーク 

ラウンジとの一体利用も視野に入れ、主に子供を対象とした、学びや遊びで繋がる空間として運

営します。 
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また、子育て世代を対象にした講座等を誘致・検討していき、プレイマットを利用して、親子で

受講できる講座や、親がラウンジで受講し、子どもはポケットパークで預かるという形の講座など

検討していきます。 

 

５ 駐車場使用料の徴収・納入業務 

駐車場の使用者から、使用料を徴収し、教育委員会の指定する金融機関に翌営業日（全館休館日前日分は

は翌々営業日）に納入します。ただし、台風・地震等の諸事情でやむを得ない場合は、延期することもあり

ます。 

駐車場使用料の減免について、千葉市生涯学習センター設置管理条例第１５条、千葉市生涯学習センター

管理規則第１５条の規定に基づいて処理をすることとなっており、千葉市長に減免申請をし、減免の承認が

されてから、駐車場の減免がされることになりますが、事務処理を迅速に対応するため、千葉市教育委員会

が定めた千葉市生涯学習センター駐車場管理規程に基づき身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療

育手帳の所有者については、手帳の提示による簡素化した処理にて対応します。 

 

６ その他業務 

（１）接客等 

施設利用者の利便性及び安全性に十分配慮した接客等を行います。担当者会議等を定期的に開き、施

設に関する要望や苦情に対して、誠意を持って対応できる運営体制を整えるとともに、速やかに教育委

員会へ報告します。 

（２）広報活動 

施設利用促進のため、ホームページの運営をはじめとして、施設案内のパンフレット、情報紙等によ

る広報活動を、積極的かつ効果的に行います。ホームページにより、施設の空き情報を掲載し、利用頻

度の低い部屋の利用促進を図るよう努めます。 

また、講座実施に伴う受講者の公募及び重要事業や特色ある事業の展開にあたり、積極的にマスコミ

への情報提供（新聞社などへ投げこみ）を行うとともに、生涯学習情報誌及びセンターホームページに

掲載して、市民への情報提供に努めます。 

（３）利用者支援 

各種問い合わせや見学者への対応など、施設利用者の円滑な活動のための必要な支援を行います。 

（４）スタッフ研修 

必要に応じて従事するセンタースタッフに対して、内部研修（窓口対応、危機管理、情報保護・公開

等）あるいは、外部研修・派遣研修（専門研修）を実施します。 

また、防火管理者等、各種講習に参加させ、センタースタッフの資質向上に役立てます。 

（５）その他 

利用者の急病や災害時には、千葉市や医療機関、関係機関と協力し、的確な対応を図ります。また、

事故や犯罪等については、速やかに教育委員会へ報告します。 
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第６章 自主事業 
 

１ 幅広い学習ニーズに合わせた講座等の実施 

市民ニーズの高い講座を実施することにより、市民の学習意欲を喚起するとともに、生涯学習センター

の利用促進を図る講座を民間事業者等と協力（事業連携）して実施します。 

また、専門性、特色を活かした市内大学等の公開講座を開催し、市民の生涯学習活動を促進するための

学習機会の提供を図ります。 

また、メディア学習機会の提供を広域的に推進するために、パソコン講座を開催しようとする公民館に

対して必要な機材の貸与を行います。 

① 民間事業者との協力による講座 

事業の目的 

（ねらい） 

 興味分野への参加を促すような講座を実施することで、「個人の感性や適性、意欲に応じ

て学び、楽しみ、活動の輪を広げていくことの出来る機会」を提供する。 

対   象 市民 

時   期 講座による 

時間・回数 １１講座  実施時間未定 

定   員 講座による 

内   容 

民間企業やＮＰＯ法人等と連携・協力した市民講座を実施する。 

（連携団体） 

①千葉市シルバー人材センター ②東京ガス㈱ ③NPO 法人障害者の就労を支援する会

④ＮＰＯ法人ハグミイ ⑤轟そばの会  

 

② 専門性、特色を活かした大学との公開講座 

事業の目的 

（ねらい） 

高等教育機関に所属する最新、専門的、高度な知識や技術を持つ教員を学習支援者に迎え、

市民の多様化する学習ニーズに対応する。 

対   象 市民 

時   期 講座による 

時間・回数 ３講座  実施時間未定 

定   員 講座による 

内   容 

各種連携講座の実施 

①立正大学デリバリーカレッジ  ②しゅくとく千葉コミュニティカレッジ 

③東京情報大学連携講座 

 

③ 「生涯学習アカデミーちば」（博物館・大学・市民団体等との連携による講座） 

事業の目的 

（ねらい） 

市民の多様化する学習ニーズに対応するため、地元の大学等の高等教育機関、ＮＰＯ法人、

民間企業等と連携して、多様な学びの場を提供し、地域社会づくりに貢献する。 

対   象 市民（勤労市民を含む） 

時   期 
① 第４土曜日４月～３月（８・１２月を除く）  

② 第２土曜日４月～３月（８・１２月を除く） 
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時間・回数 
① 第２期 後期  １．５時間×１０回 

② 第３期 前期  １．５時間×１０回 

定   員 各６５人 

内   容 

① 第２期生 後期 実用講座   

4月 

5月 

6月 

7月 

9月 

10月 

11月 

1月 

2月 

3月 

それってセクハラ？ 

房総の近世～千葉と江戸～ 

うつ病の予防と対処方法  

ものづくり・地域経済  

健康・医療 

資産運用について 

高齢社会と食みんなの知らない千葉の食文化 

生命・医学 

千葉の縄文文化と加曽利貝塚について 

これから農業を始める人に 

弁護士 

東京大学大学院名誉教授 

千葉市こころの健康センター所長  

㈱オランダ家 

元千葉大学学長         

千葉銀行資産運用サポート部 

千葉伝統郷土料理研究会主宰 

千葉市立青葉病院  

元市立市川考古博物館館長   

鴨川自然王国代表理事 

渥美  雅子 

吉田  伸之 

井上  俊宏 

河野誠一郎 

齋 藤  康 

未 定 

龍崎  英子 

未 定 

堀越  正行 

藤 本 博 正 

 ② 第３期生 前期 教養講座 

4月 

5月 

6月 

7月 

9月 

10月 

11月 

1月 

2月 

3月 

芸術・美術 

教育・人権 

金融・情報 

福祉・高齢社会 

科学 

政治・国際社会 

環境・医学 

社会・経済 

文化・歴史 

国際理解・言語 

慶応義塾大学名誉教授 

千葉大学教授 

東京情報大学教授 

淑徳大学教授 

千葉大学大学院名誉教授 

敬愛大学教授 

植草学園大学副学長 

千葉経済大学経済学部教授 

千葉大学名誉教授 

神田外語大学副学長 

河 合  正 朝 

藤 川  大 祐 

堂 下  浩 

鏡 諭 

大 高  一 雄 

水 口  章 

小 池  和 子 

粟 沢  尚 志 

岡 本  東 三 

柳沼  孝一郎 

④ 財団職員の専門性を生かした講座 

事業の目的 

（ねらい） 

市内の遺跡（埋蔵文化財）についての周知を図り、郷土の歴史等についての興味・関心を

もたせるための学習の機会を提供する。 

対   象 市民 

時   期 

① ちば埋文講座 

７月～８月 

② 埋蔵文化財ロビー巡回展講座 

１１月～１月 

回数・時間 ① １．５時間×２回、 ② １．５時間×２回  ２講座 

定   員 各回 ５０人 



83 

内   容 

① 千葉市の遺跡についての学習の機会を提供し、郷土「ちば」の歴史について理解を深

める。 

② 市内の遺跡についての周知や保護思想を育むための講演会を遺物展示に併せて開催

する。 

 

２ 生涯学習センターをＰＲするために有効なイベント等の開催 

千葉市の生涯学習拠点として、さらに認知度・利用度を高め、当センターに何度でも足を運んでもらえ

るよう、各種イベントを充実させることにより、市民に対して当センターを認知してもらい、関心を持っ

てもらう機会を提供します。 

 

① 千葉市中央図書館・千葉市生涯学習センター開設１５周年のＰＲ 

事業の目的 

（ねらい） 

千葉市中央図書館・千葉市生涯学習センター開館１５周年を記念し、各種主催事業の事

業名称に「千葉市中央図書館・千葉市生涯学習センター開設１５周年」と表記することに

より開設１５周年のＰＲを行う。 

対   象 市民 

時   期 通年 

内   容 千葉市中央図書館・千葉市生涯学習センター開設１５周年記念のＰＲ 

 

② 生涯学習センター夏祭りの開催 

事業の目的 

（ねらい） 

千葉市生涯学習センターの認知度向上のために、エントランスホール、イベントスペー

スでイベントを実施し、生涯学習センターへの集客を図り広く広報する。 

対   象 市民 

時   期 ７～８月 

時間・回数 １０時～１５時 １回 

定   員 自由参加 

内   容 ペーパークラフト、映像等を利用した「あそび」の体験教室等 

 

③ 朝市ｉｎ生涯学習センターの開催 

事業の目的 

（ねらい） 

千葉市園芸協会と連携し、定期的に野菜市を開催することにより千産千消を促進すると

ともに、生涯学習センターへの集客を図る。 

対   象 市民 

時   期 ４月～３月 

時間・回数 ９時３０分～１３時（予定） 第３水曜日・第４土曜日の月２回 

内   容 千葉市園芸協会による新鮮野菜市の開催 

 

④ 音楽コンクール等の誘致 

事業の目的 

（ねらい） 

音楽コンクール等の事業を誘致し、生涯学習センターの周知を図るとともに、学習成果発

表等の機会を提供する。 

対   象 市民 
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時   期 ①７月～８月 ②３月 

時間・回数 ①５日間 ②３日間 

定   員 ①②２５０人 

内   容 

①第２５回「ちば音楽コンクール」の実施 

第一次予選 ３日間  第２次予選 ２日間 

連携・協力：千葉日報社 

②「第９回ちば映画祭」 

共催：ちば映画祭実行委員会 千葉市文化振興課 

 

３ 生涯学習情報の発信拠点となる展示の開催 

生涯学習の中核施設としての役割を果たすため、「ちば」に関する情報を集約し市民に提供する。 

① ちばが学べる施設紹介展示 

事業の目的 

（ねらい） 

各機関や団体ごとに提供されていた「ちば」に関する情報を集約し、アトリウムガーデン

を活用して市民に提供する。 

対   象 市民 

時   期 ４月２７日（水）～５月１１日（水） 

時間・回数 ９時～２１時 １回 

内   容 

千葉県立博物館、千葉市立加曽利貝塚博物館、千葉市立郷土博物館、千葉市埋蔵文化財調

査センター、千葉市観光協会などと連携して、事業案内、施設案内や展示を行い、「ちば」

に関する情報を市民に提供する。 

 

② 遺跡調査の報告展示 

事業の目的 

（ねらい） 
千葉市の遺跡、埋蔵文化財を広く市民に周知し、千葉市への興味、関心を醸成する。 

対   象  市民 

時   期 

①１月   （アトリウム） 

②１月～２月（エントランス） 

２月   （アトリウム） 

時間・回数 ９時～２１時 ２回 

内   容 ①「写真で見る千葉市の遺跡展」②「埋蔵文化財ロビー巡回展」 

備   考 千葉市埋蔵文化財調査センターの協力により実施 
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第７章 モニタリング 
 

１ モニタリング実施計画 

利用者ニーズに即した管理運営を行うため、施設、設備、サービス等に関する評価項目(５段階)を入れ

たアンケート欄を設けた施設利用報告書、講座内容等の満足度（４段階）を記述する受講者アンケート、

自由記述の意見等利用者モニタリングを行います。得られた結果については、評価項目別に集計、分析し、

施設の管理運営に反映させ、市民、利用者に確実にフィードバックします。 

 

２ 利用者懇談会の実施 

利用者、市内小・中学校関係者及び学識経験者等との意見交換会の場として、利用者懇談会を開催し、

施設に対する評価や新たなニーズを把握することにより管理運営の充実に努めます。 

 

３ 第三者評価の実施 

千葉市生涯学習センター学習事業について、自己点検、自己評価を行い、当該結果について外部有識者

からの第三者評価を受けることにより、事業改善に役立てます。 

対象事業は以下の５事業とします。 

① 生涯学習に関する講座、講演会の開催 ちばカレッジ 

② 生涯学習に関する講座、講演会等の開催 家庭教育の充実に関する支援 

③ 指導者養成事業 ボランティアセンターの運営 

④ メディア学習事業 パソコン講座 

⑤ 生涯学習活動の支援に関する事業 市民の学習活動への支援 

 


